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補助金の交付申請および受給される皆様へ 

 

 

一般社団法人次世代自動車振興センター（以下「センター」という）が交付する「クリーン

エネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」及び「クリー

ンエネルギー自動車導入促進補助金」（以下「本補助金」という）は、国庫補助金等の公的資金

を財源としています。このため、その適正な執行が社会的に強く求められており、センターと

しても本補助金に係る不正行為に対しては厳格に対処いたします。 

以下の点を十分にご理解の上、申請または受給していただきますようお願い申し上げます。 

１．本補助金の申請者がセンターに提出する書類には、如何なる理由があっても、虚偽の記載

を行なわないで下さい。 

２．偽りその他の不正な方法により本補助金を受給した疑いがある場合には、センターとし

て、必要に応じて調査などを行います。 

３．特に、反社会的勢力及びそれに準ずる者には補助金は交付しません。 

４．本補助金を受けて取得した Ｖ２Ｈ充放電設備は、一定の年数は処分（譲渡、交換、貸し付

け、廃棄又は担保に供すること等の補助金の交付目的に反する行為を言う）できません。

（以下処分制限期間という）。処分制限期間内に処分しようとするときには、事前にセン

ターの承認を受けなくてはなりません。なお、センターは必要に応じて管理状況について

調査を行います。 

５．不正な方法により本補助金を受給した疑いがあるとき、又は、補助金を受けたＶ２Ｈ充放

電設備を事前の承認を得ずして処分したことが判明したときは、当該補助金の全部又は一

部について、加算金（年 10.95%の利率）を加えて返納していただくことがあります。 

６．さらに、補助金に係る不正行為に対しては、補助金に係る予算の執行の適正化に関する法

律（昭和 30 年法律第 179 号）（いわゆる補助金等適正化法）の第 29 条から第 32 条におい

て、刑事罰を科す旨規定されています。 

一般社団法人次世代自動車振興センター 

個人情報保護について 
 

当センターは、補助金交付業務に当たり、当センターとして定めた個人情報保護方針に基づ

き、以下を遵守いたします。（当センターの個人情報保護方針はホームページに記載しておりま

す。） 

 

１．ご提供いただきました『個人情報』は以下の目的に必要な範囲を超えて使用しません。 

①補助金申請者への問合せ、補助金の交付・不交付等の通知及び補助金の振込、規定され

た期間の補助対象物の保有又は使用義務違反に係る調査など、補助金交付に関する業務

の適切な遂行。 

②シンポジウム開催などの次世代自動車普及啓発業務の適切な遂行。 

２．『個人データ』は法令に基づく場合または業務遂行上必要な範囲で業務委託先に提供する

場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供しません。 

３．『個人データ』を業務委託先に預託する場合は、秘密保持契約等によって、業務委託先に

個人情報保護を義務付け、業務委託先が適切に『個人データ』を取り扱うよう管理いたし

ます。 

４．『個人データ』は、不正なアクセス対策やウイルス対策等の情報セキュリティ対策を実施

し、適切な安全対策のもとに管理し、漏えい、滅失および改ざん等を防止いたします。 

５．『個人データ』に関し、個人情報保護法など個人情報の取扱いに関する法令、国が定める

指針その他の規範を遵守いたします。 



 

  目   次 

 

１． 事業の概要 __________________________________________________________________ 1 

１-１. 事業の目的 _______________________________________________________________ 1 

１-２. 事業の内容 _______________________________________________________________ 1 

１-３. 申請することができる方 ___________________________________________________ 1 

１-４. 設置場所 _________________________________________________________________ 2 

１-４-１． マンション等に設置する場合 ___________________________________________________________ 2 

１-４-２． 事務所と個人宅を兼用している場合 _____________________________________________________ 2 

１-５. 「暴力団排除に関する誓約事項」の記に該当する者の排除 _____________________ 3 

（別紙１）暴力団排除に関する誓約事項 ________________________________________ 3 

１-６. gBizINFO（ジービズインフォ）へ公表するオープンデータの提供 _______________ 4 

１-７. 取得財産等の管理と処分を制限する期間 _____________________________________ 5 

（別紙２）クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入

促進補助金管理規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器） 

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金管理規程 （Ｖ２Ｈ充放電設備）__________ 6 

２． 申請の前提条件と要件 ________________________________________________________ 7 

２-１. 申請の前提条件 ___________________________________________________________ 7 

２-２. 申請の要件 _______________________________________________________________ 8 

３． 補助金申請から交付までのプロセスと基本的事項 _______________________________ 10 

３-１. 補助事業の流れ __________________________________________________________ 10 

３-２. 交付申請 ________________________________________________________________ 11 

３-３. 交付申請期間 ____________________________________________________________ 11 

３-４. 交付申請の受付等 ________________________________________________________ 11 

３-５. 交付申請の審査等 ________________________________________________________ 11 

３-６. 交付決定通知書発行 ______________________________________________________ 12 

３-７. Ｖ２Ｈ充放電設備の発注および設置工事の施工開始 __________________________ 12 

３-８. 計画変更の申告 __________________________________________________________ 12 

３-９. 設置工事の完了・支払の完了 ______________________________________________ 12 

３-１０. 実績報告 ______________________________________________________________ 13 



 

３-１１. 実績報告期限 __________________________________________________________ 13 

３-１２. 受付・審査・補助金の額の確定 __________________________________________ 13 

３-１３. 補助金額確定通知書発行 ________________________________________________ 13 

３-１４. 補助金の交付 __________________________________________________________ 13 

４． 補助金交付額 _______________________________________________________________ 14 

４-１. Ｖ２Ｈ充放電設備の補助金交付額の算定 ____________________________________ 14 

４-２. Ｖ２Ｈ充放電設備の設置状況 ______________________________________________ 15 

４-２-１． 設置場所におけるＶ２Ｈ充放電設備の設置パターン ______________________________________ 15 

４-２-２． 入替設置においての注意点 ____________________________________________________________ 15 

４-２-３． 既設Ｖ２Ｈ充放電設備の財産処分手続き ________________________________________________ 15 

４-２-４． 申請するＶ２Ｈ充放電設備の利用について ______________________________________________ 16 

４-３. 設置工事の補助金交付額： 公共施設・災害拠点 _____________________________ 17 

４-４. Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事として申告できる工事内容の解説： 公共施設・災害

拠点 ____________________________________________________________________ 18 

４-５. Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の要件：公共施設・災害拠点 ____________________ 23 

４-６. 補助対象とならない主な設置工事（部材・工事等の事例）：公共施設・災害拠点 _ 24 

４-７. 設置工事の補助金交付額：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共

用分電盤）、その他施設） _________________________________________________ 25 

４-８. Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事として申告できる工事内容の解説：公共施設・災害

拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） _______________ 26 

４-９. Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の要件：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マン

ション等（共用分電盤）、その他施設） _____________________________________ 28 

４-１０. 補助対象とならない主な設置工事（部材・工事等の事例）：公共施設・災害拠点

以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） ___________________ 28 

４-１１. 本体付属品、オプション品や太陽光発電、蓄電池等と連携する機器等の補助対

象経費範囲について ______________________________________________________ 29 

５． 交付申請の提出 _____________________________________________________________ 30 

５-１. 申請に必要なデータ入力および書類のアップロード __________________________ 30 

５-２. 提出書類の注意事項 ______________________________________________________ 30 

５-３. 提出書類 ________________________________________________________________ 31 

５-４. 申請者本人確認書類（履歴事項全部証明書、運転免許証、役員名簿等） ________ 33 

５-４-１． 申請者が地方公共団体の場合 __________________________________________________________ 33 



 

５-４-２． 申請者が法人（マンション管理組合法人を含む）の場合 __________________________________ 34 

５-４-３． 申請者が法人格をもたないマンション管理組合の場合 ____________________________________ 35 

５-４-４． 申請者が町内会（認可地縁団体）の場合 ________________________________________________ 35 

５-４-５． 申請者が個人の場合 __________________________________________________________________ 36 

５-５. Ｖ２Ｈ充放電設備本体の購入にかかる見積書（内訳書含む） __________________ 37 

５-６. Ｖ２Ｈ充放電設備の設置工事にかかる見積書（内訳書含む）：公共施設・災害拠点 38 

５-７. Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の申告方法（オンライン申請）：公共施設・災害拠点 39 

５-７-１． 会社別見積書一覧（オンライン申請） __________________________________________________ 39 

５-７-２． Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告の申告額（オンライン申請） ____________________________ 39 

５-７-３． Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告の工事内容（オンライン申請） __________________________ 40 

５-７-４． 工事申請要件の確認およびＶ２Ｈ充放電設備の運用方法（オンライン申請） ________________ 40 

５-８. Ｖ２Ｈ充放電設備の設置工事にかかる見積書（内訳書含む）：公共施設・災害拠点

以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） ___________________ 41 

５-９. Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の申告方法（オンライン申請）：公共施設・災害拠点

以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） ___________________ 42 

５-９-１． 会社別見積書一覧（オンライン申請） __________________________________________________ 42 

５-９-２． Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告（オンライン申請） ____________________________________ 42 

５-１０. 要部写真 ______________________________________________________________ 43 

５-１１. 設置場所見取図、平面図、配線ルート図、電気系統図：公共施設・災害拠点 __ 44 

５-１１-１． 設置場所見取図 ____________________________________________________________________ 44 

５-１１-２． 平面図 ____________________________________________________________________________ 45 

５-１１-３． 配線ルート図 ______________________________________________________________________ 46 

５-１１-４． 電気系統図 ________________________________________________________________________ 47 

５-１２. 付帯設備設置工事を申請する場合 ________________________________________ 48 

５-１３. 地方公共団体等との間で災害時の人的・物的支援に関する協定 ______________ 49 

５-１４. 電気自動車等を保有していることを証する書類：個人宅 ____________________ 50 

５-１５. 申請者が設置場所・給電対象施設の所有者でない場合 ______________________ 52 

５-１６. 支庁・支社等から申請する場合 __________________________________________ 53 

５-１７. 共同で申請する場合 ____________________________________________________ 54 

５-１８. リース契約に基づく申請の場合 __________________________________________ 55 



 

５-１９. 自社または資本関係にある会社から調達する場合 __________________________ 56 

５-１９-１． Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備メーカーから調達する場合 __________ 57 

５-１９-２． Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備販売会社から調達する場合 __________ 60 

５-１９-３． 設置工事を資本関係にある工事施工会社から調達する場合 ______________________________ 62 

５-２０. 申請の手続きの一部を代行者へ依頼する申請の場合 ________________________ 64 

５-２１. 地方公共団体が入札前に申請する場合 ____________________________________ 65 

５-２１-１． 予算が確保されていることを証する書類（予算書等） __________________________________ 65 

５-２１-２． Ｖ２Ｈ充放電設備と設置工事の「設計書」（見積書等） _________________________________ 65 

５-２２. 地方公共団体から委託された指定管理者が申請する場合 ____________________ 66 

５-２３. マンション等（共用分電盤）に設置する場合 ______________________________ 68 

５-２４. 住民総会での決議を証する書類または、理事会で合意されたことを証する書類

（分譲マンション等の場合） ______________________________________________ 69 

５-２５. 要部写真の提出資料：公共施設・災害拠点 ________________________________ 70 

５-２６. 要部写真の提出資料：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用

分電盤）、その他施設） ___________________________________________________ 71 

６． 実績報告の提出 _____________________________________________________________ 72 

６-１. 実績の報告に必要なデータ入力および書類のアップロード ____________________ 72 

６-２. 提出書類の注意事項 ______________________________________________________ 72 

６-３. 提出書類 ________________________________________________________________ 73 

６-４. Ｖ２Ｈ充放電設備本体の発注書 ____________________________________________ 74 

６-５. Ｖ２Ｈ充放電設備本体の請求書（内訳書含む） ______________________________ 75 

６-６. Ｖ２Ｈ充放電設備本体の支払を証する領収書 ________________________________ 76 

６-７. Ｖ２Ｈ充放電設備本体の保証書 ____________________________________________ 77 

６-８. 工事費の請求書（内訳書含む）：公共施設・災害拠点 _________________________ 78 

６-９. 工事費の請求書（内訳書含む）：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等

（共用分電盤）、その他施設） _____________________________________________ 79 

６-１０. 工事費の支払を証する領収書 ____________________________________________ 80 

６-１１. 「Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事完了報告書（様式Ｖ０７）」 _________________ 81 

６-１２. Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の実績申告方法（オンライン申請）：公共施設・災

害拠点 __________________________________________________________________ 81 

６-１２-１． 会社別請求書一覧（オンライン申請） ________________________________________________ 81 



 

６-１２-２． Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事実績申告の申告額（オンライン申請） ______________________ 81 

６-１２-３． Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事実績申告の工事内容（オンライン申請） ____________________ 81 

６-１３. Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の実績申告方法（オンライン申請）：公共施設・災

害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） _____________ 82 

６-１３-１． 会社別請求書一覧（オンライン申請） ________________________________________________ 82 

６-１３-２． Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事実績申告（オンライン申請） ______________________________ 82 

６-１４. 要部写真 ______________________________________________________________ 83 

６-１５. 取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（オンライン申請） ________________ 83 

６-１６. 補助金の振込先口座名義と口座番号を証する書類 __________________________ 84 

６-１７. 完成設置場所見取図・完成平面図・完成配線ルート図・完成電気系統図：公共

施設・災害拠点 __________________________________________________________ 85 

６-１８. リース契約に基づく報告の場合（貸与料金の算定根拠明細等） ______________ 86 

６-１９. 自社または資本関係にある会社から調達した報告の場合（利益等排除申立等） 87 

６-１９-１． Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備メーカーから調達した場合 __________ 87 

６-１９-２． Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備販売会社から調達した場合 __________ 90 

６-１９-３． 設置工事を資本関係に工事施工会社から調達した場合 __________________________________ 91 

６-２０. 地方公共団体が実績報告する場合 ________________________________________ 92 

６-２０-１． 交付決定日以降にＶ２Ｈ充放電設備を発注したことが分かる書類 ________________________ 92 

６-２０-２． Ｖ２Ｈ充放電設備本体、工事費の支払証憑 ____________________________________________ 92 

７． 取下げ・計画変更等 _________________________________________________________ 93 

７-１. 申請取下げ ______________________________________________________________ 93 

７-２. 状況等の報告 ____________________________________________________________ 93 

７-３. 計画変更 ________________________________________________________________ 94 

７-３-１． 公共施設・災害拠点への設置で計画変更をする場合 ______________________________________ 94 

７-３-２． 公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設）への設置で計

画変更をする場合 ____________________________________________________________________ 95 

７-３-３． 計画変更不可事項 ____________________________________________________________________ 96 

８． 財産処分の手続 _____________________________________________________________ 97 

８-１. 財産処分 ________________________________________________________________ 97 

８-２. 処分をする場合の手続と注意事項 __________________________________________ 98 

９． 補助事業の経理の書類保管および処理等 _______________________________________ 99 



 

１０． 補助事業の調査 __________________________________________________________ 100 

１０-１. 実地調査（立ち入り調査） _____________________________________________ 100 

１０-２. Ｖ２Ｈ充放電設備の利用状況調査（調査票） _____________________________ 100 

１１． 参考資料 ________________________________________________________________ 101 

参考１．クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促

進補助金交付規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器） ______________________ 101 

参考２．クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促

進補助金業務実施細則（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器） ___________________________ 116 

参考３．クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程（Ｖ２Ｈ充放電設備） ____ 128 

参考４．クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則（Ｖ２Ｈ充放電設備） 141 

参考５．クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進

補助金様式一覧様式一覧 ___________________________________________________  

参考６．クリーンエネルギー自動車導入促進補助金様式一覧 _________________________________________  

 

 



 

   －1－ 

１．事業の概要 

１-１. 事業の目的 
 

『災害時に電気自動車や燃料電池自動車の外部給電機能の活用を促進することによる

レジリエンスの向上を図ること』を目的として設置する「Ｖ２Ｈ充放電設備」に補助金が

交付されます。 

（レジリエンス：回復力、復元力） 

 

 

１-２. 事業の内容 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備を「新品」で購入し設置を行う者に対し、その導入費用の負担軽減の

ために補助金を交付する事業です。 

 

・「新品」とは、当該補助事業の交付決定通知書発行日以降にＶ２Ｈ充放電設備の発注をし、

Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーが発行する保証書等の保証開始日が交付決定日以降のＶ２Ｈ

充放電設備をいいます。 

・デモンストレーション用の設置は補助対象外です。 

 

 

１-３. 申請することができる方 

 

申請者は、センターが承認した補助対象とするＶ２Ｈ充放電設備を今後購入（所有）し、

Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する土地ならびに給電対象施設の使用権限を有する以下の方が

申請することができます。 

 

（１）地方公共団体 

（２）法人（マンション管理組合法人、町内会（認可地縁団体）を含む。以下「法人」

という。） 

（３）法人格をもたないマンション管理組合 

（４）個人 

 

・国（省庁等）は申請できません。 

・リース契約の場合は、リース使用者（契約者）が上記条件に該当していることが必要で

す。 

・申請者が支庁・支社等の場合は「５-１６.支庁・支社等から申請する場合」を参照して

ください。 

・給電対象施設の使用権限は、申請者住所と設置場所住所の一致で確認します。設置場所

が転居や移転先である場合は、実績報告時に一致を確認します。 

ただし、個人宅以外に設置する法人等で申請者住所と設置場所住所が異なる場合、当該

給電対象施設の電力契約の提出を求めることがあります。 
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１-４. 設置場所 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備の設置場所は、災害時、有効に活用ができる施設であること。 

オンライン申請システムの事業選択画面にて該当事業を選択し、基本情報画面で、 

下記区分から選択してください。 

【住宅系】 

（１）個人宅 

（２）マンション等（共用分電盤） 

【住宅系以外】 

（３）公共施設・災害拠点 

（４）その他施設 

 

・販売予定のないモデルハウスへの設置はデモンストレーション用のため補助対象外と

なります。 

ただし、給電対象施設の分電盤をモデルハウス事務所の分電盤等とする場合はこの限り

ではありません。 

 

１-４-１．マンション等に設置する場合 

 

接続先分電盤により、申請する設置場所区分が異なります。 

 

（１）マンション等の共用分電盤から受電および給電を行う場合は、設置場所区分をマン

ション等（共用分電盤）にて申請をしてください。 

（２）マンション等の住戸内の分電盤から受電および給電を行う場合は、設置場所区分を

個人宅にて申請をしてください。 

 

１-４-２．事務所と個人宅を兼用している場合 

 

申請者、電力契約および接続先分電盤により申請の設置場所区分が異なります。 

申請者 事業形態 電力契約 接続先分電盤 設置場所区分 

個人 個人事業主 

1 契約 ― 個人宅 

2 契約 
事務所 その他施設 

個人分電盤 個人宅 

法人 

法人事務所 

1 契約 ― 申請不可 

2 契約 
事務所 その他施設 

個人分電盤 申請不可 

個人 

1 契約 ― 個人宅 

2 契約 
事務所 申請不可 

個人分電盤 個人宅 

※その他施設に設置する場合は、別途、証する書類（事務所と個人宅それぞれの電力契

約等）の提出を求めることがあります。 
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１-５.「暴力団排除に関する誓約事項」の記に該当する者の排除 

 

・申請者は、補助金の申請前に、以下に示す（別紙１）「暴力団排除に関する誓約事項」の

内容を必ず確認し、誓約しなければなりません。 

・申請者が「暴力団排除に関する誓約事項」の記に記載されている事項に該当した場合は、

申請できません。 

・申請者が法人の場合は、オンライン申請システムの「役員名簿」にデータを入力し、セ

ンターへ申告が必要です。 

※リース契約が含まれる申請における使用者（契約者）にも、上記が適用されます。 

 

 

（別紙１）暴力団排除に関する誓約事項 

（交付規程 第４条 第６条 第１４条 第２５条） 

私（個人である場合はその者、企業である場合は当社、団体である場合は当団体）は、

補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後において

も、下記の事項について誓約いたします。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、私が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

(１) 私は、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）ではありません。かつ、

暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではありませ

ん。 

(２) 私の法人の役員等（法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、そ

の他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）は、暴力団員ではありませ

ん。 

(３) 私及び私の法人の役員等は、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又

は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しません。 

(４) 私及び私の法人の役員等は、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は

便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく

は関与しません。 

(５) 私及び私の法人の役員等は、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社

会的に非難されるべき関係を持ちません。 
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１-６.gBizINFO（ジービズインフォ）へ公表するオープンデータの提供 

 

・申請者が法人にあっては、補助金交付に関する情報（交付決定先、法人番号、交付決定

日、交付決定額等）がオープンデータ（注２）として gBizINFO（ジービズインフォ）（注１）に

おいて公表されることに了承した上で、申請をしなければなりません。 

 

【法人番号の入力を求める申請者】 

（１）地方公共団体 

（２）会社法その他法令の規定により設立の登記をした法人（設立登記法人） 

（３）上記（１）（２）以外の法人または人格のない団体であって、法人税・消費税の申

告納税義務または給与等にかかわる所得税の源泉徴収義務を有することとなる団

体 

 

【申請時に法人番号を証する下記のいずれかの書類の提出】 

（１）法人番号指定通知書 

（２）経済産業省の gBizINFO（ジービズインフォ）よりダウンロードした当該ＰＤＦ

ファイルデータ等 

（３）国税庁の法人番号公表サイトよりダウンロードした当該ＰＤＦファイルデータ等 

 

注１：gBizINFO（ジービズインフォ）とは、マイナンバー制度の開始を踏まえ、法人

番号と補助金や表彰情報などの法人情報を紐づけ、誰でも一括検索、閲覧がで

きるシステムです。本システムにより、事業者や官公庁における新規ビジネス

の拡大、情報収集コストの低減、業務の効率化が期待されています。 

（掲載アドレス： https://info.gbiz.go.jp） 

注２：オープンデータとは、ビジネスや官民協働のサービスでの利用がしやすいよう

に、政府、独立行政法人、地方公共団体等が保有する多様で膨大なデータを、

機械判読に適したデータ形式で、営利目的も含め自由な編集・加工等を認める

利用ルールの下、インターネットを通じて公開することをいいます。 

 

  

https://info.gbiz.go.jp/
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１-７. 取得財産等の管理と処分を制限する期間 

 

・補助金の交付を受けた方は、補助金により取得したＶ２Ｈ充放電設備および付帯設備等

（以下、「取得財産等」という。）については、Ｖ２Ｈ充放電設備設置完了後においても、

Ｖ２Ｈ充放電設備の設置が完了した日から５年間、法令を遵守し継続的に善良な管理者

の注意をもって管理し、補助金交付の目的に沿って、その効率的な運用を図らなくては

なりません。（以下「保有義務期間」という。） 

 

・補助金の交付を受けた方は、取得財産等について、センターが定める様式に入力し、印

刷後「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（様式Ｖ０８）」を備え、管理するととも

に、センターが開示を求めた場合は開示しなければなりません。 

 

・処分を制限する期間および保有義務期間内に取得財産等の保有が困難になり、やむを得

ず処分を行う場合には、事前にセンターへ「財産処分承認申請書」または「取得財産等

届出書」を提出しなくてはなりません。（「財産処分承認申請書」または「取得財産等届

出書」のどちらを提出するかは、処分する取得財産等の内容や処分の目的などにより異

なりますので、センターの指示に従ってください。） 

 

・財産処分承認申請書を提出された場合は、センターの承認を得た上で処分をすることが

できます。センターが財産処分承認申請書の内容や処分の目的を勘案し、交付された補

助金の全部または一部の返納を申請者に求めることがあります。 

 

・取得財産等の管理の詳細については、次の（別紙２）管理規程を参照してください。 
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（別紙２）クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補

助金管理規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器） 

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金管理規程 （Ｖ２Ｈ充放電設備） 

（交付規程 別表５） 
 

 

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 

管理規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器） 

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金管理規程 （Ｖ２Ｈ充放電設備） 

 

１．補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得した取得財産等について、善

良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に沿って使用しなければならな

い。 

２．補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式の取得財産

等管理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。取得財産等管理台

帳・取得財産等明細表は、センターが開示を求めた場合は、開示しなければならない。 

３．補助金の交付を受けた者は、センターが別に定める期間（注）内において取得財産等

を保有し、処分を制限された取得財産等を処分（補助金の交付の目的に反して使用、譲

渡、交換、貸し付け（リース事業者を除く。）、廃棄又は担保に供すること等の補助金の

交付目的に反する行為）してはならない。 

４．補助金の交付を受けた者は、前項の規定によりに定められた期間内において、取得財

産等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出し、

その承認を受けなければならない。センターが取得財産等の処分を承認する場合におい

ても、取得財産等の処分の目的、事由によっては、期限を付して補助金の全部又は一部

の返納を求める場合がある。また、センターの承認を得ずに、取得財産等の処分を行っ

たことが判明した場合は、補助金の全部又は一部の返還を求める場合がある。 

 

（注）センターが別に定める期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等

を勘案して、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ

等導入促進補助金交付規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器）およびクリーンエネ

ルギー自動車導入促進補助金交付規程 （Ｖ２Ｈ充放電設備）第１６条第２項に基

づく、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入

促進補助金業務実施細則（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器）およびクリーンエネル

ギー自動車導入促進補助金業務実施細則 （Ｖ２Ｈ充放電設備）に定められた期間

とする。 
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２．申請の前提条件と要件  

２-１. 申請の前提条件 

 

補助金交付申請の前に、以下の内容を十分確認の上申請を行ってください。 

 

（１）申請者は、Ｖ２Ｈ充放電設備の購入および設置工事にかかる「予算」を確保した

後に申請してください。 

（２）申請の要件に合致した設置計画を立てた後に申請してください。 

（３）申請の要件および工事スケジュールを確認の上、日程を計画してください。 

（４）「同一施設に属する駐車場にＶ２Ｈ充放電設備を設置する工事」を「一つの工事」

といいます。同一施設に属する駐車場が複数あり、別の駐車場に設置する場合も

「一つの工事」となります。 

（５）Ｖ２Ｈ充放電設備の設置場所は、既存の駐車スペースがある場合はそのスペース

を活用してください。また、当該駐車スペースがアスファルト等の舗装がされて

いない場合でも、舗装にかかる費用は、補助の対象外です。 

（６）Ｖ２Ｈ充放電設備は、駐車スペース１台分につき、１基設置することを条件とし

ます。ただし、充放電コネクタが２つ以上または充放電部が２基以上あるＶ２Ｈ

充放電設備については、充放電コネクタ・充放電部の数量に合わせた駐車スペー

スの台数を計画してください。 

（７）駐車スペースは充放電時に電気自動車等が公道にはみ出すなど法令違反とならな

いようにスペースを確保してください。駐車スペースの目安は幅２．５ｍ、奥行

き５ｍとします。 

（８）補助対象となるＶ２Ｈ充放電設備は、Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーからの申請に基

づきセンターが審査・承認したＶ２Ｈ充放電設備（型式）が対象となります。（セ

ンターホームページの「型式ごとの補助金交付上限額」（補助対象Ｖ２Ｈ充放電設

備一覧表）が更新されますので、最新の補助対象として承認された型式を確認し

てください。） 

（９）補助対象となる設置工事は、センターが定める設置工事項目に該当する工事で

す。 

（１０）申請者（リースの場合は使用者（契約者））は、Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する土

地ならびに給電対象施設の使用権限を有する必要があります。 

（１１）Ｖ２Ｈ充放電設備から放電される電力は、Ｖ２Ｈ充放電設備を設置している同

一施設内で使用する必要があります。 

（１２）Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の支払完了後に代金還元（キャッシュバック）を

受けた場合、補助金の返還を求めることがありますのでセンターへ報告してく

ださい。 
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２-２. 申請の要件 

 

補助金交付を受けるためには、以下（１）～（１６）の要件を全て満たすことが必要で

す。なお、申請する設置場所に応じて以下（１７）～（２１）の特有の申請要件を満たす

ことが必要です。 

 

（１）一つの工事ごとに申請していること。 

（２）国の他の補助金と重複していない申請であること。 

（地方公共団体の補助制度は、本補助金と重複して申請できる場合があります。

詳しくは、各地方公共団体へお問い合わせください。） 

（３）Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する土地ならびに給電対象施設の所有者でない場合、そ

れぞれの使用権限を有していることを確認するため、所有者がＶ２Ｈ充放電設備

を５年間設置することを許諾したことを証する書類を提出すること。 

（４）申請者が、交付規程の「暴力団排除に関する誓約事項」の記に記載されている事

項に該当していないこと。 

（５）申請者は補助事業を遂行するための売買、請負その他契約をする場合、若しくは

補助事業の一部を第三者に委託し、または第三者と共同して実施しようとする場

合は、以下の各列記事項に従うこと。 

・補助事業を執行管理する業務における事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わ

る執行管理部分を第三者に請負わせ、又は委託してはならない。 

・契約若しくは委託し、または共同して実施しようとする相手方に対し、補助事業

の適正な遂行のために必要な調査に協力を求めるための措置をとること。 

・契約（契約金額１００万円未満のものを除く。）に当たり、経済産業省から補助金

交付等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者を契約若しくは委託

または共同して実施する予定の相手方としないこと。ただし、補助事業の運営

上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難または不適当である場合は、セ

ンターの承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができることとす

る。 

・センターは、申請者が前列記事項の規定に違反していると認められるときは、必

要な措置を求めることができるものとし、申請者はセンターから求めがあった場

合は、その求めに応じること。 

・前各列記事項の規定は、契約若しくは委託または共同して実施する体制が何重で

あっても同様に取り扱うものとし、センターは必要な措置を求めることができる

ものとする。 

（６）Ｖ２Ｈ充放電設備（またはＶ２Ｈ充放電設備およびその設置工事）をリースする

目的で取得する場合は、リース会社が申請者となり、リース料金の総額に補助金

相当額を充当し、値下がりを反映したリース料金を設定すること。 

（７）Ｖ２Ｈ充放電設備は「新品」で購入されるＶ２Ｈ充放電設備であること。 

（８）Ｖ２Ｈ充放電設備の発注は交付決定日以降であること。 

（９）設置工事の施工開始日、ならびにＶ２Ｈ充放電設備および設置工事の代金の支払

は、交付決定日以降であること。ただし、前払い金等の一部の支払については、

交付決定日前でも可とする。 

（１０）補助対象経費に申請者と資本関係にある会社からの調達（工事等を含む。）があ

る場合、申告をすること。 

（１１）Ｖ２Ｈ充放電設備の設置およびその支払または支払い手続きを完了し、実績報

告期限日（令和８年１月３０日（金））までに実績の報告をすること。 

（１２）設置したＶ２Ｈ充放電設備および取得価格が単価５０万円以上の屋根・小屋等

の付帯設備は処分制限期間５年を満了できること。 
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（１３）補助対象経費の支払方法は、原則として金融機関による振込であること。ただ

し、申請者が個人かつ個人宅に設置する場合は、割賦販売、ローン契約、クレ

ジット契約を利用した支払いを可とする。 

（１４）申請者は、申請するＶ２Ｈ充放電設備の設置に関する情報について、国・地方

公共団体からセンターに情報提供の要請があった場合には、センターが情報提

供することを了承すること。また災害時等に、申請するＶ２Ｈ充放電設備の利

用について国・地方公共団体から要請があった場合には、可能な範囲で協力す

るよう努めること。 

（１５）センターからＶ２Ｈ充放電設備の利用状況等の情報を求められた場合には、利

用状況に関するデータ（利用頻度等）を提供し、当該データを含む設備にかか

る情報について国への提供を行うことを了承すること。 

（１６）補助金を受けて設置したＶ２Ｈ充放電設備は、法令を遵守し継続的に管理し、

補助金交付の目的に沿って運用を図ること。 

（１７）設置可能なＶ２Ｈ充放電設備は、設置場所区分が公共施設・災害拠点の場合は

複数基とし、公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、

その他施設）の場合は１基に限るものとする。 

（１８）設置場所区分が公共施設・災害拠点のうち、災害拠点へのＶ２Ｈ充放電設備設

置事業の申請にあっては、地方公共団体等との間で災害時の人的・物的支援に

関する協定（「災害協定」「防災協定」など）が締結されていること。 

（１９）設置場所区分が個人宅へのＶ２Ｈ充放電設備設置事業の申請にあっては、設置

場所を使用の本拠の位置とする電気自動車等があること。ただし、購入のため

の発注が完了している場合は、実績報告において、電気自動車等があることを

報告することで可とする。 

（２０）設置場所区分がマンション等（共用分電盤）の場合は、マンション等であるこ

とを証する書類の提出が可能なこと。 

（２１）設置場所施設が分譲済のマンション等の場合は、Ｖ２Ｈ充放電設備の設置が

「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意がされていること。 

 

  



 

   －10－ 

３．補助金申請から交付までのプロセスと基本的事項 

３-１. 補助事業の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.  

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：Ｖ２Ｈ充放電設備の発注および設置工事の施工開始は交付決定日以降に行う必

要があります。設置工事の施工開始とは、Ｖ２Ｈ充放電設備の搬入やＶ２Ｈ充

放電設備等設置の基礎工事などの準備やＶ２Ｈ充放電設備等設置工事の一部ま

たは全部の施工の開始のことをいいます。 

注２：交付決定日以降に、交付決定内容を変更する場合はセンターへ申告する必要が

あります。詳しくは「７-３.計画変更」を参照してください。 

注３：実績報告の提出期限は令和８年１月３０日（金）となります。実績報告が期限

間際に集中することを避けるため、期限間際ではなく、（工事もしくは支払い）

完了の日から３０日以内を目途に実績報告をしていただくようお願いします。 
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３-２. 交付申請 

 

・申請される方は、交付申請期間内に当センターの「次世代自動車振興センターオンライ

ン申請システム」（以下「オンライン申請システム」という。）を利用して、申請のデー

タ入力および必要書類のアップロードを完了させ、「申請」ボタンを押してください。 

 

 

３-３. 交付申請期間 

 

令和７年７月２５日（金）～令和７年９月３０日（火）１７時 

 

上記、最終提出期限までにオンライン申請システムにて申請ボタンを押された交付申請

が有効です。なお、住宅系および住宅系以外の申請額の累計がそれぞれの予算額を超える

と予想される場合には、交付申請期間中であっても受付を終了します。その場合は、セン

ターのホームページ上で告知します。 

 

 

３-４. 交付申請の受付等 

 

・交付申請が申請された場合は、入力情報および提出書類ならびにその内容が適正である

ものについては受付を行い、申請の相違等、センターが適正でないと認めたものは、受

付を不可とするとともにその旨を申請者に通知します。 

・一部の必要書類に不備がある場合や確認すべき事由または修正の必要がある場合等は、

一定期間に書類の不備を修正するようセンターから連絡します。書類の不備が完了する

まで申請は受付されません。 

・センターからの指示に従わず、センターが定めた期間内に書類の不備が修正されない場

合は交付申請が無効になる場合があります。 

・同一施設に属する駐車場に複数の申請が行われている場合は、センターへ先に到着した

交付申請を有効とし、その他の申請は受付不可とするとともにその旨を申請者に通知す

るものとします。 

 

 

３-５. 交付申請の審査等 

 

・受付された交付申請は、入力された内容や提出された書類をもとにセンターが審査を行

い交付額の算出をします。 

・必要に応じて現場確認や工事施工会社に対するヒアリングを行うことがあります。 
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３-６. 交付決定通知書発行 

 

・審査の結果、交付が決定した申請者に通知します。 

・交付決定までの期間は、受付日（不備不足なく交付申請が受付された日）から 1～２か月

程度を目途とします。 

 

※ただし、申請が集中した場合はさらにかかることもあります。 

なお、交付決定後オンライン申請システムにて交付決定情報が確認できます。 

 

・審査の結果として条件を付して交付決定される場合がありますので、その条件を履行す

る必要があります。 

 

 

３-７. Ｖ２Ｈ充放電設備の発注および設置工事の施工開始 

 

・交付決定日以降にＶ２Ｈ充放電設備の発注およびＶ２Ｈ充放電設備の設置工事の施工開

始をしてください。 

・設置工事の施工開始とは、Ｖ２Ｈ充放電設備の搬入やＶ２Ｈ充放電設備等設置の基礎工

事などの準備やＶ２Ｈ充放電設備等設置工事の一部または全部の施工の開始のことをい

います。 

 

 

３-８. 計画変更の申告 

 

・原則として、「交付決定通知書」で承認された工事を遂行することが必要です。 

・公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設）への設置

を申請し、交付決定日以降に交付決定内容を変更する場合は、オンライン申請システム

の「計画変更」にてデータ入力後、センターへ申告する必要があります。 

・公共施設・災害拠点への設置を申請し、交付決定日以降に交付決定内容を変更する場合

は、速やかにオンライン申請システムの「計画変更」にてデータ入力後、センターへ申

告し、承認を得る必要があります。なお、センターの指示があるまで、計画変更にかか

る設置工事は中断する必要があります。計画変更が行われたにもかかわらず、実績の報

告までに計画変更が申告されていない場合は、交付決定が取消されることがありますの

で注意してください。 

・補助金の有効利用の観点から、計画変更が生じないよう、全体計画をよく検討し申請を

行うようにしてください。 

・詳しくは、「７-３. 計画変更」の説明を参照してください。 

 

 

３-９. 設置工事の完了・支払の完了 

 

・設置工事の完了とは、補助対象経費で申告した全ての工事を完了させ、Ｖ２Ｈ充放電設

備が稼働できる状態である事をいいます。 

・支払の完了とは、Ｖ２Ｈ充放電設備と設置工事にかかる補助対象経費の支払が全て完了

した事をいいます。 
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３-１０. 実績報告 

 

・補助金の交付を受けるためには、実績報告期限日までにＶ２Ｈ充放電設備の設置工事を

完了し、Ｖ２Ｈ充放電設備の購入費および設置工事費の全ての支払を完了（申請者が個

人かつ個人宅に設置する場合で、割賦販売、ローン契約、クレジット契約を利用した場

合においては、これらの契約の締結）させ、センターに実績の報告をすることが必要で

す。 

・実績報告が期限間際に集中することを避けるため、実績報告期限日間際ではなく、（工事

もしくは支払い）完了の日から３０日以内を目途に実績報告をしていただくようお願い

します。 

 

 

３-１１. 実績報告期限 

 

・実績の報告期限は、以下のとおりです。 

 

令和８年１月３０日（金） 

 

・期限を過ぎて提出された場合は、実績報告を受付けることができません。 

 

 

３-１２.受付・審査・補助金の額の確定 

 

・実績の報告があった場合、報告内容、提出書類および記載内容が適正であるものについ

て受付をし、審査を行います。実績審査の方法は、報告された内容が交付規程等に基づ

き適正な実績報告が行われていることおよび交付決定の内容のとおりに工事が行われて

いることなどをセンターは審査します。 

・補助金の額の確定にあたり、必要に応じて現場確認や工事施工会社に対するヒアリング

を行うことがあります。 

 

 

３-１３. 補助金額確定通知書発行 

 

・「３-１２.受付・審査・補助金の額の確定」の結果、内容が適正と認める場合は補助金の

額を確定し、申請者に対し「補助金の額の確定通知書」をもって通知します。 

 

 

３-１４. 補助金の交付 

 

・実績報告に入力された申請者名義の金融機関の指定口座に振込みます。 
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４．補助金交付額 

４-１. Ｖ２Ｈ充放電設備の補助金交付額の算定 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備の購入費に対する補助金の交付額は、下記のとおり算出します。「型

式ごとの補助金交付上限額」は随時更新していますので、最新情報はセンターＨＰをご覧

ください。 

 

 

以下のア、イのいずれか低い方で補助金交付額とします。 

ア．Ｖ２Ｈ充放電設備の購入費（税抜）×補助率※ 

イ．Ｖ２Ｈ充放電設備の型式ごとにセンターが定める補助金交付上限額 

 

 

※補助率 

個人宅・マンション（共用分電盤）・公共施設・災害拠点  ：１／２以内 

その他施設                       ：１／３以内 

 

申請者（リースの場合は使用者（契約者））の関係会社等による調達の場合、購入費に

含まれるＶ２Ｈ充放電設備の利益は、利益等排除の対象となります。 

（詳細は、「５-１９. 自社または資本関係にある会社から調達する場合」を参照してく

ださい。） 
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４-２.Ｖ２Ｈ充放電設備の設置状況 

 

申請するＶ２Ｈ充放電設備の設置の可否は設置パターンおよび設置場所区分により異

なります。オンライン申請システムにて設置状況を選択してください。 

 

 

４-２-１．設置場所におけるＶ２Ｈ充放電設備の設置パターン 

 

設置場所におけるＶ２Ｈ充放電設備の設置は、以下の４つのパターンに分かれます。 

 

・新規設置 

Ｖ２Ｈ充放電設備がない場所へ新たにＶ２Ｈ充放電設備を設置することをいう。  

 

・追加設置 

Ｖ２Ｈ充放電設備が既にある場所へＶ２Ｈ充放電設備を増設することをいう。  

 

・入替設置 

Ｖ２Ｈ充放電設備が既にある場所で、そのＶ２Ｈ充放電設備を撤去して新しいＶ２

Ｈ充放電設備に入れ替えることをいう。 

 

・追加＋入替設置 

Ｖ２Ｈ充放電設備が既にある場所で、Ｖ２Ｈ充放電設備を追加で設置かつ既設Ｖ２

Ｈ充放電設備を撤去して新しいＶ２Ｈ充放電設備に入れ替えることをいう。 

 

なお、公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設）

に設置する場合、Ｖ２Ｈ充放電設備の追加設置および追加＋入替設置は申請できません。 

 

 

４-２-２．入替設置においての注意点 

 

・既設Ｖ２Ｈ充放電設備の撤去工事や入替を行う新しいＶ２Ｈ充放電設備の設置工事は、

交付決定日以降に行う必要があります。 

 

 

４-２-３．既設Ｖ２Ｈ充放電設備の財産処分手続き 

 

・新しいＶ２Ｈ充放電設備に入替設置することにより、センターから補助金（注１）の交付を

受けて設置した既設Ｖ２Ｈ充放電設備を保有義務期間中に処分する場合、財産処分の手

続き（注２）を行う必要があります。 

・センターからの補助金を受けず自費で設置した既設Ｖ２Ｈ充放電設備は、財産処分の手

続きは必要ありません。 

 

注１：「電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助

金」、「クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金」、「クリーンエネルギー自
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動車導入促進補助金」、「クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助

金」および「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんイン

フラ等導入促進補助金」のことをいう。  

注２：財産処分の手続きについては、センターのホームページ内の充電インフラ補助

金のページに掲載していますので確認してください。 

 

 

４-２-４．申請するＶ２Ｈ充放電設備の利用について 

 

・充電機能を一般開放する場合は、料金を徴収することを推奨します。 
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４-３.設置工事の補助金交付額： 公共施設・災害拠点 
 

設置工事費に対する補助金の交付額は、申請者が入力するオンライン申請システムの

「Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告」と工事の見積書（内訳書含む。）または設計書（入

札前の地方公共団体からの申請）等を審査し、以下のとおり算定します。実績報告につい

ても同様に審査を行い、補助金の交付額を算定します。 
 

 

申請者（リースの場合は使用者（契約者））の関係会社等による工事の場合、工事費に

含まれる利益は、利益等排除の対象となります。 

（詳細は、「５-１９. 自社または資本関係にある会社から調達する場合」を参照してく

ださい。） 
 

Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事の項目と補助金交付上限額 

No 補助対象となる工事の項目 項目ごと補助上限額 

(1) Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事費  

① 
Ｖ２Ｈ充放電設備設置基礎工事費 

基数 
単位 

150,000 円 

設備本体搬入費 15,000 円 

② 電気配線工事費 850,000 円 

(3) 付帯設備設置工事費  

① 充電スペースのライン引き 

基数 
単位 

50,000 円 

② 路面表示 150,000 円 

③ 屋根  一つの申請で屋根と小屋を重

複して選択はできない。 

450,000 円 

④ 小屋 450,000 円 

⑤ 設備防護用部材 80,000 円 

⑥ 電灯 50,000 円 

(4) その他設置に係る費用  

① 雑材・消耗品費、養生費 

申請 
単位 

50,000 円 

② 図面作成費 100,000 円 

③ レイアウト検討 100,000 円 

④ 電力会社協議費 20,000 円 

⑤ 安全誘導費 30,000 円 

⑥ 監督等の労務費 50,000 円 

 1 基設置の場合の補助金交付上限  950,000 円 

「一つの工事」で複数のＶ２Ｈ充放電設備を設置する場合は、基数単位となっている工

事項目ごとの補助金交付上限額については、当該項目ごとに定められた補助上限額に設置

基数を乗じた額とする。また、「一つの工事」で複数のＶ２Ｈ充放電設備を設置する場合

の設置工事費の補助金交付上限額については、別にセンターが定める。  

補助対象設置工事である（１）Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事費、（３）付帯設備設置工事

費、（４）その他設置にかかる費用について、以下のア、イの低い方を合算した額と、ウ

を比較し、低い方を補助金交付額とします。 

 

ア．工事内容の申告から申告額（税抜）をセンターが審査し、工事項目ごとに算定した額 

イ．センターが定める工事項目ごとの補助金交付上限額 

ウ．設置条件により定める補助金交付上限額 
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４-４.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事として申告できる工事内容の解説： 公共施設・

災害拠点 

 

原則として、センターが承認したＶ２Ｈ充放電設備の定格入出力等、性能を担保する工

事を行うことが必要です。また、他用途に利用するための設置工事費は補助対象外となり

ます。 

なお、工事項目によっては要件がありますので「４-５.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の

要件：公共施設・災害拠点」を確認してください。 

補助対象とならない主な工事については「４-６.補助対象とならない主な設置工事（部

材・工事等の事例）：公共施設・災害拠点」に記載しておりますので併せて確認してくだ

さい。 

本体付属品、オプション品や太陽光発電、蓄電池等と連携する機器等の補助対象経費範

囲については「４-１１.本体付属品、オプション品や太陽光発電、蓄電池等と連携する機

器等の補助対象経費範囲について」に記載しておりますので併せて確認してください。 

 

表：工事内容の解説 

 

 

工事項目 

【申告額の

計上項目先

番号】 

【申告額として計上できる工事内容と費用】 
【補助対象とならない 

工事（例）】 

(1) －①Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事費 

ア.基礎・ 

据付工事

【Ａ１】 

Ｖ２Ｈ充放電設備本体等を固定する基礎および

据付工事の申告（別体（設備構成）である課金

機、電源部含む。） 

 

●基礎工事にかかる材料費、労務費 

（コンクリート基礎、簡易ブロック基礎、金属

架台、アンカー固定工事、ビス等で固定） 

●据付にかかる材料費、労務費 

（Ｖ２Ｈ充放電設備本体の設定など含む） 

●Ｖ２Ｈ充放電設備設置にかかる重機のレンタ

ル費、回送費（損料含む。） 

 

※Ｖ２Ｈ充放電設備の基礎とＶ２Ｈ充放電設備

以外の基礎が一体型（同じ基礎）のように、当

該項目と兼用の工事がある場合は、この項目に

費用を計上してください。例えば、屋根や防護

用部材の基礎がＶ２Ｈ充放電設備の基礎と一

体型基礎の場合などが該当します。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備等の基

礎コンクリート強度試

験 

イ.搬入・ 

運搬工事

【Ａ２】 

Ｖ２Ｈ充放電設備本体等を搬入・運搬する費用

の申告（別体（設備構成）である課金機、電源

部含む。） 

 

●設置場所までの搬入、運搬費の一部 

・資機材運搬や付帯設備等

の搬入・運搬 
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工事項目 

【申告額の計上

項目先番号】 

【申告額として計上できる工事内容と費用】 
【補助対象とならない 

工事（例）】 

(1) －②電気配線工事費 

電気配線工事 

【Ａ３】 

Ｖ２Ｈ充放電設備本体等を稼働させるために必

要な電気配線工事の申告（別体（設備構成）で

ある課金機、電源部含む。） 

 

●Ｖ２Ｈ充放電設備回路を構成するケーブル、

アース線（幹線含む。）の部材費、労務費 

 

【補足説明】 

・付帯設備（電灯）等の電気配線工事は、それ

ぞれ該当する工事項目に申告してください。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備以外の

回路を含む幹線 

・将来用の配線 

・付帯設備（電灯）で使用

する配線ケーブル 

配管工事 

【Ａ３】 

電気配線工事のケーブル、アース線の保護に必

要な配管工事の申告 

 

●金属製、合成樹脂製等の配管工事にかかる部

材費、労務費 

・将来用の配管部材等 

ブレーカー・切替

開閉器工事 

【Ａ３】 

Ｖ２Ｈ充放電設備本体等を稼働させるために必

要なブレーカー・切替開閉器工事の申告 

 

●ブレーカー・切替開閉器設置にかかる部材

費、労務費 

・Ｖ２Ｈ充放電設備等専用

以外の設備負荷が接続

されるブレーカー 

（電灯用のブレーカー等） 

開閉器盤設置工

事【Ａ３】 

ブレーカー・切替開閉器を収納するための盤の

筐体を申告 

原則、Ｖ２Ｈ充放電設備等専用。ただし、セン

ターが合理的かつ経済的な工事と判断した場合

はこの限りでない。 

 

●筐体（金属製、合成樹脂製）設置にかかる 

部材費、労務費 

●自立式の開閉器盤を設置する場合は、基礎工

事にかかる材料費、労務費 

・過大なサイズの開閉器盤 

掘削・埋設工事

【Ａ３】 

配線工事にかかる掘削、埋設工事の申告 

 

●アスファルトや土、砂利等の材料費 

●掘削、埋設および埋戻しにかかる労務費 

●掘削、埋設工事にかかる重機のレンタル費、

回送費（損料含む。） 

・将来用の配管等と併せて

の掘削、埋設工事 

・駐車スペースのアスファ

ルト舗装 
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工事項目 

【申告額の計上

項目先番号】 

【申告額として計上できる工事内容と費用】 
【補助対象とならない 

工事（例）】 

(1) －②電気配線工事費 

建柱工事 

【Ａ３】 

引込や架空配線をするために必要な電柱工事の

申告 

 

●電柱設置にかかる部材費、労務費 

●装柱材、支持材の部材や根枷等の材料費、労

務費 

●柱の搬入、運搬費 

●高所作業車、建柱車等のレンタル費、回送費

（損料含む。） 

・Ｖ２Ｈ充放電設備等専用

以外の用途（設備負荷）

の配線を中継する柱 

ハンドホール

設置工事 

【Ａ３】 

長距離を埋設配線するために必要なハンドホー

ル工事の申告 

 

●ハンドホール設置にかかる部材費、労務費 

●掘削、埋設工事の材料費、労務費 

●ハンドホールの搬入、運搬費 

●ハンドホール設置にかかる重機のレンタル

費、および回送費（損料含む。） 

・Ｖ２Ｈ充放電設備等以外

の配線があるハンド

ホール 

※計上項目先番号【Ａ３】には、上記の工事項目以外にも電気配線の敷設（配線ルートの確

保）に関係する工事費を計上することができます。（例：貫通工事、プルボックス、点検

口、配管用ブロックなど） 

ただし、「４-６.補助対象とならない主な設置工事（部材・工事等の事例）：公共施設・災

害拠点」に該当するものは補助対象外となります。 

(３)付帯設備設置工事費 

ライン引き工

事【Ａ７】 

充放電スペースに新たに引くラインの申告 

 

●充放電スペースのライン引きにかかる材料

費、労務費 

●新たにラインを引く目的で既存のライン消し

が必要な場合はライン消し工事も補助対象と

する 

●待機スペースのライン引き工事も補助対象と

する 

・駐車スペースの枠に関係

のないゼブラ線等 

路面表示工事

【Ａ８】 

充放電スペース内に設置する「充放電場所」で

あることの視認性を高める路面表示および塗装

の申告 

 

●路面表示および塗装の設置にかかる部材費、

労務費 

・充放電スペース内の路面

塗装のみ 
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工事項目 

【申告額の計

上項目先番

号】 

【申告額として計上できる工事内容と費用】 
【補助対象とならない 

工事（例）】 

(３)付帯設備設置工事費 

屋根設置工事

【Ａ９】 

Ｖ２Ｈ充放電設備本体および別体（設備構成）

である課金機、電源部、メンテナンススペース

および充放電スペースを雨等から保護する屋根

の申告 

 

●屋根の本体費および設置にかかる部材費、労

務費 

●屋根を設置するための基礎工事の材料費、労

務費 

・Ｖ２Ｈ充放電設備本体お

よびメンテナンスス

ペースを保護していな

い屋根 

小屋設置工事

【Ａ１０】 

Ｖ２Ｈ充放電設備本体および別体（設備構成）

である課金機、電源部を豪雪・火山灰等から保

護する必要がある場合に認める小屋の申告 

 

●小屋の本体費および設置工事にかかる部材

費、労務費 

●小屋を設置するための基礎工事の材料費、労

務費 

・小屋内部に設置される

ヒーター等の備品 

防護用部材設

置工事 

【Ａ１１】 

Ｖ２Ｈ充放電設備本体および別体（設備構成）

である課金機、電源部を保護するＵ字型・I 型防

護用部材の申告 

 

●防護用部材の本体費および設置工事にかかる

部材費、労務費 

●防護用部材を設置するための基礎工事の材料

費、労務費 

・プラスチック製およびゴ

ム製のポール 

・駐車場侵入防止のバリ

カーやチェーン 

・車止め 

電灯設置工事

【Ａ１２】 

Ｖ２Ｈ充放電設備本体および充放電スペースを

照らす目的で設置する電灯の申告 

 

●電灯の本体費および設置工事にかかる部材

費、労務費 

●電気配線にかかる部材費、労務費 

・華美な電灯 

・太陽光発電機で稼働する

電灯 
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工事項目 

【申告額の計上

項目先番号】 

【申告額として計上できる工事内容と費用】 
【補助対象とならない 

工事（例）】 

(４)その他、設置工事にかかる費用 

雑材・消耗品、

養生費 

【Ａ１３】 

●テープ、ドリルの刃など、雑材・消耗品等の

費用 

●養生にかかる費用 

・交通運搬費や廃材処分費 

図面作成費 

【Ａ１４】 

●センターが求める図面の作成にかかる費用 

 

【補足説明】 

センターが補助する図面は以下の通りです。 

・設置場所見取図 

・平面図 

・配線ルート図 

・電気系統図 

・竣工図面等の作成費 

レイアウト検

討費 

【Ａ１５】 

●設置場所へのＶ２Ｈ充放電設備の設置・配置

に関する検討にかかる費用 

 

【補足説明】 

・一式計上ではなく、レイアウト検討にかかっ

た人工数とその単価を記載してください。 

・諸経費等にかかる費用 

電力会社協議

費 

【Ａ１６】 

●電力会社との協議にかかる費用 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備設置に際し、電力会社への申

請から申請の承認までの協議を工事施工会社が

行う費用 

 

【補足説明】 

・一式計上でなく、電力会社協議にかかる人工

数とその単価を記載してください。 

・申請者自身が電力会社と

協議を行う費用 

安全誘導員費

【Ａ１７】 

●設置工事期間中に発生する施設利用者および

歩行者等に対する安全管理の目的で配置する

安全誘導員の労務費 

 

【補足説明】 

・一式計上ではなく、安全誘導にかかる人工数

とその単価を記載してください。 

・現場作業内の安全対策に

かかる費用 

現場監督等の

労務費 

【Ａ２０】 

●補助対象経費の項目（１）～（３）の工事で

発生する、現場監督費・世話役等の労務費で

センターが認めたもの 

 

【補足説明】 

・一式計上ではなく、現場監督等にかかる人工

数とその単価を記載してください。 

・現場管理費や現場監理費 

・諸経費等の現場監督費、

世話役等以外の項目 
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４-５. Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の要件：公共施設・災害拠点  
 

Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事を申告するにあたり、以下の要件を満たしていない場合は、

申請の受付不可または当該工事項目が補助対象とならないことがあります。 
 

（１）基礎・据付工事 

・Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーが「取り付け作業指示書」等で指示するＶ２Ｈ充放電設備等

本体の基礎サイズの仕様を満たしていること。 
 

（２）電気配線工事 

・Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーが「取り付け作業指示書」等で指示するケーブルの仕様を満

たしていること。 
 

（３）ブレーカー・切替開閉器工事 

・Ｖ２Ｈ充放電設備本体等の性能を担保するブレーカー・切替開閉器を設置すること。 
 

（４）ライン引き工事 

・充放電スペースは、幅 2.5ｍ×奥行き 5ｍの区画を目安とする。 
 

（５）路面表示工事 

・デザインは東京電力登録商標、地方公共団体が策定したものおよびセンターが認めたも

の。 

・寸法は、900 ㎜ｘ900㎜以上とする。 

・計画した充放電スペースの区画内に設置すること。 

・「待機スペース」を申請する場合は、路面表示として「待機スペース」であることが確

認できる記載を必須とする。 

 

※待機スペースとは、充放電スペースに近接した「Ｖ２Ｈ充放電設備」利用のために

待機する駐車スペースをいいます。 
 

（６）屋根設置工事 

・屋根の本体は原則、既製品に限る。 

・建ぺい率等の確認は申請者が申請前に行うこと。 

・小屋との同時申請不可。 
 

（７）小屋設置工事 

・小屋の本体は原則、既製品に限る。 

・建ぺい率等の確認は申請者が申請前に行うこと。 

・屋根との同時申請不可。 
 

（８）防護用部材設置工事 

・本体は原則、既製品に限る。 

・金属製に限る。 

・地方公共団体等に設置に関する条例等がある場合があるため、申請前に申請者責任にお

いて確認すること。 
 

（９）電灯設置工事 

・電灯の本体は原則、既製品に限る。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備本体を照らしていること。 



 

   －24－ 

４-６.補助対象とならない主な設置工事（部材・工事等の事例）：公共施設・災害

拠点 

 

・太陽光発電システム（パネル等）の機器、部材、材料費および設置労務費 

・Ｖ２Ｈ充放電設備以外の他用途に利用するための部材費、労務費 

（将来用の配線配管等、申告されたＶ２Ｈ充放電設備以外の工事内容を含んだ工事） 

・Ｖ２Ｈ充放電設備等の稼働試験を目的とした電気自動車等のレンタル費用 

・電気自動車の充電用コンセント、Ｖ２Ｈ充放電設備から給電先のコンセント 

・監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備 

・既設駐車スペースのアスファルト舗装（駐車スペースがアスファルトでない場合） 

・既設Ｖ２Ｈ充放電設備の撤去や移設、処分等にかかる費用 

・その他既存物の撤去や移動、処分等にかかる費用 

・新たに建設予定の建物や駐車場等で、当該施設の一般設備への電力供給を担う分電盤等

を設計変更してＶ２Ｈ充放電設備を設置する場合、当該分電盤およびそれに伴う幹線の

変更 

・一般管理費、現場管理費・共通仮設費の全部または一部 

・写真管理費、客先協議費、申請手続代行費 

・除雪費 

・石綿（アスベスト）調査費用 

等  
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４-７.設置工事の補助金交付額：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等

（共用分電盤）、その他施設） 

 

設置工事費に対する補助金の交付額は、申請者が入力するオンライン申請システムの

「設置工事申告額」と工事の見積書（内訳書含む。）または設計書（入札前の地方公共団

体からの申請）等を審査し、以下のとおり算定します。実績報告についても同様に審査を

行い、補助金の交付額を算定します。ただし、実績報告で補助対象経費が増加した場合で

も、交付申請時に算定した補助金交付額（交付決定額）を超えることはありません。 

 

 

申請者（リースの場合は使用者（契約者））の関係会社等による工事の場合、工事費に

含まれる利益は、利益等排除の対象となります。 

（詳細は、「５-１９. 自社または資本関係にある会社から調達する場合」を参照してく

ださい。） 

 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事の項目と補助金交付上限額 

No 補助対象となる工事の項目 項目ごと補助上限額 

1 基礎工事  7,000 円 

2 据付工事  20,000 円 

3 本体搬入費  10,000 円 

4 電気関連工事  70,000 円 

5 諸費用  30,000 円 

6 離島への運搬費  30,000 円 

 
1 基設置の場合の補助金交付上限  150,000 円 

 

  

以下の①、②、③の内、いずれか低い額を補助金交付額（千円未満は切捨て）とします。 

 

①工事申告額の「ア.工事項目ごと補助上限額の合計」について審査した額 

②工事申告額の「イ.工事費の合計」について審査した額 

③補助金交付上限額 
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４-８.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事として申告できる工事内容の解説：公共施設・

災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） 

 

原則として、センターが承認したＶ２Ｈ充放電設備の定格入出力等、性能を担保する工

事を行うことが必要です。また、他用途に利用するための設置工事費は補助対象外となり

ます。 

 

なお、工事項目によっては要件がありますので「４-９.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の

要件:公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設）」を

確認してください。 

補助対象とならない主な工事については「４-１０.補助対象とならない主な設置工事

（部材・工事等の事例）：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、

その他施設）」に記載しておりますので併せて確認してください。 

本体付属品、オプション品や太陽光発電、蓄電池等と連携する機器等の補助対象経費

範囲については「４-１１.本体付属品、オプション品や太陽光発電、蓄電池等と連携す

る機器等の補助対象経費範囲について」に記載しておりますので併せて確認してくださ

い。 

 

表：工事内容の解説 

※本体付属品に含まれる部材等により有を選択できない工事項目があります。 
 

  
工事 No/ 

工事項目 

対象となる工事内容、費用および 

工事申告の入力と計上先 

補助対象とならない 

工事（例） 

No.1 

基礎工事 

Ｖ２Ｈ充放電設備を据付けるために必要な基

礎工事 

 

●基礎工事にかかる材料費、労務費 

（アンカー固定、簡易ブロック２列、簡易ブ

ロックフラットタイプ、コンクリート基礎

現場打ち、ビス等で固定） 

 

【工事申告の入力】 

・工事 No.1を有  

・工事 No.1～2 の合計に費用を計上 

・Ｖ２Ｈ充放電設備等の

基礎コンクリート強度

試験 

No.2 

据付工事 

Ｖ２Ｈ充放電設備の据付工事 

 

●据付にかかる労務費 

（Ｖ２Ｈ充放電設備本体の設定など含む） 

●Ｖ２Ｈ充放電設備設置にかかる重機のレン

タル費、回送費（損料含む） 

 

【工事申告の入力】 

・工事 No.2を有 

・工事 No.1～2 の合計に費用を計上 

・電気自動車のレンタル

費 
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工事 No/ 

工事項目 

対象となる工事内容、費用および 

工事申告書の記入と計上先 

補助対象とならない 

工事（例） 

No.3 

本体搬入費 

Ｖ２Ｈ充放電設備の搬入費用 

 

●設置場所までの搬入費 

 

【工事申告の入力】 

・工事 No.3を有 

・費用は工事 No.3 に計上 

・資機材運搬や付帯

設備の搬入等、Ｖ

２Ｈ充放電設備本

体の搬入に関わら

ない搬入・運搬 

No.4 

電気関連工事 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備本体等を稼働させるために必要

な電気関連の工事 

 

●Ｖ２Ｈ充放電設備回路を構成するケーブル、

アース線（幹線含む）の部材費、労務費 

●配管（金属製、合成樹脂製）工事にかかる部材

費、労務費 

●ブレーカーの設置にかかる部材費、労務費 

●切替開閉器の設置にかかる部材費、労務費 

●ブレーカーや切替開閉器を収納するための盤の

設置にかかる部材費、労務費 

●電気配線の敷設（配線ルートの確保）に関係す

る工事費（例：掘削・埋設工事、貫通工事、プ

ルボックス、点検口、配管用ブロックなど） 

 

【工事申告の入力】 

・工事 No.4を有 

・工事 No.4に費用を計上 

・Ｖ２Ｈ充放電設備

以外の回路を含む

幹線 

・将来用の配線 

・付帯設備（電灯）

で使用する配線

ケーブル 

No.5 

諸費用 

●テープ、ドリルの刃など、雑材・消耗品等の費

用 

●養生にかかる費用 

●設置場所へのＶ２Ｈ充放電設備の設置・配置に

関する検討にかかる費用 

●電力会社との協議にかかる費用 

 

【工事申告の入力】 

・工事 No.5を有 

・工事 No.5に費用を計上 

・交通運搬費や廃材

処分費 

・申請者自身が電力

会社と協議を行う

費用 

・一般管理費 

・現場管理費 

・共通仮設費 

No.6 

離島への運搬費 

国土交通省が定める、北海道、本州、四国、九

州、沖縄本島の 5 島を除く島への運搬費 

 

【工事申告の入力】 

・工事 No.6を該当 

・工事 No.3に費用を計上 

・陸路での運搬が容

易な場合は審査で

補助対象外となり

ます。 
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４-９.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の要件：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マ

ンション等（共用分電盤）、その他施設） 
 

Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事を申告するにあたり、以下の要件を満たしていない場合は、

申請の受付不可または当該工事項目が補助対象とならないことがあります。 

 
（１）基礎・据付工事 

・Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーが「取付け作業指示書」等で指示するＶ２Ｈ充放電設備等本

体の基礎サイズの仕様を満たしていること。 

 

（２）電気関連工事 

・Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーが「取付け作業指示書」等で指示するケーブルの仕様を満た

していること。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備本体等の性能を担保するブレーカー・切替開閉器を設置すること。 

 

 

４-１０.補助対象とならない主な設置工事（部材・工事等の事例）：公共施設・災

害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） 
 

・屋根、小屋、防護用部材、電灯設置に伴う材料費および設置労務費 

・太陽光発電システム（パネル等）の機器、部材、材料費および設置労務費 

・Ｖ２Ｈ充放電設備以外の他用途に利用するための部材費、労務費 

（将来用の配線配管等、申告されたＶ２Ｈ充放電設備以外の工事内容を含んだ工事） 

・Ｖ２Ｈ充放電設備等の稼働試験を目的とした電気自動車等のレンタル費用 

・電気自動車の充電用コンセント、Ｖ２Ｈ充放電設備から給電先のコンセント 

・監視カメラ等の防犯システム、消火器等の防災設備 

・既設駐車スペースのアスファルト舗装（駐車スペースがアスファルトでない場合） 

・既設Ｖ２Ｈ充放電設備の撤去や移設、処分等にかかる費用 

・その他既存物の撤去や移動、処分等にかかる費用 

・新たに建設予定の建物や駐車場等で、当該施設の一般設備への電力供給を担う分電盤等

を設計変更してＶ２Ｈ充放電設備を設置する場合、当該分電盤およびそれに伴う幹線の

変更 

・一般管理費、現場管理費・共通仮設費の全部または一部 

・写真管理費、客先協議費、申請手続代行費 

・除雪費 

・石綿（アスベスト）調査費用 

等 
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４-１１.本体付属品、オプション品や太陽光発電、蓄電池等と連携する機器等の補

助対象経費範囲について 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備本体の購入の際、本体付属品やオプション品として販売している機

器および部材等の補助対象内外ならびに補助対象の工事範囲について確認の上、申告し

てください。 

 

（１）本体付属品について 

 

・本体付属品については、工事部材としてではなくＶ２Ｈ充放電設備本体として補助

対象となります。 

・本体付属品の取付等、工事に関わる労務費については、据付工事に費用の計上が可

能です。 

 

計上先については公共施設・災害拠点と公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンショ

ン等（共用分電盤）、その他施設）で異なりますのでご注意ください。 

公共施設・災害拠点  ：計上先項目番号【Ａ１】ア.基礎・据付工事の申告額 

公共施設・災害拠点以外：「工事 No.1～2 の合計」の工事費（材工込） 

 

（２）オプション品について 

 

・オプション品の計上先については、Ｖ２Ｈ充放電設備の型式ごとに異なるため、セ

ンターホームページにて確認の上、工事申告を行ってください。 

 

（３）太陽光発電、蓄電池等と連携する機器や工事費について 

 

・太陽光発電、蓄電池等と連携し、システムとして構成するＶ２Ｈ充放電設備を設置

される場合の電気回路については、Ｖ２Ｈ充放電設備専用でない場合でも、充放電

に関連する回路（下図： ）であれば、その回路に関わる部材および労務費は補

助対象として工事申告を行ってください。 
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５．交付申請の提出 

５-１. 申請に必要なデータ入力および書類のアップロード 

 

センターホームページよりオンライン申請システムを利用し、申請情報や内容を登録す

ることで必要な入力項目やアップロードが必要な書類を個別に表示します。 

申請のデータ入力（注１）および提出書類を各項目にアップロード（注２）し、申請ボタンを

押してください。 

 

※オンライン申請システム上で申請が完了となりますので、書類の郵送は必要ありませ

ん。 

 

入力情報および提出書類ならびにその内容が適正であるものについては受付を行い、申

請の相違等、センターが適正でないと認めたものは、受付を不可とするとともにその旨を

申請者に通知します。 

一部の必要書類に不備がある場合や、確認すべき事由または修正の必要がある場合等

は、一定期間に書類の不備を修正するようセンターから連絡します。書類の不備が完了す

るまで申請は受付されません。 

 

注１：工事の申告においては、工事施工会社に入力を依頼することができます。 

注２：センターが認めるアップロードのファイル形式は、「ＰＤＦ」「ＪＰＥＧ」「ＰＮ

Ｇ」の３種類になります。 

（要部写真は、「ＪＰＥＧ」「ＰＮＧ」の２種類になります。） 

 

 

５-２. 提出書類の注意事項 

 

・アップロードされた書類は、数字や文字等が読み取れる必要があります。解像度に注意

して提出してください。解像度が低く、数字や文字等が読み取れない場合は不備として

再提出を求めます。 

・ファイル形式へ変換後に編集や加筆等を行いアップロードした書類は不備として再提出

を求めます。各書類でセンターが求める「記載の必須項目」等を全て記載されているこ

とを確認の上、ファイル形式へ変換してアップロードしてください。 

・提出書類において、「本補助金の事業開始日以降の日付の記載」とある場合は、令和７年

３月１１日（火）以降の日付を記載する必要があります。 
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５-３. 提出書類 

 

必要書類を用意の後、「ＰＤＦ」「ＪＰＥＧ」「ＰＮＧ」の３種類のいずれかのファイル

形式（要部写真は、「ＪＰＥＧ」「ＰＮＧ」の２種類）にし、オンライン申請システムの各

項目にアップロードしてください。 

 

必要書類の提出にあたっては、以下の要領で提出してください。 

・紙等実体のある形式が正規のもの：例）保証書、本人確認書類等 

→原則として実際の書類等をスキャンまたは複写したデータを提出してください。 

スキャンまたは複写した状態から、加工、改変したデータの提出は認めません。 

・電子データ自体が正規のもの：例）各種見積り書、請求書、契約書等の一部 

→受領当時から電子データの場合はそのデータの提出を認めます。 

ただし受領した状態から、加工、改変したデータの提出は認めません。 

 

書類の作成は、センターのホームページ「資料例・記入例等」を参考にしてください。 

 

【申請に必要な書類】 

５-４： 申請者本人確認書類（履歴事項全部証明書、運転免許証、役員名簿等） 

５-５： Ｖ２Ｈ充放電設備本体の購入にかかる見積書（内訳書含む） 

５-６： Ｖ２Ｈ充放電設備の設置工事にかかる見積書（内訳書含む）：公共施設・災害拠

点 

５-７： Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の申告方法（オンライン申請）：公共施設・災害拠

点 

５-８： Ｖ２Ｈ充放電設備の設置工事にかかる見積書（内訳書含む）：公共施設・災害拠

点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） 

５-９： Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の申告方法（オンライン申請）：公共施設・災害拠

点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） 

５-１０：要部写真 

 

【申請の内容に応じて必要な書類】 

５-１１： 設置場所見取図、平面図、配線ルート図、電気系統図：公共施設・災害拠点 

５-１２： 付帯設備設置工事を申請する場合  

（メーカー名、型式、価格の記載がある資料）：公共施設・災害拠点 

５-１３： 地方公共団体等との間で災害時の人的・物的支援に関する協定（「災害協定」

「防災協定」など）が締結されていることを証する書類：災害拠点 

５-１４： 電気自動車等を保有していることを証する書類：個人宅 

５-１５： 申請者が設置場所・給電対象施設の所有者でない場合 

（土地・施設の利用に関する許諾書等） 

５-１６： 支庁・支社等から申請する場合 

（申請に係る代表者から申請者への委任等） 

５-１７： 共同で申請する場合 

５-１８： リース契約に基づく申請の場合 

（申請者がリース事業を生業とすることを証する書類等） 

５-１９： 自社または資本関係にある会社から調達する場合 

（利益等排除申告、資本関係を証する書類等） 

５-２０： 申請の手続きの一部を代行者へ依頼する申請の場合 

５-２１： 地方公共団体が入札前に申請する場合 
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５-２２： 地方公共団体から委託された指定管理者が申請する場合 

５-２３： マンション等（共用分電盤）に設置する場合 

５-２４： 住民総会での決議を証する書類または、理事会で合意されたことを証する書

類（分譲マンション等の場合） 

５-２５： 要部写真の提出資料：公共施設・災害拠点 

５-２６： 要部写真の提出資料：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共

用分電盤）、その他施設） 
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５-４. 申請者本人確認書類（履歴事項全部証明書、運転免許証、役員名簿等） 

 

・申請者の区分ごとに異なります。 

 

５-４-１．申請者が地方公共団体の場合 

 

以下に示す書類をアップロードし、提出してください。 

提出は、下表の（１）から１つ、（２）から１つ、計２つの書類をアップロードする必

要があります。 

 

 

  

番号 書類 条件 

（１） 
・地方公共団体のホームページ 

・広報誌等 

地方公共団体の名称、長の氏

名、住所が確認できること 

（２） 

・法人番号指定通知書 

・経済産業省の gBizINFO（ジービズイン

フォ）よりダウンロードした当該ＰＤＦ

ファイルデータ等 

・国税庁の法人番号公表サイトよりダウン

ロードした当該ＰＤＦファイルデータ等 

法人番号（１３桁）が確認で

きること 

【注意事項】 

・交付申請時に法人番号（１３桁）の入力が必要です。 

履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書に記載されている「会社法人等番号」で

はありませんので注意してください。 
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５-４-２．申請者が法人（マンション管理組合法人を含む）の場合 

 

以下に示す書類をアップロードし、提出してください。 

提出は、下表の（１）から１つ、（２）から１つ、計２つの書類をアップロードおよび

（３）のデータ入力を行う必要があります。 

 

 

 
  

番号 書類 条件 

（１） 
・履歴事項全部証明書 

・現在事項全部証明書 

３か月以内の発行のものに限る 

代表取締役等の住所が記載されて 

いること 

（２） 

・法人番号指定通知書 

・経済産業省の gBizINFO（ジービズ

インフォ）よりダウンロードした

当該ＰＤＦファイルデータ等 

・国税庁の法人番号公表サイトより

ダウンロードした当該ＰＤＦファ

イルデータ等 

法人番号（１３桁）が確認できるこ

と 

（３） 

・役員名簿 

（オンライン申請システムにてデー

タ入力） 

「暴力団排除に関する誓約事項」の

内容を必ず確認し、履歴事項全部証

明書等に記載されている役員全員を

入力すること 

【注意事項】 

・支庁・支社等からの申請は、「５-１６.支庁・支社等から申請する場合」を参照し

てください。 

・交付申請時に法人番号（１３桁）の入力が必要です。 

・履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書に記載されている「会社法人等番号」で

はありませんので注意してください。 

・役員名簿の入力は、センターホームページの操作ガイド「申請者：役員名簿」を参

照して間違いのないように入力してください。 

※役員とは、取締役・会計参与・監査役のことをいいます。 
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５-４-３．申請者が法人格をもたないマンション管理組合の場合 

 

以下に示す（１）の書類をアップロードし、提出してください。 

また、管理組合の現在の代表者の本人確認書類も必要になりますので、「５-４-５．申

請者が個人の場合」の表に示す（１）～（６）の中から１つ選択し、書類をアップロード

する必要があります。 

 

 

 

５-４-４．申請者が町内会（認可地縁団体）の場合 

 

以下に示す（１）の書類をアップロードし、提出してください。 

 

 

  

番号 書類 条件 

（１） 総会の議事録等 

管理組合の現在の代表者が選定された

ことを証していること 

書類作成日、マンション管理組合名、

代表者名等が記載されていること 

番号 書類 条件 

（１） 
地方公共団体が発行する認可地縁

団体台帳の写し 
３か月以内の発行のものに限る 
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５-４-５．申請者が個人の場合 

 

以下に示す書類をアップロードし、提出してください。 

提出は、下表の（１）～（６）から１つ選択し、書類をアップロードする必要がありま

す。 

 

 

  

番号 書類 条件 

（１） 運転免許証 
有効期限内のものに限る 

表裏両面のデータがあること 

（２） 印鑑登録証明書 ３か月以内の発行のものに限る 

（３） 住民票 
３か月以内の発行のものに限る 

個人番号の記載のないもの 

（４） パスポート 

有効期限内のものに限る 

氏名と住所の記載ページ 

２０２０年２月３日以前に発行された

ものに限る 

（５） マイナンバーカード 
表面のみ（個人番号が記載されている

裏面は提出しないでください。） 

（６） 住民基本台帳 
有効期限内のものに限る 

現住所が記載されていること 

【注意事項】 

・申請者の住所・氏名は上記書類の住所・氏名と一致していることが必要です。 

・現住所が記載されていない場合や、申請者の住所と異なる住所が記載された運転免

許証等は、本人確認書類としては認めません。 
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５-５.Ｖ２Ｈ充放電設備本体の購入にかかる見積書（内訳書含む） 

 

・Ｖ２Ｈ充放電設備をＶ２Ｈ充放電設備販売会社から直接購入する予定の場合は、申請者

宛の見積書をアップロードし、提出してください。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を工事施工会社から購入する予定の場合で、設置工事の見積書にＶ２

Ｈ充放電設備の見積が明記されている場合は提出不要です。 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・申請者宛であることの記載 

《見積書作成日》 

・本補助金の事業開始日以降である日付の記載 

《発行者》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社の名称、住所等の記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《有効期限》 

・申請時に有効期限内であることの記載 

《支払条件》 

・振込（注１）であることの記載 

《Ｖ２Ｈ充放電設備》 

・メーカー名、型式、基数、単価（税抜）、金額の記載 

 

・センターは提出された見積書をもとに審査を行います。Ｖ２Ｈ充放電設備の型式および

販売会社等に変更があった場合は、申請の取下げを行う必要があります。（取下げについ

ては、「７-１. 申請取下げ」を参照してください。） 

・端数処理や出精値引き等、見積書のどの費目へ計上しているか、明記されていることが

必要です。 

・内訳が不明な場合は補助対象経費としてみなしません。 

・公共施設・災害拠点において複数のＶ２Ｈ充放電設備を設置する場合は、個々のＶ２Ｈ

充放電設備のメーカー名、型式、基数、単価（税抜）、金額を明示してください。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を自社調達する場合は、「５-１９-１．Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係に

あるＶ２Ｈ充放電設備メーカーから調達する場合」を参照してください。 

 

注１：原則、認める支払方法は振込になります。他の取引との相殺払い、手形（電子手

形を含む。）による支払および裏書譲渡、ファクタリング（債権譲渡）による支

払、割賦販売やローン契約を利用した支払等によるものは認めておりません。た

だし、申請者が個人かつ個人宅に設置する場合は、割賦販売、ローン契約、クレ

ジット契約を利用した支払いを可とし、その支払条件の記載を必須項目としま

す。 
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５-６.Ｖ２Ｈ充放電設備の設置工事にかかる見積書（内訳書含む）：公共施設・災

害拠点 

 

・申請者宛のＶ２Ｈ充放電設備等設置工事（補助対象経費以外の工事も含む。）の見積書を

アップロードし、提出してください。 

・申請された設置計画の予算面における合理性を審査するために以下の必須項目が記載さ

れた見積書の提出を求めます。 

・施設や建物の新築工事および改修工事に伴いＶ２Ｈ充放電設備等設置工事を行う場合、

原則、当該申請のＶ２Ｈ充放電設備等設置工事のみにかかる見積書を提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・申請者宛であることの記載 

《見積書作成日》 

・本補助金の事業開始日以降である日付の記載 

《発行者》 

・工事施工会社の名称、住所等の記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《有効期限》 

・申請時に有効期限内であることの記載 

《支払条件》 

・振込であることの記載 

《部材：分電盤やブレーカー、付帯設備等》 

・メーカー名、型式（仕様等）、数量、単価（税抜）、金額の記載 

《材料費：基礎工事にかかわる材料、電線や配管等》 

・種類（仕様等）、数量、数量単価（税抜）、金額の記載 

《労務費》 

・人工数、人工単価（税抜）、金額の記載 

《計上項目先番号》 

・見積書の内訳に計上項目先番号の記載 

（詳細については、「４-４.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事として申告できる工事内容の

解説：公共施設・災害拠点」を参照してください。） 

 

・見積書の内訳には、オンライン申請システムのＶ２Ｈ充放電設備等設置工事申告への計

上項目先番号を記載の上、提出してください。 

・センターは提出された見積書をもとに審査を行います。工事内容および工事施工会社等

に変更があった場合は、申請の取下げを行う必要があります。 

・「材工一式」といった簡略記載の「見積書」では補助金額を算定できず審査ができません

ので、部材や労務費などが記載された「内訳書」を提出してください。 

・端数処理や出精値引き等、見積書のどの費目へ計上しているか、明記されていることが

必要です。 

・内訳が不明な場合は補助対象経費としてみなしません。 
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５-７.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の申告方法（オンライン申請）：公共施設・災

害拠点 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の申告は、オンライン申請システムによるデータ入力を行

う必要があります。 

申告方法等は以下の通りです。 

 

・Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社および工事施工会社が発行した全ての見積書および図面を参

照し、Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の申告を入力してください。 

なお、申告された金額および工事の内容をもとに設置工事補助金申請額が算定されます。 

 

・オンライン申請システムでは、以下の入力が必要になります。 

「５-７-１．会社別見積書一覧」は、見積書ごとに総額を入力してください。 

「５-７-２．Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告の申告額」は、見積書からセンターが定め

る工事項目ごとに申告する金額を入力してください。 

「５-７-３．Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告の工事内容」は、申告額を入力した工事項

目に対して、その工事内容の詳細を入力してください。 

 

 

５-７-１．会社別見積書一覧（オンライン申請） 

 

・「会社別見積書一覧」の欄には、Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社および工事施工会社ごとに発

行した「見積書」を参照し、それぞれの会社名、見積書発行日および見積書の総額（税

抜）等を入力してください。 

・見積書の総額は税抜金額を入力し、見積書に記載されている総額と一致する必要があり

ます。 

 

 

５-７-２．Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告の申告額（オンライン申請） 

 

・「Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告」の申告額には、応募要領「４-４.Ｖ２Ｈ充放電設備

等設置工事として申告できる工事内容の解説：公共施設・災害拠点」を参照し、「見積書」

や「内訳書」から工事費用の工事区分または項目ごとに申告することが必要です。 

・工事施工会社が複数ある場合は、各工事施工会社の「見積書」や「内訳書」の金額等の

数字を集約し、該当する項目の申告額に入力してください。 

・他用途性のある部材（Ｖ２Ｈ充放電設備以外の工事と兼用している部材）等は補助対象

経費とならないため入力しないでください。 

ただし、「４-１１.本体付属品、オプション品や太陽光発電、蓄電池等と連携する機器

等の補助対象経費範囲について」に該当する経費ついては、この限りではありません。 

・端数処理や出精値引き等がある場合は、その金額を反映し入力してください。 

・「Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告」の申告額は、見積書の内訳に記載された計上項目先

番号を見ながら入力してください。（詳細については、「４-４.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置

工事として申告できる工事内容の解説：公共施設・災害拠点」を参照してください。） 

・オンライン申請システムの入力時には、Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の申告で異なる工

事項目の計上項目先番号に入力した場合、補助対象外になります。なお、入力は見積書

（請求書）と提出された図面等で一致している必要があります。  
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５-７-３．Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告の工事内容（オンライン申請） 

 

・申告額を入力した項目に対し「見積書」や「内訳書」、「図面」に記載されている工事の

仕様や工法等の詳細を申告することが必要です。 

・入力する項目については応募要領「４-４.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事として申告でき

る工事内容の解説：公共施設・災害拠点」を参照してください。 

・入力する工事の仕様や工法等は「見積書」および「図面」と同じであることが必要です。 

入力した工事内容を補助対象経費として申告する場合、工事内容の申告ごとに「工事申

請額の算定」の有無は、有にチェックしてください。 

・「工事申請額の算定」を有にチェックした場合のみ設置工事補助金申請額にも算定されま

す。 

工事施工会社が複数ある場合は、各工事施工会社の「見積書」から工事項目に該当する

工事内容を集約し、該当する項目の工事の詳細を入力してください。 

 

 

５-７-４．工事申請要件の確認およびＶ２Ｈ充放電設備の運用方法（オンライン申請）  

 

・工事の申請をするにあたり、工事の内容やセンターの求める要件等に適合していること

を確認します。該当する全ての事項について申告してください。 

・Ｖ２Ｈ給電時の常時および非常時（災害時等）の主な利用目的、使用する電気製品等に

ついて申告してください。 
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５-８.Ｖ２Ｈ充放電設備の設置工事にかかる見積書（内訳書含む）：公共施設・災

害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） 

 

・申請者宛のＶ２Ｈ充放電設備等設置工事（補助対象経費以外の工事も含む。）の見積書

をアップロードし、提出してください。 

・申請された設置計画の予算面における合理性を審査するために以下の必須項目が記載

された見積書の提出を求めます。 

・施設や建物の新築工事および改修工事に伴いＶ２Ｈ充放電設備等設置工事を行う場合、

原則、当該申請のＶ２Ｈ充放電設備等設置工事のみにかかる見積書を提出してくださ

い。 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・申請者宛であることの記載 

《見積書作成日》 

・本補助金の事業開始日以降である日付の記載 

《発行者》 

・工事施工会社の名称、住所等の記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《有効期限》 

・申請時に有効期限内であることの記載 

《支払条件》 

・振込（注１）であることの記載 

《材料および労務費等》 

・各材料の費用、労務費の記載、もしくは工事項目ごとの費用の記載 

 

・センターは提出された見積書をもとに審査を行います。工事内容および工事施工会社

等に変更があった場合は、申請の取下げを行う必要があります。 

・端数処理や出精値引き等、見積書のどの費目へ計上しているか、明記されていること

が必要です。 

・工事項目が不明な場合は補助対象経費としてみなしません。 

 

注１：原則、認める支払方法は振込になります。他の取引との相殺払い、手形（電

子手形を含む。）による支払および裏書譲渡、ファクタリング（債権譲渡）に

よる支払、割賦販売やローン契約を利用した支払等によるものは認めており

ません。ただし、申請者が個人かつ個人宅に設置する場合は、割賦販売、

ローン契約、クレジット契約を利用した支払いを可とし、その支払条件の記

載を必須項目とします。 
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５-９.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の申告方法（オンライン申請）：公共施設・災

害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の申告は、オンライン申請システムによるデータ入力を行

う必要があります。 

 

 

５-９-１．会社別見積書一覧（オンライン申請） 

 

・「会社別見積書一覧」の欄には、Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社および工事施工会社ごとに発

行した「見積書」を参照し、それぞれの会社名、見積書発行日および見積書の総額（税

抜）等を入力してください。 

・見積書の総額は税抜金額を入力し、見積書に記載されている総額と一致する必要があり

ます。 

 

 

５-９-２．Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告（オンライン申請） 

 

・Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社および工事施工会社が発行した全ての見積書を参照し、Ｖ２

Ｈ充放電設備等設置工事申告を入力してください。 

なお、申告された工事項目の選択および工事費（材工込）をもとに設置工事補助金申請

額が算定されます。 

 

＜工事項目の選択および工事費（材工込）＞ 

 

・「４-８.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事として申告できる工事内容の解説：公共施設・災害

拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設）」を参照し、「見積書」や

「内訳書」から工事項目ごとに選択および工事費（材工込）を入力することが必要です。 

・工事施工会社が複数ある場合は、各工事施工会社の「見積書」や「内訳書」の金額等の

数字を集約し入力してください。 

・他用途性のある部材（Ｖ２Ｈ充放電設備以外の工事と兼用している部材）等は補助対象

経費とならないため入力しないでください。 

ただし、「４-１１.本体付属品、オプション品や太陽光発電、蓄電池等と連携する機器

等の補助対象経費範囲について」に該当する経費ついては、この限りではありません。 

・端数処理や出精値引き等がある場合は、その金額を反映し入力してください。 

 

＜工事要件＞ 

 

・工事の申請をするにあたり、工事の内容やセンターの求める要件等に適合していること

を確認します。  
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５-１０.要部写真 

 

下記に示す要部写真の画像データをアップロードし、提出してください。 

センターが認めるアップロードのファイル形式は、「ＪＰＥＧ」「ＰＮＧ」の２種類にな

ります。 

 

【提出が必要な写真】 

《施設・建物の外観》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する施設・建物の外観の確認ができること 

《充放電スペース》 

・工事施工前の充放電スペース（充放電の際の駐車スペース）全景が確認できるこ

と 

《Ｖ２Ｈ充放電設備本体の設置予定場所》 

・工事施工前のＶ２Ｈ充放電設備本体の設置予定場所が確認できること 

・別体（設備構成）である課金機、電源部がある場合には個々に必要 

 

・要部写真は工事の計画を確認するために必要なものです。事業開始日以降に実際に撮影

した写真データのみ提出してください。 

・人工知能（ＡＩ）で生成した画像、インターネットで取得した画像、スクリーンショッ

トを保存した画像、加工（予定場所を枠で囲むことなども含む。）および修正された画像

の提出は認めません。（本事業では解析ツール等を導入します。） 

・提出の際、撮影情報データ（Ｅｘｉｆファイル）を撮影時のまま修正や削除しない様に

お願いします。（ＧＰＳ座標を残し提出することを推奨） 

・補助対象経費で申告した工事項目に該当する要部写真を提出してください。 

・撮影した写真は、オンライン申請システムの「要部写真」に工事項目ごとに写真をアッ

プロードし、提出してください。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事施工前の設置場所の撮影時には障害物（駐車している車等）

がないようにしてください。 

・障害物（駐車車両等）がやむを得ず映り込んでしまう場合は、撮影例にある全体の写真

に加え、障害物で隠れている設置場所床面、Ｖ２Ｈ充放電設備設置予定壁面などの写真

を複数枚撮影し提出してください。 

・実績報告時には原則として交付申請時と同一アングルで撮影した写真を提出してくださ

い。  

・施工中に撮影が必要な写真もありますので留意してください。  

・要部写真は全てカラーで２０ＭＢ以下のデータサイズで提出してください。 

 

※実績報告時には補助対象経費で申告した工事項目に該当する要部写真の提出が必要と

なります。 

 

※以下を申請前、工事前に必ず確認してください（工事中に撮影が必要な写真もあるため

予め確認が必要）。 

・公共施設・災害拠点に設置する場合、「５-２５.要部写真の提出資料：公共施設・災害拠

点」「６-１４.要部写真」 

・公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設）に設置す

る場合、「５-２６. 要部写真の提出資料：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンショ

ン等（共用分電盤）、その他施設）」「６-１４.要部写真」 
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５-１１.設置場所見取図、平面図、配線ルート図、電気系統図：公共施設・災害 

拠点 

 

「設置場所見取図」、「平面図」、「配線ルート図」、「電気系統図」は全てＡ３サイズ
で作成していただきます。 

図面ごとに記載する内容が異なりますので、次項以降の内容を確認し作成してください。 

 

 

５-１１-１．設置場所見取図 

 

下記に示す項目を記載した図面を「設置場所見取図」として作成の上、アップロードし、

提出してください。Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する場所（施設・建物）、接する道路や付近

の主たる施設等との関係を確認するために求めるものです。施設全体の敷地形状が確認で

きる図面にＶ２Ｈ充放電設備を設置する場所の位置関係を示してください。市販の地図や

ＷＥＢサイトの地図を活用することも可とします。 

 

【記載の必須項目】 

《図面名称》 

・「設置場所見取図」との記載（不備事例：設置見取図、設置場所図等） 

《基本情報》 

・申請で入力した設置場所名称（略称不可）、作成者名、縮尺（縮尺サイズの指定な

し）、作成日（本補助金の事業開始日以降）の記載 

《敷地の全体図》 

・施設全体の敷地形状の記載 

《充放電スペース》 

・充放電スペース場所の記載 

・追加設置および入替設置の場合、既存の充放電スペース場所の記載 

《施設の入口》 

・道路からＶ２Ｈ充放電設備設置場所への入口の記載 
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５-１１-２．平面図 

 

下記に示す項目を記載した図面を「平面図」として作成の上、アップロードし、提出し

てください。 

レイアウトを確認するために求めるものです。 

図面には、Ｖ２Ｈ充放電設備、付帯設備のレイアウトと寸法を示してください。なお、

申告の有無にかかわらず付帯設備を設置する場合、記載は必須になります。 

 

【記載の必須項目】 

《図面名称》 

・「平面図」との記載（不備事例：レイアウト図、詳細図等） 

《基本情報》 

・申請で入力した設置場所名称（略称不可）、作成者名、縮尺（１／１００以上）、 

作成日（本補助金の事業開始日以降）の記載 

《充放電スペース》 

・充放電スペース場所の記載 

・幅、奥行きの寸法の記載 

・追加・入替の場合、既存のＶ２Ｈ充放電設備スペースの記載 

《Ｖ２Ｈ充放電設備設置場所の位置》 

・充放電スペースとＶ２Ｈ充放電設備の位置関係の寸法の記載 

・追加・入替の場合、既設Ｖ２Ｈ充放電設備の位置の記載 

《Ｖ２Ｈ充放電設備の基礎》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する基礎の寸法（たて、よこ、高さ）の記載 

 

【工事の内容に応じて記載する項目】 

《充放電スペースのライン引き》 

・新規で引くラインの全長の記載 

《路面表示》 

・路面表示本体の寸法、充放電スペース内での位置関係の寸法の記載 

《屋根》 

・屋根本体の寸法、Ｖ２Ｈ充放電設備との位置関係の寸法を記載 

・基礎サイズ（寸法）、Ｖ２Ｈ充放電設備のメンテナンススペースの寸法を記載 

《小屋》 

・小屋本体の寸法、Ｖ２Ｈ充放電設備との位置関係の寸法を記載 

・基礎サイズ（寸法）、Ｖ２Ｈ充放電設備のメンテナンススペースの寸法を記載 

《防護用部材》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備と防護用部材までの寸法、充放電スペースと防護用部材までの

寸法の記載 

《電灯》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備、充放電スペースを照らしていることの設置位置の記載 
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５-１１-３．配線ルート図 

 

下記に示す項目を記載した図面を「配線ルート図」として作成の上、アップロードし、

提出してください。 

配線ルートの合理性、申請された配線費用の妥当性を審査するために求めるものです。

配線・配管の経路、長さおよび仕様（アース線を含む。）、配線方法（埋設、露出、架空等）

を示してください。 

なお、追加設置、入替設置の場合は、既設Ｖ２Ｈ充放電設備の配線、配管の仕様等につ

いても既設であることを明確に記載してください。 

また、Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事申告した付帯設備については、対象を全て記載し、付

帯設備の名称（型式）、寸法、仕様を記載してください。 

 

【記載の必須項目】 

《図面名称》 

・「配線ルート図」との記載（不備事例：配線図、配線系統図等） 

《基本情報》 

・申請で入力した設置場所名称（略称不可）、作成者名、縮尺（１／１００以上）、作

成日（本補助金の事業開始日以降）の記載 

《充放電スペース》 

・充放電スペース場所の記載 

《Ｖ２Ｈ充放電設備設置場所》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備設置場所の記載 

《配線ルート》 

・電源元からＶ２Ｈ充放電設備本体までのルートの記載（充電時） 

・Ｖ２Ｈ充放電設備から負荷（ブレーカー、盤）までのルートの記載（放電時） 

《配線の種類・長さ・ルート等》 

・配線の種類（例：CV8sq-2c、IV3.5・20ｍ）を区画や各々の直線ごとに長さの記載 

・配線方法（架空・露出・埋設）の記載 

・立上げ、立下げがある場合は、その長さの記載 

《電源元の位置》 

・電源元であるキュービクルや分電盤等の設置位置の記載 

・位置関係が確認できる寸法の記載 

 

【工事の内容に応じて記載する項目】 

《配管材の種類・長さ・ルート等》 

・配管材の種類（例：FEP30・10ｍ）を区画や各々の直線ごとに長さの記載 

・立上げ、立下げがある場合は、その長さの記載 

《埋設の位置・状況》 

・埋設の箇所を図面上に示し掘削（掘削幅・深さ・距離）と現状の路面の状況（アス

ファルト、土等）の記載 

《建柱（引込柱）の位置・仕様》 

・架空配線の建柱で必要となる引込柱の設置位置、仕様（材質・高さ）の記載 

・支線を設置する場合は、支線の位置の記載 

《ハンドホールの位置・仕様》 

・埋設工事で必要となるハンドホールの設置位置、仕様（材質・たて・よこ・高さ）

の記載 
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５-１１-４．電気系統図 

 

下記に示す項目を記載した図面を「電気系統図」として作成の上、アップロードし、提

出してください。 

Ｖ２Ｈ充放電回路を確認するために求めるものです。 

改修・交換もしくは新設される分電盤（受電盤）とＶ２Ｈ充放電設備や付帯設備が配線

で結合されていることを示してください。 

Ｖ２Ｈ充放電回路で使用する開閉器盤などは収納されるブレーカー・切替開閉器等の接

続がわかるよう単線で記載してください。また、切替開閉器は通常時に使用する接点（常

閉）がわかるように記載してください。なお、既存の分電盤等を改修する場合は、改修前・

改修後がわかるよう記載してください。 

なお、追加設置、入替設置の場合は、既設Ｖ２Ｈ充放電設備の電気系統についても記載

してください。 

 

【記載の必須項目】 

《図面名称》 

・「電気系統図」との記載（不備事例：配線系統図、電気配線図等） 

《基本情報》 

・申請で入力した設置場所名称（略称不可）、作成者名、作成日（本補助金の事業開

始日以降）の記載 

《Ｖ２Ｈ充放電設備の仕様》 

・メーカー名、型式の記載 

《配電方法》 

・配電方法の種類（例：1Φ3Ｗ100/200Ｖ）の記載 

《電源元の仕様》 

・受電元のキュービクルや分電盤、手元開閉器の記載（盤名称がある場合は、その

名称の記載） 

・新設分電盤を設置する場合は型式の記載 

《ブレーカー、切替開閉器の仕様》 

・仕様（例：ELB2P2E）容量（例：20AF/20AT）の記載 

・交換の場合は、その前後が分かるように記載 

《配線の仕様》 

・ブレーカーからＶ２Ｈ充放電設備までの配線の記載（充電時） 

・Ｖ２Ｈ充放電設備から負荷ブレーカーまでの配線の記載（放電時） 

・配線の種類（例：CV5.5-3c）の記載 

《接地極の仕様》 

・接地配線、接地種別（例：Ec、Ed 等）アース線（例：IV5.5sq）の記載 

 

【工事の内容に応じて記載する項目】 

《幹線の仕様》 

・幹線の種類（例：CV38-3c）、ブレーカーの仕様および容量の記載 

《電灯》 

・設置がある場合は、配線の種類（例：CV5.5-3c）の記載 

・タイマースイッチ等を設置する場合は、設置箇所の記載 
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５-１２.付帯設備設置工事を申請する場合 
（メーカー名、型式、価格の記載がある資料）：公共施設・災害拠点 

 

（１）に示す付帯設備設置工事を申請する場合は、以下に示す（２）の書類をアップロー

ドし、提出してください。 

オンライン申請システム「Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告」の（３）付帯設備それぞ

れの工事内容の申告内にアップロード画面があります。 

 

（１）提出対象となる付帯設備設置の工事項目 

 

・屋根 

・小屋 

・Ｖ２Ｈ充放電設備等防護用部材 

・電灯 

 

（２）付帯設備の仕様および価格（定価）を証する書類（メーカーのカタログ等） 

 

【記載の必須項目】 

《メーカー名》 

・設置する付帯設備のメーカー名の記載 

《型式》 

・見積書に記載された型式の記載 

《価格》 

・本体の価格（定価）の記載 
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５-１３.地方公共団体等との間で災害時の人的・物的支援に関する協定 

（「災害協定」「防災協定」など）が締結されていることを証する書類：災害拠点 

 

災害拠点にＶ２Ｈ充放電設備を設置する場合には、災害協定を締結していること、また

はそれに準ずる災害時支援を目的として公的な枠組みに属していることを証する書類と

して以下のいずれかの書類をアップロードし、提出してください。 

 

（１）公的機関と締結している災害・防災支援に関する協定書 

（２）災害時支援を目的として公的な枠組みに参加、加入していることを証する書類 

 

【記載の必須項目】 

《協定等締結者名》 

・協定等を締結した双方の団体名ならびに代表者名の記載 

《協定等締結日》 

・補助金申請以前に締結したことの確認ができる日付の記載 

《決裁》 

・当事者間の捺印(電子印可)、サイン等の決裁されていることが確認できる記載 

《内容》 

・災害時の具体的な支援内容についての記載 

 

※協定書等から協定等締結者と設置場所施設との関係が確認できない場合は、協定等締

結者と設置場所施設の関係が確認できる書類を併せて提出してください。（会社案内の

組織図・店舗一覧等） 

※Ｖ２Ｈ充放電設備の保有義務期間中は協定等の締結が継続されることが前提となりま

す。 
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５-１４.電気自動車等を保有していることを証する書類：個人宅 

 

個人宅にＶ２Ｈ充放電設備を設置する場合には、設置場所に電気自動車等（注１）を保有

していることが分かる以下のいずれかの書類をアップロードし、提出してください。 

 

（１）自動車検査証（車検証）（注２） 

 

【記載の必須項目】 

《型式》 

・電気自動車等の型式の記載 

《燃料の種類》 

・電気もしくは圧縮水素を確認できる記載 

《所有者・使用者》 

・所有者の記載、所有者と使用者が異なる場合は使用者の記載 

《使用の本拠の位置》 

・申請で入力した設置場所住所の記載 

《有効期限》 

・申請時に有効な自動車検査証（車検証）であることの記載 

 

注１：電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、燃料電池車（FCV）であ

る登録車および軽自動車をいう。 

注２：発行時期により、自動車検査証記録事項の提出が必要です。 

 

「自動車検査証記録事項」とは、自動車登録手続きのデジタル化に伴い、２０２３年

1 月以降（軽自動車は２０２４年１月以降）「電子車検証」が発行されています。電子車

検証には、変更登録等による記載事項の変更を伴わない基礎的情報のみ記載されており、

使用者の住所や所有者情報は記載されていません。 

そのため、所有者、使用者の住所や車検有効期限が確認できる「自動車検査証記録事項」

を提出してください。 

なお、「自動車検査証記録事項」は当面電子車検証と一緒に印刷・発行されますが、紛失

や破棄してしまった場合は電子車検証右側に埋め込まれたＩＣチップ情報を専用アプリ

で読み取り、データ（ＰＤＦ）出力することが可能です。詳しくは以下のＵＲＬをご参

照ください。 

 

（国土交通省 電子車検証特設サイト 「車検証閲覧アプリについて」） 

https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/user/application/ 

 

※自動車検査証（車検証）と併せて自動車検査証記録事項を提出する場合は、２枚の書

類を１つの写真に収めて撮影するなどして、１つのファイルにまとめて提出してくだ

さい。 
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（２）前記（１）の提出ができない場合、設置場所にて保有するための電気自動車等の発

注を完了したことを証する発注書を提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・電気自動車等の購入先の記載 

《注文日/発注日/契約日》 

・注文/発注/契約済みであることの確認ができる日付の記載 

《車名》 

・電気自動車等（電気自動車、プラグインハイブリット車、燃料電池車）の車名の記

載 

《型式》 

・メーカー指定の車両型式（型番）の記載 

《納車希望日または納車予定日》 

・実績報告期限内に納車（車検証の発行）予定であることの確認ができる日付の記

載 

《使用者名義人名》 

・使用者名義人の住所、氏名の記載 

《捺印または署名》 

・使用者名義人の捺印、署名の記載 

 

なお、発注書を提出した場合は、実績報告までに（１）自動車検査証（車検証）の提

出が必要です。実績報告までに提出できない場合は、交付決定の取消となります。 
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５-１５.申請者が設置場所・給電対象施設の所有者でない場合 
（土地・施設の利用に関する許諾書等） 

 

申請者が設置場所・給電対象施設の所有者でない場合、設置場所の土地・給電対象施設

の利用に関する許諾およびＶ２Ｈ充放電設備の保有義務期間（５年間）以上において設置

することの許諾を土地・給電対象施設所有者から得ることが必要です。土地・給電対象施

設の利用に関する許諾を証する書類をアップロードし、提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《賃借人》 

・賃借人名の記載 

《賃貸人》 

・賃貸人名の記載 

《設置場所住所》 

・申請で入力した設置場所住所であることの記載 

《許諾》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備設置を許諾していることの記載 

《期間》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備の設置を設置完了から保有義務期間（５年間）以上、許諾して

いることが確認できる期間の記載 

《作成日》 

・作成した日付の記載 
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５-１６.支庁・支社等から申請する場合 
（申請に係る代表者から申請者への委任等） 

 

支庁・支社等が申請者となる場合は、以下に示す（１）（２）のデータ入力および書類

をアップロードし、提出してください。なお、本人確認書類として提出した書類に支庁・

支社等の記載がない場合は、（３）の書類が必要になります。 

 

（１）「申請に係る代表者から申請者への委任」 

・オンライン申請システムの「申請に係る代表者から申請者への委任情報」にデータを

入力し、提出してください。 

 

（２）支庁・支所・出張所等または支社・支店等名義の銀行口座が存在することが確認で

きる書類 

・申請者である支庁・支所・出張所等または支社・支店等名義の銀行口座が存在するこ

とが確認できる書類（通帳等の該当ページ等）をアップロードし、提出してください。 

 

（３）支庁・支社等が存在することが確認できる書類 

・本人確認書類として提出する登記簿謄本（履歴事項全部証明書等）に支庁・支社等の

記載がない場合は、その支庁・支社等が存在することが確認できる書類（事業・営業

証明、納税証明書、会社案内の組織図等）をアップロードし提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《法人名》 

・申請者となる地方公共団体名または法人名の記載 

《所在地》 

・本庁・本店等の所在地の記載 

《支庁・支社等の名称》 

・支庁・支社等の名称の記載 

《所在地》 

・支庁・支社等の所在地の記載 
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５-１７. 共同で申請する場合 

 

・一つの申請において、Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の補助対象経費を分担する場合（注１）、

共同して申請を行うことができます。 

・共同申請の場合は、交付申請、実績報告および補助金の収受等、センターとの手続きを

代表して行う代表者（原則、Ｖ２Ｈ充放電設備の所有者）を決定してください。なお、

申請は当該代表者が行う必要があります。 

・共同申請者（個人の場合を除く。）は、補助金の交付決定等に関する情報（交付決定先、

法人番号、交付決定日、交付金額等）がオープンデータとして gBizINFO に公表されるこ

とへの了承をしなければなりません。 

・財産処分等（注２）により補助金の返納義務が発生した場合には、共同申請者は返納額の全

額を連帯して返納することとなります。 

 

共同申請を行う場合は、以下に示す（１）（２）のデータ入力および書類をアップロー

ドし、提出してください。 

 

（１）「共同申請者」 

・オンライン申請システムの「共同申請者」にデータを入力し、提出してください。 

 

（２）共同申請者の本人確認書類 

・共同申請者の本人確認書類をアップロードし提出してください。（「５-４.申請者本人

確認書類」を参照） 

・法人の場合は、「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を必ず確認し、本人確認書類（履

歴事項全部証明書等）、法人番号を証する書類およびオンライン申請システムの「役員

名簿」にデータを入力し、提出してください。 

  

注１：Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の補助対象経費を分担する場合とは、例えばＶ２

Ｈ充放電設備の購入者と設置工事の発注者が異なる場合など、Ｖ２Ｈ充放電設

備等設置工事の補助対象経費を負担する方が複数いる場合を指します。 

注２：「８．財産処分の手続」を参照してください。 
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５-１８. リース契約に基づく申請の場合 
（申請者がリース事業を生業とすることを証する書類等） 

 

・リース契約にてＶ２Ｈ充放電設備の取得および設置工事を行う場合は、リース会社が申

請者となり、補助金はリース会社に支払われます。 

・リース会社は、リースの使用者（契約者）の月々のリース料金に補助金相当分の値下げ

を反映させなくてはなりません。 

・リース契約は、保有義務期間（５年間）以上使用することを前提とした契約にすること

が必要です。 

 

リース契約が含まれる申請の場合は、以下に示す（１）（２）の書類をアップロードし、

提出してください。なお、Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する土地がリースの使用者（契約者）

の所有でない場合は、（３）の書類が必要になります。 

 

（１）申請者がリース事業を生業とすることを証する書類 

・「５-４.申請者本人確認書類」に示す法人の本人確認書類（履歴事項全部証明書等）に

記載がある場合は代用することも可能です。 

 

 

（２）リースの使用者(契約者)の本人確認書類   

・リースの使用者（契約者）の本人確認書類をアップロードし提出してください。（「５-

４.申請者本人確認書類」を参照） 

・リースの使用者(契約者)が法人の場合は、「暴力団排除に関する誓約事項」の内容を必

ず確認し、本人確認書類（履歴事項全部証明書等）およびオンライン申請システムの

「役員名簿」にデータを入力し、提出してください。 

 

 

（３）土地・給電対象施設の利用に関する許諾を証する書類 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する土地ならびに給電対象施設がリースの使用者（契約者）

の所有でない場合、リースの使用者（契約者）が土地ならびに給電対象施設の所有者

から許諾を得ることが必要です。 

・リースの使用者（契約者）は「５-１５.申請者が設置場所・給電対象施設の所有者で

ない場合（土地・施設の利用に関する許諾書等）」に示す書類をセンターが認めるファ

イル形式にし、申請者に提出してください。 

・申請者は確認後、アップロードし、提出してください。 

 

※リース契約の場合は、リース会社が補助対象経費を支払う者となりリース契約の使用

者（契約者）は補助対象経費を支払う者とはみなしません。 
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５-１９. 自社または資本関係にある会社から調達する場合 
（利益等排除申告、資本関係を証する書類等） 

 

補助対象経費の中に申請者の自社製品の調達等にかかる経費がある場合、申請者自身の

利益が含まれていることは、補助金交付の目的上、好ましくありません。 

申請者が自社または資本関係にある会社から調達（Ｖ２Ｈ充放電設備の購入および設置

工事）を受ける場合は、Ｖ２Ｈ充放電設備は補助金交付額、設置工事は補助対象経費から

利益相当額を排除することが必要です。 

なお、リース契約に基づく申請は、リース契約の使用者（契約者）との間に資本関係に

ある場合、利益等排除の対象になります。 

利益等排除は、申請者と資本関係にある会社とで議決権のある株式を保有している関係

性（持株比率）による区分によって、利益等排除の方法が異なります。 

このため、調達先ごとに該当する区分がある場合、申告する必要があります。 

 

５-１９-１．：Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備メーカーから調達す

る場合 

５-１９-２．：Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備販売会社から調達す

る場合 

 

※Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーおよびＶ２Ｈ充放電設備販売会社いずれも申請者と資本関

係にある場合は、Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーを優先し、利益等排除を行います。 

 

５-１９-３．：設置工事を資本関係のある工事施工会社から調達する場合 

 

 

申請者は、持株比率を確認し、下記の利益等排除の区分を選択してください。 

 

【利益等排除の区分】 

（１）申請者の自社調達の場合 

・申請者が自社の製造しているＶ２Ｈ充放電設備を設置する場合に限ります。 

 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業から調達の場合 

・２社間の関係で持株比率が１００％に限ります。 

 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除く。）からの調達の場合 

・２社間の関係で持株比率が１００％未満２０％以上に限ります。 

 

なお、オンライン申請システムの「利益等排除申告」項目にデータの入力が完了後、提

出が必要な書類が表示され、アップロードが可能になります。 
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５-１９-１．Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備メーカーから調達す

る場合 

 

申請者がＶ２Ｈ充放電設備メーカー（自社含む。）との間に資本関係がある場合は、利

益等排除の対象となります。なお、Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーおよびＶ２Ｈ充放電設備販

売会社いずれも申請者と資本関係にある場合は、Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーを優先し、利

益等排除を行います。 

 

利益等排除の対象となる区分と方法は下表のとおりです。 

注１：当該調達品の製造原価については、製造原価を証明する書類の提出が必要で

す。 

注２：この場合の補助対象経費とは、申請者より申告のあった補助対象経費からセン

ターが審査等を行ったのちの補助金のことをいいます。 

 

利益等排除の区分ごとに提出書類が異なります。 

 

（１）申請者の自社調達の場合 

・当該Ｖ２Ｈ充放電設備の製造原価を証する書類を提出してください。ＯＥＭの場合は、

申請者が調達先から購入する金額を製造原価として提出してください。 

 

ア．Ｖ２Ｈ充放電設備の製造原価を証する書類 

「記載の必須項目」を確認の上、オンライン申請システムの「利益等排除」の項目

にアップロードし、提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー名》 

・申請者（Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー）名の記載 

《作成日》 

・本補助金の事業開始日以降である日付の記載 

《作成者》 

・申請者（Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー）の担当者の記載 

利益等排除の区分 利益等排除の方法 

（１）申請者の自社調達の場合 当該Ｖ２Ｈ充放電設備の製造原価（注１）をもって補

助対象経費とします。 

（２）１００％同一の資本に属

するグループ企業からの

調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算

書）における売上高に対する売上総利益の割合

（以下「売上総利益率」といい、売上総利益率が

マイナスの場合は０とする。）をもって補助対象経

費（注２）から利益相当額の排除を行う。 

（３）申請者の関係会社（上記

（２）を除く。）からの

調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算

書）における売上高に対する営業利益の割合（以

下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナス

の場合は０とする。）をもって補助対象経費（注２）

から利益相当額の排除を行う。 
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《型式》 

・申告されたＶ２Ｈ充放電設備の型式の記載 

《製造原価》 

・申告されたＶ２Ｈ充放電設備（１基分）の製造原価の記載 

（受注生産品の場合、直近の月の製造原価の記載） 

 

イ．Ｖ２Ｈ充放電設備の製造原価を証明する明細書等 

自社調達の場合は、見積書の発行がないためオンライン申請システムの「見積書」

項目には、以下に示す書類をアップロードし、提出してください。 

 

【自社製造の場合】 

上記「ア．Ｖ２Ｈ充放電設備の製造原価を証する書類」に記載された製造原価を証

明する書類として、社内で管理している製造原価の明細書等を提出してください。 

 

【ＯＥＭの場合】 

ＯＥＭの場合、上記「ア．Ｖ２Ｈ充放電設備の製造原価を証する書類」に記載された

製造原価を証明する明細書等として、調達先が申請者（Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー）

宛に発行した見積書を提出してください。（「５-５.Ｖ２Ｈ充放電設備本体の購入に

かかる見積書」を参照） 

 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業から調達の場合 

 

ア．持株比率を証する書類（出資関係図等：法人税の確定申告時のもの） 

法人税の確定申告にて作成された出資関係図等をアップロードし提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《申請者名》 

・申請者名の記載 

《調達先名》 

・申請者と資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備メーカー名の記載 

《持株比率》 

・関係性が確認できる持株比率の記載 

《日付》 

・現在の持株比率であることが確認できる日付の記載 

 

イ．調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー）の直近年度の単独の損益計算書をアップロー

ドし提出してください。単独の損益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書

等も併せて提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《売上総利益》 

・売上総利益である金額の記載 
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《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 

 

（３）申請者の関係会社（（２）を除く。）からの調達の場合 

 

ア．持株比率が記載された資料 

ＷＥＢサイトの会社概要、持株情報や会社紹介パンフレット等の持株比率が記載さ

れている書類をアップロードし、提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《申請者名》 

・申請者名の記載 

《調達先名》 

・申請者と資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備メーカー名の記載 

《持株比率》 

・関係性が確認できる持株比率の記載 

《日付》 

・現在の持株比率であることが確認できる日付の記載 

 

イ．調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー）の直近年度の単独の損益計算書をアップロー

ドし提出してください。単独の損益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書

等も併せて提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《営業利益》 

・営業利益である金額の記載 

《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 
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５-１９-２．Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備販売会社から調達す

る場合 

 

申請者がＶ２Ｈ充放電設備販売会社との間に資本関係がある場合は、利益等排除の対象

となります。なお、Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーおよびＶ２Ｈ充放電設備販売会社いずれも

申請者と資本関係にある場合は、Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーを優先し、利益等排除を行い

ます。 

 

利益等排除の対象となる区分と方法は下表のとおりです。 

注２：この場合の補助対象経費とは、申請者より申告のあった補助対象経費からセン

ターが審査等を行ったのちの補助金のことをいいます。 

 

利益等排除の区分ごとに提出書類が異なります。 

 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業から調達の場合 

 

ア．持株比率を証する書類（出資関係図等：法人税の確定申告時のもの） 

法人税の確定申告にて作成された出資関係図等をアップロードし提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《申請者名》 

・申請者名の記載 

《調達先名》 

・申請者と資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備販売会社名の記載 

《持株比率》 

・関係性が確認できる持株比率の記載 

《日付》 

・現在の持株比率であることが確認できる日付の記載 

 

  

利益等排除の区分 利益等排除の方法 

（１）申請者の自社調達の場合 申請不可とする。 

（２）１００％同一の資本に属

するグループ企業からの

調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算

書）における売上高に対する売上総利益の割合

（以下「売上総利益率」といい、売上総利益率が

マイナスの場合は０とする。）をもって補助対象経

費（注２）から利益相当額の排除を行う。 

（３）申請者の関係会社（上記

（２）を除く。）からの

調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算

書）における売上高に対する営業利益の割合（以

下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナス

の場合は０とする。）をもって補助対象経費（注２）

から利益相当額の排除を行う。 
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イ．調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社）の直近年度の単独の損益計算書をアップロー

ドし提出してください。単独の損益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書

等も併せて提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《売上総利益》 

・売上総利益である金額の記載 

《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 

 

（３）申請者の関係会社（（２）を除く。）からの調達の場合 

 

ア．持株比率が記載された資料 

ＷＥＢサイトの会社概要、持株情報や会社紹介パンフレット等の持株比率が記載さ

れている書類をアップロードし提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《申請者名》 

・申請者名の記載 

《調達先名》 

・申請者と資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備販売会社名の記載 

《持株比率》 

・関係性が確認できる持株比率の記載 

《日付》 

・現在の持株比率であることが確認できる日付の記載 

 

イ．調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社）の直近年度の単独の損益計算書をアップロー

ドし提出してください。単独の損益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書

等も併せて提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《営業利益》 

・営業利益である金額の記載 

《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 
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５-１９-３．設置工事を資本関係にある工事施工会社から調達する場合 

 

申請者が工事施工会社との間に資本関係がある場合は、利益等排除の対象となります。 

 

利益等排除の対象となる区分と方法は下表のとおりです。 

注２：この場合の補助対象経費とは、申請者より申告のあった補助対象経費からセン

ターが審査等を行ったのちの補助金のことをいいます。 

 

利益等排除の区分ごとに提出書類が異なります。 

 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業から調達の場合 

 

ア．持株比率を証する書類（出資関係図等：法人税の確定申告時のもの） 

法人税の確定申告にて作成された出資関係図等をアップロードし提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《申請者名》 

・申請者名の記載 

《調達先名》 

・申請者と資本関係にある工事施工会社名の記載 

《持株比率》 

・関係性が確認できる持株比率の記載 

《日付》 

・現在の持株比率であることが確認できる日付の記載 

 

イ．調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（工事施工会社）の直近年度の単独の損益計算書をアップロードし提出して

ください。 

単独の損益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書等も併せて提出してく

ださい。 

 

  

利益等排除の区分 利益等排除の方法 

（１）申請者の自社調達の場合 申請不可とする。 

（２）１００％同一の資本に属

するグループ企業からの

調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算

書）における売上高に対する売上総利益の割合

（以下「売上総利益率」といい、売上総利益率が

マイナスの場合は 0 とする。）をもって補助対象経

費（注２）から利益相当額の排除を行う。 

（３）申請者の関係会社（上記

（２）を除く。）からの

調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計算

書）における営業利益率をもって補助対象経費（注

２）から利益相当額の排除を行う。営業利益率がマ

イナスの場合は０とする。 
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【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・工事施工会社名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《売上総利益》 

・売上総利益である金額の記載 

《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 

 

（３）申請者の関係会社（（２）を除く。）からの調達の場合 

 

ア．持株比率が記載された資料 

ＷＥＢサイトの会社概要、持株情報や会社紹介パンフレット等の持株比率が記載さ

れている書類をアップロードし提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《申請者名》 

・申請者名の記載 

《調達先名》 

・申請者と資本関係にある工事施工会社名の記載 

《持株比率》 

・関係性が確認できる持株比率の記載 

《日付》 

・現在の持株比率であることが確認できる日付の記載 

 

イ．調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（工事施工会社）の直近年度の単独の損益計算書をアップロードし提出して

ください。 

単独の損益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書等も併せて提出してく

ださい。 

 

【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・工事施工会社名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《営業利益》 

・営業利益である金額の記載 

《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 

 

  



 

   －64－ 

５-２０. 申請の手続きの一部を代行者へ依頼する申請の場合 

 

（１）申請者は、交付申請および実績報告にかかる業務等の手続きの一部を第三者へ依

頼することができます。ただし、原則として手続代行者は工事施工会社に限りま

す。工事施工会社が複数いる場合には、そのうちの一社を代表として依頼してく

ださい。手続代行者を変更することは、原則として認められませんので注意して

ください。また、交付申請のデータを申請後、手続代行者を申請することはでき

ません。 

（２）手続代行者を工事施工会社に依頼する場合、申請者は、オンライン申請システム

にて「手続代行者」のデータを入力し、提出してください。 

（３）申請者は、手続き代行を依頼する工事施工会社に手続代行者アカウントを作成

し、オンライン申請システムで手続代行者の設定後、工事施工会社に依頼をして

ください。なお、申請者以外が申請者アカウントを取得することはお認めしてお

りません。 

（４）申請者が手続代行者へ代行費用を支払う場合、代行費用は補助対象経費とは認め

られませんので注意してください。 

（５）手続代行者は、申請者の指示に従い、依頼された内容について誠意をもって実施

してください。 

（６）手続代行者の申請がある場合、書類に関するセンターからの問合せ・訂正依頼な

どは、申請者および手続代行者に連絡します。手続代行者の申請がない場合は、

申請者のみに連絡します。手続代行者と連絡が取れない場合は、交付申請および

実績報告の受付、交付決定や補助金の支払ができないことがありますので、注意

してください。 

（７）実質的に手続きを代行している工事施工会社、販売店等の担当者であっても、手

続代行者としての申請がなければ、個人情報保護のため、原則として、申請内容

に関するセンターからの連絡や説明はできません。 

（８）センターから発行される交付決定通知書等の書類は、補助金制度の適切な運営の

観点から、申請者宛に郵便で送付します。 

（９）手続代行者が虚偽の申請等不正を行った場合は、手続代行業務の停止および名称

の公表等の罰則が科せられます。 

（１０）手続代行者による不正等が発生した場合は、交付決定が取り消されることがあ

ります。既に補助金が交付されているときは、期限を付して申請者へ当該補助金

の返還を命じます。 
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５-２１. 地方公共団体が入札前に申請する場合 

 

地方公共団体が申請者となり、入札前に申請する場合の提出書類についての補足説明に

なります。 

 

５-２１-１．予算が確保されていることを証する書類（予算書等） 

 

入札前の申請の場合、Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事にかかわる予算を確保されているこ

とを証する書類をアップロードし、提出してください。 

補正予算等でまだ予算を確保していない場合は、議会に提出予定の予算を確保すること

を証する書類を提出してください。なお、予算を確保したのち速やかにオンライン申請シ

ステムの「状況等報告」にデータを入力の上、予算書をアップロードし、提出してくださ

い。 

 

５-２１-２．Ｖ２Ｈ充放電設備と設置工事の「設計書」（見積書等） 

 

・入札前で工事施工会社作成の見積書の提出ができない場合(注 1)、予算を組む際に地方公

共団体が作成する「設計書」または、工事施工会社に依頼して作成した「見積書」（設計

書と同等）をアップロードし、提出してください。 

・設計書（見積書等）は、センターが求める「５-５.Ｖ２Ｈ充放電設備本体の購入にかか

る見積書（内訳書含む）」「５-６.Ｖ２Ｈ充放電設備の設置工事にかかる見積書（内訳書

含む）」と同様になります。 

・公共工事費の積算方法における「共通仮設費」、「現場管理費」、「一般管理費」について

は、本事業で補助対象経費として認める費目を明確に計上し、その内訳を設計書に記載

してください。比率等で計上した場合は、補助対象経費とはなりません。 

・入札をした結果、申請したＶ２Ｈ充放電設備のメーカー名、型式等が変更になった場合、

速やかにオンライン申請システムの「計画変更承認申請」にデータを入力の上、センター

へ申告してください。 

 

注 1：入札後、工事施工会社が決定した際は、速やかにオンライン申請システム上の

「状況等報告」にデータを入力の上、センターに報告をしてください。 
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５-２２. 地方公共団体から委託された指定管理者が申請する場合 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備設置完了後から保有義務期間（５年間）以上の委託契約期間である必

要があります。申請者は、以下（２）に示す地方公共団体との契約期間が記載された書類

をもとに（１）オンライン申請システムの「状況等報告」にデータを入力の上、アップロー

ドし、提出してください。委託契約期間が保有義務期間（５年間）未満の場合、Ｖ２Ｈ充

放電設備の保有義務期間（５年間）以上の維持、運用することを証する書類として（３）

（４）の提出が必要です。提出は、地方公共団体との契約期間が記載された書類と併せて

提出してください。 

 

（１）オンライン申請システムの「状況等報告」（データ入力） 

・地方公共団体と指定管理者の契約期間を入力してください。 

 

（２）地方公共団体と指定管理者の契約期間が記載された書類 

 

【記載の必須項目】 

《地方公共団体》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を管轄する地方公共団体名称の記載 

《指定管理者》 

・申請者名の記載 

《作成日：契約日》 

・契約書の作成日および２者間で契約した日付の記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載 

《契約期間》 

・契約期間の記載 

 

（３）申請者（指定管理者）がセンター宛に保有義務期間（５年間）の維持、運用を記載

した書類 

 

【記載の必須項目】 

《基本情報》 

・作成日、作成者（指定管理者）名および設置場所名称の記載 

《保有義務期間》 

・申請者（指定管理者）が保有義務期間（５年間）以上、Ｖ２Ｈ充放電設備を維持す

ることの記載 

《Ｖ２Ｈ充放電設備の承継・継続条件》 

・保有義務期間（５年間）未満で、申請者（指定管理者）が変更となる場合、申請者

（指定管理者）から新たな指定管理者または施設を管轄する地方公共団体へＶ２

Ｈ充放電設備を承継することの記載およびＶ２Ｈ充放電設備の継続条件（有償、

無償等）の有無および内容の記載 

  



 

   －67－ 

（４）施設を管轄する地方公共団体がセンター宛に保有義務期間（５年間）の維持、運用

を記載した書類 

 

【記載の必須項目】 

《基本情報》 

・作成日、作成者（施設を管轄する地方公共団体）名および設置場所名称の記載 

《Ｖ２Ｈ充放電設備の維持・運用》 

・保有義務期間（５年間）未満で、申請者（指定管理者）が変更となる場合、申請者

（指定管理者）から新たな指定管理者または施設を管轄する地方公共団体へＶ２

Ｈ充放電設備を承継することの記載 

・申請者（指定管理者）から新たな指定管理者まで空白期間がある場合、Ｖ２Ｈ充

放電設備の管理・運用等は施設を管轄する地方公共団体がすることの記載 
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５-２３. マンション等（共用分電盤）に設置する場合 

 

マンション等（共用分電盤）にＶ２Ｈ充放電設備を設置する場合には、マンション等で

あることを証する以下の書類をアップロードし、提出してください。 

 

・建築基準法に基づく確認済証、検査済証、建築計画概要書、建築台帳記載事項証明書

等で共同住宅等であることが明記されている書類 

 

【記載の必須項目】 

《主要用途》 

・共同住宅、または長屋であることの記載 

《建築主》 

・申請者と同一であることの記載 

賃貸マンション等の申請において申請者と同一でない場合は、オンライン申請シス

テムの「状況等報告」に相違している経緯、理由をデータ入力し、提出してくださ

い。 

ただし、賃貸マンション等の所有者から許諾を受けた法人または居住者からの申請

においては、建築主と所有者が同一でない場合に提出してくだい。 

《建築場所》 

・申請で入力した設置場所であることの記載 
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５-２４. 住民総会での決議を証する書類または、理事会で合意されたことを証す

る書類（分譲マンション等の場合） 
 

（１）住民総会でＶ２Ｈ充放電設備を設置することを住民が承認し、決議されたことが確認で

きる書類（議事録等）をアップロードし、提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《作成日》 

・住民総会の議事録を作成した日付の記載 

《開催日》 

・住民総会が開催された日付の記載 

《マンション等の名称》 

・マンション等の名称の記載（略称不可） 

《Ｖ２Ｈ充放電設備設置の承認》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備の設置が住民総会で承認されたことの記載 

 

（２）住民総会の開催が間に合わない場合、理事会でＶ２Ｈ充放電設備を設置することを合意

していることが確認できる書類（議事録等）を提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《作成日》 

・理事会の議事録を作成した日付の記載 

《開催日》 

・理事会が開催された日付の記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《Ｖ２Ｈ充放電設備設置の承認》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備の設置が理事会で承認されたことの記載 

《住民総会の開催時期》 

・住民総会の開催予定日の記載 

 

（３）新築の分譲マンションにて管理組合が発足していない場合、管理組合の発足日を確認で

きる書類を提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《作成日》 

・管理組合の発足日を確認できる書類を作成した日付の記載 

《申請者名》 

・販売事業者名の記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《発足日》 

・管理組合の発足予定日の記載 

 

※マンション等の住戸内分電盤に接続する場合は、状況等報告にてアップロードし提出

してください。 
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５-２５. 要部写真の提出資料：公共施設・災害拠点 

 

・交付申請時に必要な写真は撮影時期の施工前に「〇」があるものです。  

・交付申請時の要部写真はオンライン申請システムの書類一覧画面「書類Ｎo.5600：施工前要部写真」でアップロードしてください。  

・実績報告では施工中に撮影が必要な撮影項目もありますので、申請前や施工前に撮影時期や撮影個所の説明等を確認してください。  

 
注１：必須写真：補助対象経費および申告の有無にかかわらず、設置する場合は提出が必須になります。 

注２：撮影時期：施工前…交付申請時に提出、施工中…施工中に撮影が必要で実績報告時に提出、施工後…施工後に撮影が必要で実績報告時に提出 

施工前 施工中 施工後

0 ○ ○ ・Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する施設・建物の外観の確認ができること ―

1 ○ ○ ○ ・充電スペース全景（充放電時の駐車スペース）が確認できること 写真_A_充電スペース全景

2 ○ ○ ○ ・Ｖ２Ｈ充放電設備本体および基礎の設置が確認できること

3 □別体_課金機の設置場所 ※本体とは別筐体の課金機があるもの △ ○ ○ ・別体_課金機および基礎の設置が確認できること　※別体_課金機が無い場合は提出不要

4 □別体_電源部の設置場所 ※本体とは別筐体の電源部があるもの △ ○ ○ ・別体_電源部および基礎の設置が確認できること   ※別体_電源部が無い場合は提出不要

5 ○ ○ ・Ｖ２Ｈ充放電設備の銘板の記載内容（型式・製造番号等）が確認できること 写真_C_充電設備等銘板

6 □別体_課金機・電源部の銘板写真 ※本体とは別筐体の_課金機や電源部があるもの ○ ○
・別体_課金機・電源部の銘板（型式・製造番号等）の記載内容が確認できること
※別体_電源部、別体_課金機が無い場合は提出不要

写真_C_充電設備等銘板

7 ■Ｖ２Ｈ充放電設備の定格電圧 ○ ○

・Ｖ２Ｈ充放電設備内の200V充電回路（UW間）をテスター等で測定していることが確認できること
（パワコン等とＶ２Ｈ充放電設備で構成されるシステムの場合は、Ｖ２Ｈ充放電設備内のDC入力端子またはパワコン側の200V充電回路
（UW間）で測定すること）
・電圧の測定値が確認できること

写真_D_電圧確認

8 ■放電確認 〇 〇
・モニター等の画面にて放電時の稼働状況が確認できること(試運転時の写真も可)
※スマートフォン等のスクリーンショットは不可

写真_D2_放電確認

9 ■三相の相回転 ○ ○ ・Ｖ２Ｈ充放電設備側で正回転であることが確認できること（Ｖ２Ｈ充放電設備が三相の場合のみ） 写真_E_相回転確認

10 ○
・スケール等により基礎の寸法（縦×横×高さ）が確認できること  （写真は複数枚提出可）
※基礎ブロック（フラットタイプ）および基礎ブロック（２列タイプ）については設置の確認ができるもの（寸法不要）

11 □別体_課金機の基礎 ※本体とは別筐体の課金機があるもの ○
・スケール等により基礎の寸法（縦×横×高さ）が確認できること  （写真は複数枚提出可）
※基礎ブロック（フラットタイプ）および基礎ブロック（２列タイプ）については設置の確認ができるもの（寸法不要）
※別体_課金機が無い場合は提出不要

12 □別体_電源部の基礎 ※本体とは別筐体の電源部があるもの ○
・スケール等により基礎の寸法（縦×横×高さ）が確認できること  （写真は複数枚提出可）
※基礎ブロック（フラットタイプ）および基礎ブロック（２列タイプ）については設置の確認ができるもの（寸法不要）
※別体_電源部が無い場合は提出不要

13 ■キュービクル・配電盤の外観 ○ ・受電元であるキュービクル・配電盤の外観全体が確認できること

14 ■キュービクル・配電盤の内部 ○ ・受電元であるキュービクル・配電盤の内部全体が確認できること

15 ■キュービクル・配電盤の専用回路、切替開閉器 ○ ○
・Ｖ２Ｈ充放電設備の専用回路を接写し単独で撮影しブレーカー容量や型式等が確認できること
・切替開閉器を申告した場合は切替開閉器の容量（A）の確認ができること

写真_I_ブレーカー・切替開閉器

16 ■分電盤・引込開閉器盤の外観 ○ ・受電元である分電盤・引込開閉器盤の外観全体が確認できること

17 ■分電盤・引込開閉器盤の内部 ○ ・受電元である分電盤・引込開閉器盤の内部全体が確認できること

18 ■分電盤・引込開閉器盤の専用回路、切替開閉器 ○ ○
・Ｖ２Ｈ充放電設備の専用回路を接写し単独で撮影しブレーカー容量や型式等が確認できること
・切替開閉器を申告した場合は切替開閉器の容量（A）の確認ができること

写真_I_ブレーカー・切替開閉器

19 ■手元開閉器盤・切替開閉器盤の外観 ○ ○
・受電元である手元開閉器盤の外観全体が確認できること
・切替開閉器盤を設置した場合は切替開閉器盤の外観全体が確認できること

20 ■手元開閉器盤・切替開閉器盤の内部 ○ ○
・受電元である手元開閉器盤の内部全体が確認できること
・切替開閉器盤を設置した場合は切替開閉器盤の内部全体が確認できること

21 ■手元開閉器盤の専用回路、切替開閉器 ○ ○
・Ｖ２Ｈ充放電設備の専用回路を接写し単独で撮影しブレーカー容量や型式等が確認できること
・切替開閉器を申告した場合は切替開閉器の容量（A）の確認ができること

写真_I_ブレーカー・切替開閉器

22 ■架空 ○ ・支持点の設置が確認できること ・架空配線の状況が確認できること

23 ■露出配線 ○ ・代表的な露出配管（配線）の状況が確認できること

24 ■埋設配線 ○ ・代表的な埋設配管（配線）の状況が確認できること （埋設経路の中間地点を撮影すること）

25 ○
・スケール等により埋設の寸法（幅×深さ）が確認できること  （写真は複数枚提出可）
・埋設工事の全景が確認できること

写真_K_掘削・埋設

26 ○ ・設置された引込柱や建柱の全体が確認できること ※新規で設置された引込柱や建柱については全て提出すること 写真_L_建柱

27 ○ ・設置されたハンドホールの全体が確認できること※新規で設置されたハンドホールは全て提出すること 写真_M_ハンドホール

28 ○ ・ライン引きの全体が確認できること 写真_S_ライン引き

29 ○ ○ ・路面表示の全体が確認できること（待機スペース含む） 写真_T_路面表示

30 ■屋根の設置完了 ○ ○ ・屋根の正面から全体が確認できること

31 ■基礎 ○ ・支柱部分の基礎が確認できること （4柱の場合は複数枚提出可）

32 ■小屋の設置完了 ○ ○ ・小屋の正面から全体が確認できること

33 ■小屋の内部写真 ○ ・小屋の内部が確認できること

34 ■基礎 ○ ・小屋の基礎部分が確認できること （全体写真で確認できる場合は提出不要）

35 ■防護用部材の設置完了 ○ ○ ・Ｖ２Ｈ充放電設備防護用部材の正面から全体が確認できること

36 ■基礎 ○ ・Ｖ２Ｈ充放電設備防護用部材の基礎が確認できること（全体写真で確認できる場合は提出不要）

37 □電灯 ■電灯の設置完了 ○ ・電灯の正面（側面）から全体が確認できること 写真_X_電灯

写真_F_充電設備等の基礎

（3）付帯設備

□屋根 写真_U_屋根

□小屋 写真_V_小屋

□防護用部材 写真_W_防護用部材

□駐車スペースのライン引き

□路面表示

（1）-②電気配線工事

□受電元（キュービクル・配電盤）

写真_J_開閉器盤

□受電元（分電盤・引込開閉器盤）
※Ｖ２Ｈ充放電設備専用の場合は、上位（1次
側）の受電元の写真の添付が必要

写真_J_開閉器盤

□手元開閉器盤・切替開閉器盤
※設置した場合は、手元開閉器盤の上位（1
次側）となる受電元の写真の添付が必要
（既設・増設・新設含む。）

写真_J_開閉器盤

□配線配管工事
※配線工事は、実線が撮影されていること

写真_G_配線状況
写真_H_配管状況

□埋設工事

□引込柱・建柱等

□ハンドホール

□Ｖ２Ｈ充放電設備の基礎

項目 写真番号 申告した内容に基づく撮影項目
必須写真

（注１）

□電圧・放電確認

（1）-①Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事

実績報告時オンライン申請システ
ムのアップロード先項目名

Ｖ２Ｈ充放電設備

□施設・建物の外観

写真_B_充電設備等設置場所

撮影箇所の説明・留意点

□充放電スペース

□Ｖ２Ｈ充放電設備本体の設置場所

□Ｖ２Ｈ充放電設備の銘板写真

撮影時期（注２）
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５-２６.要部写真の提出資料：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） 

 

・凡例 〇…必須 

・下表中のＶ２ＨとはＶ２Ｈ充放電設備の略称。 

 
 

提出時期

交付申請 実績報告

1 建屋全景 提出必須 施工前 〇 －

・建屋全景と駐車スペースが確認できること

※1枚の写真で建屋と駐車スペースの位置関係が把握できない場合：位置関係が確認できるような写真をその他写真として複数枚提
出してください。

2 駐車スペース全景（施工前） 提出必須 施工前 〇 － ・駐車スペース全景が確認でき、Ｖ２Ｈ設置予定場所が写っていること。車や障害物が無い状態で撮影してください。

3 Ｖ２Ｈ設置予定場所 提出必須 施工前 〇 －

・Ｖ２Ｈ設置予定場所の写真。Ｖ２Ｈ全体が収まる距離、車や障害物が無い状態で撮影してください。

※Ｖ２Ｈ本体とポッドで設置予定場所が離れる場合は、本体の設置予定場所を撮影してください。また、ポッドの設置予定場所は
その他写真として追加いただき、提出してください。

4 駐車スペース全景（施工後） 提出必須 施工後 － 〇
・駐車スペース全景及びＶ２Ｈが確認できること。

※1枚の写真でＶ２Ｈが確認できない場合：駐車スペースの一部とＶ２Ｈが確認できるものを1枚提出してください。

5 Ｖ２Ｈ設置場所 提出必須 施工後 － 〇

・設置したＶ２Ｈの全体が確認できること。基礎部分も収まるように撮影してください。

※Ｖ２Ｈ本体とポッドで設置場所が離れている場合は、本体の設置場所を撮影し、ポッドとの位置関係が確認できるよう撮影して
ください。1枚で収まらない場合は複数枚撮影していただき、その他写真として追加いただき、提出してください。

6 Ｖ２Ｈ銘板 提出必須 施工後 － 〇 ・Ｖ２Ｈの銘板の記載内容（メーカー・型式・製造番号等）が確認できること。鮮明なものを提出してください。

7 Ｖ２Ｈ充電確認 提出必須 施工後 － 〇

・Ｖ２Ｈが稼働していることがわかるスイッチランプなどの写真。写真の流用等が疑われぬよう設置場所にて充電していることが

特定できる画角や構図で撮影してください。（地面や壁の一部等の背景を写す等）
※Ｖ２Ｈ本体にスイッチランプがない設備については、給電対象施設からの充電時の稼働状況を表示しているモニターなどの画面

でも可。ただし、スマートフォンのスクリーンショットは不可。

8 Ｖ２Ｈ放電・自立運転確認 提出必須 施工後 － 〇

・Ｖ２Ｈが放電・自立運転していることがわかるスイッチランプなどの写真。写真の流用等が疑われぬよう設置場所にて放電して

いることが特定できる画角や構図で撮影してください。（地面や壁の一部等の背景を写す等）

※Ｖ２Ｈ本体にスイッチランプがない設備については、給電対象施設への放電時の稼働状況を表示しているモニターなどの画面で

も可。ただし、スマートフォンのスクリーンショットは不可。

9 基礎工事 提出必須 施工後 － 〇
・工事完了した基礎部分がわかる写真。
※壁掛け式の場合：ビス等で壁との固定を確認できる写真

写真No 撮影項目 提出条件 撮影時期 撮影箇所の説明・留意点
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６．実績報告の提出 
 

補助金の交付を受けるためには、実績報告期限日までにＶ２Ｈ充放電設備の設置工事

を完了し、Ｖ２Ｈ充放電設備の購入費および設置工事費の支払いまたは支払い手続きを

完了させ、センターに実績の報告をすることが必要です。 

実績報告が期限間際に集中することを避けるため、期限日間際ではなく、（工事また

は支払いもしくは支払い手続き）完了の日から３０日以内を目途に実績報告をしていた

だくようお願いします。 

 

実績報告期限 

令和８年１月３０日（金） 

 

６-１. 実績の報告に必要なデータ入力および書類のアップロード 

 

センターホームページより「オンライン申請システム」を利用し、報告のデータ入力
（注１）および提出書類を各項目にアップロード（注２）し、センターへ提出してください。 

報告の内容や記載項目の不備等があった場合、受付ができない場合がありますので注

意してください。（次世代自動車振興センターホームページ  http://www.cev-

pc.or.jp/） 

 

注１：工事の申告においては、工事施工会社に入力を依頼することができます。 

注２：センターが認めるアップロードのファイル形式は、「ＰＤＦ」「ＪＰＥＧ」「Ｐ

ＮＧ」の３種類になります。 

（要部写真は、「ＪＰＥＧ」「ＰＮＧ」の２種類になります。） 

 

 

６-２. 提出書類の注意事項 

 

・アップロードされた書類は、数字や文字等が読み取れる必要があります。解像度に注

意して提出してください。解像度が低く、数字や文字等が読み取れない場合は不備と

して再提出を求めます。 

・ファイル形式へ変換後に編集や加筆等を行いアップロードした書類は不備として再提

出を求めます。各書類でセンターが求める「記載の必須項目」等を全て記載されている

ことを確認の上、ファイル形式へ変換してアップロードしてください。 

  

  

http://www.cev-pc.or.jp/
http://www.cev-pc.or.jp/
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６-３. 提出書類 

 

必要書類を用意の後、「ＰＤＦ」「ＪＰＥＧ」「ＰＮＧ」の３種類のいずれかのファイル

形式（要部写真は、「ＪＰＥＧ」「ＰＮＧ」の２種類）にし、オンライン申請システムの

各項目にアップロードしてください。 

 

必要書類の提出にあたっては、以下の要領で提出をしてください。 

・紙等実体のある形式が正規のもの：例）保証書、本人確認書等 

→原則として実際の書類等をスキャンまたは複写したデータを提出してください。 

→スキャンまたは複写した状態から、加工、改変したデータの提出は認めません。 

・電子データ自体が正規のもの：例）各種見積り書、請求書、契約書等の一部 

→受領当時から電子データの場合はそのデータの提出を認めます。 

→ただし受領した状態から、加工、改変したデータの提出は認めません。 

 

書類の作成は、センターのホームページ「資料例・記入例等」を参考にしてください。 

 

【報告に必要な書類】 

６-４：Ｖ２Ｈ充放電設備本体の発注書 

６-５：Ｖ２Ｈ充放電設備本体の請求書（内訳書含む。） 

６-６：Ｖ２Ｈ充放電設備本体の支払を証する領収書 

６-７：Ｖ２Ｈ充放電設備本体の保証書 

６-８：工事費の請求書（内訳書含む。）：公共施設・災害拠点 

６-９：工事費の請求書（内訳書含む。）：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンショ

ン等（共用分電盤）、その他施設） 

６-１０：工事費の支払を証する領収書 

６-１１：Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事完了報告書（様式Ｖ０７） 

６-１２：Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の実績申告方法（オンライン申請）：公共施設・

災害拠点 

６-１３：Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の実績申告方法（オンライン申請）：公共施設・

災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設） 

６-１４：要部写真 

６-１５：取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（オンライン申請） 

６-１６：補助金の振込先口座名義と口座番号を証する書類 

 

【報告の内容に応じて必要な書類】 

６-１７：完成設置場所見取図・完成平面図・完成配線ルート図・完成電気系統図：公

共施設・災害拠点（全てＡ３サイズ） 

６-１８：リース契約に基づく報告の場合（貸与料金の算定根拠明細等） 

６-１９：自社または資本関係にある会社から調達した報告の場合 

（利益等排除申立等） 

６-２０：地方公共団体が実績報告する場合 
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６-４. Ｖ２Ｈ充放電設備本体の発注書 

 

・申請者（発注者）が交付決定日以降に発注したＶ２Ｈ充放電設備の発注書をアップロー

ドし、提出してください。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備および設置工事を同一の工事施工会社に依頼した場合は、発注書に

工事費が含まれていても構いません。 

 

【記載の必須項目】 

《発注者》 

・申請者名の記載 

《発注日》 

・交付決定日以降である日付の記載 

《発注先》 

・見積書と同一の販売会社名であることの記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《Ｖ２Ｈ充放電設備》 

・発注したメーカー名、型式、基数の記載 

 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を自社調達する場合は、「６-１９-１．Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係

にあるＶ２Ｈ充放電設備メーカーから調達した場合」を参照してください。 
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６-５. Ｖ２Ｈ充放電設備本体の請求書（内訳書含む） 

 

・Ｖ２Ｈ充放電設備をＶ２Ｈ充放電設備販売会社から直接購入した場合は、申請者宛の

請求書をアップロードし、提出してください。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を工事施工会社から購入した場合で、設置工事の請求書にＶ２Ｈ充

放電設備の請求が明記されている場合は提出不要です。 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・申請者宛であることの記載 

《請求書作成日》 

・領収日以前である日付の記載 

《発行者》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社の名称、住所等の記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《支払条件》 

・振込（注１）であることの記載 

《Ｖ２Ｈ充放電設備》 

・メーカー名、型式、基数、単価（税抜）、金額の記載 

 

・端数処理や出精値引き等、請求書のどの費目へ計上しているか、明記されていること

が必要です。 

・内訳が不明な場合は補助対象経費としてみなしません。 

・複数のＶ２Ｈ充放電設備を設置した場合は、個々のＶ２Ｈ充放電設備の購入価格・Ｖ

２Ｈ充放電設備型式、基数を明示してください。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を自社調達する場合は、「６-１９-１．Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係

にあるＶ２Ｈ充放電設備メーカーから調達した場合」を参照してください。 

 

注１：原則、認める支払方法は振込になります。他の取引との相殺払い、手形（電

子手形を含む。）による支払および裏書譲渡、ファクタリング（債権譲渡）に

よる支払、割賦販売やローン契約を利用した支払等によるものは認めており

ません。ただし、申請者が個人かつ個人宅に設置する場合は、割賦販売、

ローン契約、クレジット契約を利用した支払いを可とし、その支払条件の記

載を必須項目とします。 
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６-６. Ｖ２Ｈ充放電設備本体の支払を証する領収書 

 

・Ｖ２Ｈ充放電設備をＶ２Ｈ充放電設備販売会社から直接購入した場合は、申請者宛の

領収書をアップロードし、提出してください。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を工事施工会社から購入し、設置工事の領収書にＶ２Ｈ充放電設備

の支払を合算している場合は、提出不要です。 

・申請者が個人かつ個人宅に設置し、割賦販売、ローン契約、クレジット契約をした場合

は契約書等をアップロードし、提出してください。 

 

（１）Ｖ２Ｈ充放電設備本体の支払を証する領収書 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・申請者宛であることの記載 

《領収日》 

・領収した日付の記載  

・発行日と差異がある場合、但書等に「○月○日振込（領収）分」の記載 

《発行者》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社の名称、住所等の記載 

《設置場所名称》 

・但書等に申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《領収金額》 

・領収した金額の記載 

 

※領収書の金額が不足しており、内訳が不明の場合、または振込手数料等を相殺し販

売者側の負担としている場合は、センターがＶ２Ｈ充放電設備購入費として認めた

額からの値引きとみなし、補助金の交付額を算定します。 

 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を自社調達する場合は、「６-１９-１． Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関

係にあるＶ２Ｈ充放電設備メーカーから調達した場合」を参照してください。 

 

（２）Ｖ２Ｈ充放電設備本体の支払を証する契約書等 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・申請者宛であることの記載 

《契約日》 

・契約した日付の記載  

《発行者》 

・発行会社名の記載 

《設置場所名称》 

・但書等に申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《契約金額》 

・契約した金額の記載 
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６-７. Ｖ２Ｈ充放電設備本体の保証書 

 

・申請者が新規に購入したＶ２Ｈ充放電設備本体であることを証する保証書をアップ

ロードし、提出してください。 

・メーカーが発行する保証書、もしくはメーカーが認めた第三者の発行する保証書（メー

カーが定めたフォームのもので、第三者の発行をメーカーが管理できる場合に限る。）

を提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《発行者》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備本体のメーカー名であることの記載 

《発行先》 

・申請者名の記載 

《Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー名》 

・申請で入力したＶ２Ｈ充放電設備メーカー名の記載 

《Ｖ２Ｈ充放電設備の型式》 

・申請で入力したＶ２Ｈ充放電設備の型式の記載 

《製造番号》 

・製造番号またはシリアル番号の記載 

《保証開始日》 

・交付決定日以降の保証開始日である日付の記載 

《保証期間》 

・保証する期間が確認できることの記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

 

・センターが求める保証書は、Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーが本補助金交付の補助対象の

Ｖ２Ｈ充放電設備として申請をした際、センターが審査の上、承認した保証書になり

ます。 

保証書等の所定フォームについては、各メーカーにお問い合わせください。 

・センターが補助対象経費と認めたＶ２Ｈ充放電設備のうち、別体の課金機がＶ２Ｈ充

放電設備本体と別々に保証される場合は、それら課金機の保証書も併せて提出が必要

です。 
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６-８. 工事費の請求書（内訳書含む）：公共施設・災害拠点 

 

・申請者宛のＶ２Ｈ充放電設備等設置工事（補助対象経費以外の工事も含む。）の請求書

をアップロードし、提出してください。 

・施設や建物の新築工事および改修工事に伴いＶ２Ｈ充放電設備等設置工事を行う場合、

原則、当該申請のＶ２Ｈ充放電設備等設置工事のみにかかる請求書を提出してくださ

い。 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・申請者宛であることの記載 

《請求書作成日》 

・領収日以前である日付の記載 

《発行者》 

・工事施工会社の名称、住所等の記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《支払条件》 

・振込であることの記載 

《部材：分電盤やブレーカー、付帯設備等》 

・メーカー名、型式（仕様等）、数量、単価（税抜）、金額の記載 

《材料費：基礎工事にかかわる材料、電線や配管等》 

・種類（仕様等）、数量、数量単価（税抜）、金額の記載 

《労務費》 

・人工数、人工単価（税抜）、金額の記載 

《計上項目先番号》 

・請求書の内訳に計上項目先番号の記載 

（詳細については、「４-４.Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事として申告できる工事内容

の解説：公共施設・災害拠点」を参照してください。） 

 

・請求書の内訳には、オンライン申請システムのＶ２Ｈ充放電設備等設置工事実績申告

への計上項目先番号を記載の上、提出してください。 

・「材工一式」といった簡略記載の「請求書」では補助金額を算定できず審査ができませ

んので、部材や労務費などが記載された「内訳書」を提出してください。 

・端数処理や出精値引き等、請求書のどの費目へ計上しているか、明記されていること

が必要です。 

・内訳が不明な場合は補助対象経費としてみなしません。 
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６-９.工事費の請求書（内訳書含む）：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マン

ション等（共用分電盤）、その他施設） 

 

・申請者宛のＶ２Ｈ充放電設備等設置工事（補助対象経費以外の工事も含む。）の請求書

をアップロードし、提出してください。 

・施設や建物の新築工事および改修工事に伴いＶ２Ｈ充放電設備等設置工事を行う場合、

原則、当該申請のＶ２Ｈ充放電設備等設置工事のみにかかる請求書を提出してくださ

い。 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・申請者宛であることの記載 

《請求書作成日》 

・領収日以前である日付の記載 

《発行者》 

・工事施工会社の名称、住所等の記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《支払条件》 

・振込（注１）であることの記載 

《材料および労務費等》 

・各材料の費用、労務費の記載、もしくは工事項目ごとの費用の記載 

 

・端数処理や出精値引き等、請求書のどの費目へ計上しているか、明記されていること

が必要です。 

・内訳が不明な場合は補助対象経費としてみなしません。 

 

注１：原則、認める支払方法は振込になります。他の取引との相殺払い、手形（電

子手形を含む。）による支払および裏書譲渡、ファクタリング（債権譲渡）に

よる支払、割賦販売やローン契約を利用した支払等によるものは認めており

ません。ただし、申請者が個人かつ個人宅に設置する場合は、割賦販売、

ローン契約、クレジット契約を利用した支払いを可とし、その支払条件の記

載を必須項目とします。 
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６-１０.工事費の支払を証する領収書 

 

・申請者宛のＶ２Ｈ充放電設備等設置工事の領収書をアップロードし、提出してくださ

い。 

・施設や建物の新築工事および改修工事に伴いＶ２Ｈ充放電設備等設置工事を行う場合、

原則、当該申請のＶ２Ｈ充放電設備等設置工事のみにかかる領収書を提出してくださ

い。 

・申請者が個人かつ個人宅に設置し、割賦販売、ローン契約、クレジット契約をした場合

は契約書等をアップロードし、提出してください。 

 

（１）Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の支払を証する領収書等 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・申請者宛であることの記載 

《発行者》 

・工事施工会社の名称、住所等の記載 

《領収日》 

・領収した日付の記載 

・発行日と差異がある場合、但書等に「○月○日振込（領収）分」の記載 

《設置場所名称》 

・但書等に申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《領収金額》 

・領収した金額の記載 

 

※領収書の金額が不足しており、内訳が不明の場合、または振込手数料等を相殺し工

事施工者側の負担としている場合は、センターがＶ２Ｈ充放電設備設置工事費とし

て認めた額からの値引きとみなし、補助金の交付額を算定します。 

 

（２）Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の支払を証する契約書等 

 

【記載の必須項目】 

《宛先》 

・申請者宛であることの記載 

《契約日》 

・契約した日付の記載  

《発行者》 

・発行会社名の記載 

《設置場所名称》 

・但書等に申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《契約金額》 

・契約した金額の記載 

 

  



 

 

－81－ 

６-１１.「Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事完了報告書（様式Ｖ０７）」 
 

・申請者は、「６-１２-１．会社別請求書一覧」に入力された工事施工会社ごとに、Ｖ２

Ｈ充放電設備の設置工事が完了したことを報告してください。 

・オンライン申請システムから「Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事完了報告書（様式Ｖ０７）」

のエクセルファイルをダウンロードしてください。工事施工会社は必要情報を入力後、

工事前、完了の写真を添付後、センターが認めるファイル形式にし、申請者に提出して

ください。申請者は確認後、アップロードし提出してください。 

・作成日は、設置工事完了日以降である必要があります。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の完了状況は、工事施工会社が行った代表的な工事の

工事前、完了の写真を添付してください。なお、写真は障害物（駐車している車等）

がない状態で撮影し、全てカラーで提出してください。（Ｖ２Ｈ充放電設備本体の設

置を行った工事施工会社は、Ｖ２Ｈ充放電設備設置の工事前、完了の写真を添付し

てください。） 

・設置工事費として申告している場合は、Ｖ２Ｈ充放電設備の運搬費や部材費のみであっ

ても提出が必要です。ただし、設計業務のみを委託した場合の設計会社は不要です。 

 

 

６-１２. Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の実績申告方法（オンライン申請）：公共

施設・災害拠点 
 

Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社および工事施工会社が発行した全ての請求書および図面

を参照し、Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の実績申告を入力してください。 

なお、申告された金額および工事の内容を基に設置工事補助金交付見込額が算定され

ます。 

 

６-１２-１．会社別請求書一覧（オンライン申請） 

 

「５-７-１．会社別見積書一覧」を参照の上、入力してください。交付決定後に工事

内容等の変更があり請求金額が見積書から変更されている場合は、請求金額を反映させ

てください。 

 

６-１２-２．Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事実績申告の申告額（オンライン申請） 

 

「５-７-２．Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告の申告額」を参照の上、入力してくだ

さい。交付決定後に工事内容等の変更があり請求書の内訳金額が見積書から変更されて

いる場合は、請求書の内訳書に記載されている金額を反映させてください。 

 

６-１２-３．Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事実績申告の工事内容（オンライン申請） 

 

「５-７-３．Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告の工事内容」を参照の上、入力してく

ださい。交付決定後に工事内容等の変更がある場合は、その変更内容を反映させてくだ

さい。なお、工事内容の変更がある場合は、センターが承認していることが必要です。

詳しくは「７-３.計画変更」を参照してください。 
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６-１３. Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の実績申告方法（オンライン申請）：公共

施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施

設） 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事の申告は、オンライン申請システムによるデータ入力を

行う必要があります。 

 

６-１３-１．会社別請求書一覧（オンライン申請） 

 

「５-９-１．会社別見積書一覧」を参照の上、入力してください。交付決定後に工事

内容等の変更があり請求金額が見積書から変更されている場合は、請求金額を反映させ

てください。 

 

６-１３-２．Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事実績申告（オンライン申請） 

 

Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社および工事施工会社が発行した全ての請求書を参照し、Ｖ

２Ｈ充放電設備等設置工事の実績申告を入力してください。 

なお、申告された工事項目の選択および工事費（材工込）等を基に設置工事補助金交

付見込額が算定されます。 

 

＜工事項目の選択および工事費（材工込）＞ 

 

「５-９-２．Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事申告」を参照の上、入力してください。交

付決定後に工事内容等の変更があり請求書の内訳金額が見積書から変更されている場

合は、請求書の内訳書に記載されている金額を『工事費（材工込）』に入力してください。 

 

また、工事内容等の変更がある場合は、その変更内容を『工事項目の選択』に反映さ

せてください。 

なお、工事内容の変更がある場合は、センターへ申告が必要です。詳しくは「７-３.

計画変更」を参照してください。 
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６-１４.要部写真 

 

・工事が完了したことを確認するために求めるものです。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事実績で申告した工事項目に該当する要部写真を提出して

ください。（注１） 

・撮影した写真は、オンライン申請システムの「要部写真」の項目ごとにアップロード

し、提出してください。 

・申告されたＶ２Ｈ充放電設備が性能を担保しているか確認するため、補助対象経費

の申告にかかわらず提出が必須の写真もあります。（注２） 

・撮影時には障害物（駐車している車等）がないようにしてください。 

・人工知能（ＡＩ）で生成した画像、インターネットで取得した画像、スクリーンショッ

トを保存した画像、加工（枠で囲むことなども含む。）および修正された画像の提出は

お認めできません。（本事業では解析ツール等を導入します。） 

・施工中を撮影した要部写真が必要な工事項目で提出されない場合は、補助対象となり

ませんので注意してください。 

・要部写真は全てカラーでデータサイズは２０МＢ以下のものを提出してください。 

・提出の際、撮影情報データ（Ｅｘｉｆファイル）を撮影時のまま修正や削除しない様に

お願いします。（ＧＰＳ座標を残し提出することを推奨） 

 

注１：要部写真の詳細は、公共施設・災害拠点に設置する場合、「５-２５.要部写真

の提出資料：公共施設・災害拠点」／公共施設・災害拠点以外（個人宅、マ

ンション等（共用分電盤）、その他施設）に設置する場合、「５-２６.要部写

真の提出資料：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電

盤）、その他施設）」を参照してください。 

注２：公共施設・災害拠点に設置する場合、「５-２５.要部写真の提出資料：公共施

設・災害拠点」の「必須写真」／公共施設・災害拠点以外（個人宅、マン

ション等（共用分電盤）、その他施設）に設置する場合、「５-２６.要部写真

の提出資料：公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電

盤）、その他施設）」を参照してください。 

 

 

６-１５. 取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（オンライン申請） 

 

・申請者は、オンライン申請システムの「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（様式

Ｖ０８）」にデータを入力し、センターへ提出してください。 

・補助金の交付を受けて設置した全てのＶ２Ｈ充放電設備を記載してください。 

・Ｖ２Ｈ充放電設備以外に入力する項目は、補助金の交付を受けて実施した（１）Ｖ２Ｈ

充放電設備設置工事費、（３）付帯設備設置工事費の内、取得価格（物品の単価）が５

０万円以上のものになります。 

例として、複数のＶ２Ｈ充放電設備を設置した場合の手元開閉器盤、付帯設備の屋根

や小屋等があります。 

・申請者は、「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表（様式Ｖ０８）」を保有義務期間

（設置完了した日から５年間）において、書面にして管理、保管しなければなりませ

ん。 
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６-１６. 補助金の振込先口座名義と口座番号を証する書類 

 

・実績報告にて申告された補助金の振込先口座を証する書類として、通帳等の該当ペー

ジをアップロードし、提出してください。 

・補助金の振込先は原則として、申請者名義に限ります。 

 

【記載の必須項目】 

《口座名義人の氏名（名称）のフリガナ》 

・申請で入力した氏名（名称）のフリガナの記載 

《金融機関名》 

・申請で入力した金融機関名の記載 

《支店名》 

・申請で入力した支店名の記載 

《預金種目》 

・申請で入力した預金種目の記載 

《口座番号》 

・申請で入力した口座番号の記載 

 

 口座の種類 書類の条件 

都市銀行、 

地方銀行、 

信用金庫、 

ＪＡ銀行、等 

・記載の必須項目が正確に表記されている通帳のページ 

・口座名義人の氏名（名称）のフリガナ 

・金融機関名、支店名、預金種目、口座番号 

（一般的には通帳の表紙＋表紙の裏の見開き上下ページ

で、記載の必須項目が揃います） 

インターネットバンキング

等により通帳がない場合 

・口座内容を印刷したもの 

・金融機関が発行する口座証明書 

当座預金で通帳がない場合 
・当座勘定照合表、残高証明書等 

・金融機関が発行する口座証明書 

ゆうちょ銀行の場合 

・銀行振込用の口座を印字した部分の通帳 

（一般的には通帳の表紙の裏の見開き上下ページで、記

載の必須項目が揃います） 

・ゆうちょ銀行のホームページで振込番号を確認した画

面の印刷とキャッシュカードのコピー等 

地方公共団体などで通帳や

それに準ずる書類が無い場

合 

・金融機関が発行する口座証明書 

【注意事項】 

・金融機関の統廃合により、金融機関名や支店名などに変更があった場合は、必ず最

新の通帳等を提出してください。古い金融機関名での通帳のコピーは使用できませ

ん。 

・氏名（名称）に変更があった場合は、必ず最新の通帳等を提出してください。 

・金融機関が発行する口座証明書については、振込に必要な情報（記載の必須項目）

が記載されていれば書式は問いません。 
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６-１７. 完成設置場所見取図・完成平面図・完成配線ルート図・完成電気系統

図：公共施設・災害拠点 

 

交付申請時に提出した「設置場所見取図」「平面図」「配線ルート図」「電気系統図」の

竣工図面として、全てＡ３サイズで作成、アップロードし提出してください。 

 

・図面名称には、「完成」の記載が必須です。図面名称は、正確に記載してください。（完

成設置場所見取図／完成平面図／完成配線ルート図／完成電気系統図） 

・作成日は、設置工事完了日以降の日付を記載してください。 

 

※図面名称および作成日以外の記載の必須項目等は、「５-１１.設置場所見取図、平面

図、配線ルート図、電気系統図：公共施設・災害拠点」を参照してください。 

※交付申請時に作成した図面を利用することができます。計画変更の承認を得た場合

は、計画変更を反映させた図面を提出してください。 
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６-１８. リース契約に基づく報告の場合（貸与料金の算定根拠明細等） 

 

リース契約が含まれる実績報告は、以下に示す（１）（２）の書類の提出が必要です。

なお、転リースの場合、中間リース会社の書類も必要となります。 

 

（１）「貸与料金の算定根拠明細書（様式Ｖ０９）」 

・オンライン申請システムから「貸与料金の算定根拠明細書（様式Ｖ０９）」項目にリー

ス契約書を基にデータを入力してください。 

・月々のリース料金に補助金相当分の値下がりが反映されていることを証明する必要

があります。 

 

（２）Ｖ２Ｈ充放電設備およびその設置工事のリース契約書 

・リース契約成立後の契約書であることが必要です。 

契約書に記載の必須項目がない場合は、特約や覚書等を提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《賃貸人》 

・申請者名の記載 

《賃借人》 

・リースの使用者（契約者）名の記載 

《Ｖ２Ｈ充放電設備情報》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー名、型式、製造番号またはシリアル番号、基数の記載

契約書にリース対象のＶ２Ｈ充放電設備情報の記載が確認できない場合は、物

件引渡書や物件受領書等、Ｖ２Ｈ充放電設備が特定できる書類の提出が必要で

す。 

《設置場所名称》 

・リース物件の使用場所が、申請で入力した設置場所名称の記載 

《リース期間》 

・保有義務期間（５年間）以上であることの記載 

《総額リース料金》 

・リース料金総額の記載 

《補助金の充当》 

・リース料金総額に受領する補助金が充当されることがわかる料金の記載 

・月々のリース料金に補助金相当分の値下がりが反映させていることがわかる料

金の記載 
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６-１９. 自社または資本関係にある会社から調達した報告の場合（利益等排除

申立等） 

 

利益等排除を含む実績報告は、当該調達先との資本関係や利益等排除の方法により以

下の書類の提出が必要です。 

なお、提出が必要な書類以外にオンライン申請システムの「利益等排除申立」にデー

タを入力の上、センターへ提出する必要があります。 

 

６-１９-１．Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備メーカーから調達し

た場合 

 

（１）申請者の自社調達の場合 

・当該Ｖ２Ｈ充放電設備の製造原価を証する書類を提出してください。ＯＥＭの場合は、

申請者が調達先から購入した金額を製造原価として提出してください。 

 

ア．設置したＶ２Ｈ充放電設備の製造原価を証する書類 

「記載の必須項目」を確認の上、オンライン申請システムの「利益等排除申立」 

の項目にアップロードし、提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《Ｖ２Ｈ充放電設備設備メーカー名》 

・申請者（Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー）名の記載 

《作成日》 

・本事業開始日以降である日付の記載 

《作成者》 

・申請者（Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー）の担当者の記載 

《型式》 

・設置したＶ２Ｈ充放電設備の型式の記載 

《製造原価》 

・設置したＶ２Ｈ充放電設備（１基分）の製造原価の記載 

《製造番号・シリアル番号》 

・設置したＶ２Ｈ充放電設備の製造番号またはシリアル番号の記載 

 

イ．Ｖ２Ｈ充放電設備本体の発注書（社内伝票等） 

自社調達の場合は、発注書の発行がないためオンライン申請システムの「発注書」 

の項目には、以下に示す書類をアップロードし、提出してください。 

 

【自社製造の場合】 

申請の担当者が交付決定日以降にＶ２Ｈ充放電設備を管理している部署等へ発注し

た社内伝票等をアップロードし、提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《発注者》 

・申請担当者の部署名、担当者名の記載 
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《発注日》 

・交付決定日以降である日付の記載 

《発注先》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を管理している部署名、担当者名の記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《Ｖ２Ｈ充放電設備》 

・発注したＶ２Ｈ充放電設備の型式、基数の記載 

 

【ＯＥＭの場合】 

申請者（Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー）が調達先に発注した当該Ｖ２Ｈ充放電設備の発

注書を提出してください。（「６-４.Ｖ２Ｈ充放電設備本体の発注書」を参照） 

 

ウ．設置したＶ２Ｈ充放電設備の製造原価を証明する明細書等 

自社調達の場合は、請求書の発行がないためオンライン申請システムの「請求書」 

の項目には、以下に示す書類をアップロードし、提出してください。 

 

【自社製造の場合】 

「ア．設置したＶ２Ｈ充放電設備の製造原価を証する書類」に記載された製造原価

を証明する書類として、社内で管理している製造原価の明細書等を提出してくださ

い。 

 

【ＯＥＭの場合】 

「ア．設置したＶ２Ｈ充放電設備の製造原価を証する書類」に記載された製造原価

を証明する明細書等として、調達先が申請者（Ｖ２Ｈ充放電設備設備メーカー）宛に

発行した請求書を提出してください。（「６-５.Ｖ２Ｈ充放電設備本体の請求書」を

参照） 

 

エ．Ｖ２Ｈ充放電設備本体の支払を証する領収書（出荷伝票等） 

自社調達の場合は、領収書の発行がないためオンライン申請システムの「領収書」 

の項目には、以下に示す書類をアップロードし、提出してください。 

 

【自社製造の場合】 

当該Ｖ２Ｈ充放電設備を出荷したことを証する書類として、社内で管理している

出荷伝票等を提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《作成者》 

・申請担当者の部署名、担当者名の記載 

《発行日・出荷日》 

・交付決定日以降である日付の記載 

《設置場所名称》 

・申請で入力した設置場所名称の記載（略称不可） 

《Ｖ２Ｈ充放電設備》 

・出荷したＶ２Ｈ充放電設備の型式、基数の記載 
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【ＯＥＭの場合】 

調達先が申請者（Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー）宛に発行した領収書を提出してくだ

さい。 

（「６-６.Ｖ２Ｈ充放電設備本体の支払を証する領収書」を参照） 

 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業から調達の場合 

・調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー）の直近年度の単独の損益計算書を提出してくださ

い。 

単独の損益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書等も併せて提出してくださ

い。 

 

【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《売上総利益》 

・売上総利益である金額の記載 

《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 

 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除く。）からの調達の場合 

・調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー）の直近年度の単独の損益計算書を提出してくださ

い。単独の損益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書等も併せて提出してく

ださい。 

 

【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備メーカー名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《営業利益》 

・営業利益である金額の記載 

《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 
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６-１９-２．Ｖ２Ｈ充放電設備を資本関係にあるＶ２Ｈ充放電設備販売会社から調達し

た場合 

 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業から調達の場合 

・調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社）の直近年度の単独の損益計算書を提出してくださ

い。単独の損益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書等も併せて提出してく

ださい。 

【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《売上総利益》 

・売上総利益である金額の記載 

《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 

 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除く。）からの調達の場合 

・調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社）の直近年度の単独の損益計算書を提出してくださ

い。単独の損益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書等も併せて提出してく

ださい。 

 

【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《営業利益》 

・営業利益である金額の記載 

《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 
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６-１９-３．設置工事を資本関係に工事施工会社から調達した場合 

 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業から調達の場合 

・調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（工事施工会社）の直近年度の単独の損益計算書を提出してください。単独の損

益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書等も併せて提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・工事施工会社名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《売上総利益》 

・売上総利益である金額の記載 

《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 

 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除く。）からの調達の場合 

・調達先ごとに作成される決算報告（単独の損益計算書） 

調達先（工事施工会社）の直近年度の単独の損益計算書を提出してください。単独の損

益計算書に下記に示す項目がない場合、決算報告書等も併せて提出してください。 

 

【記載の必須項目】 

《調達先名》 

・工事施工会社名の記載 

《売上高》 

・売上高である金額の記載 

《営業利益》 

・営業利益である金額の記載 

《日付》 

・直近年度であることが確認できる日付の記載 
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６-２０. 地方公共団体が実績報告する場合 

 

地方公共団体が申請者となる場合、または地方公共団体が所有する施設等の指定管理

者が申請者となる場合の提出書類についての補足説明になります。 

 

６-２０-１．交付決定日以降にＶ２Ｈ充放電設備を発注したことが分かる書類 

 

「６-４.Ｖ２Ｈ充放電設備本体の発注書」の提出ができない場合は、以下に示す書類

を提出してください。 

 

・工事請負契約書 

請負者（工事施工会社）と発注者（地方公共団体）との契約書を提出してください。契

約した日付、発注者、発注先、設置場所名称、Ｖ２Ｈ充放電設備のメーカー名、型式、

基数等が確認できることが必要です。工事請負契約書に、Ｖ２Ｈ充放電設備のメーカー

名、型式、基数等の記載がない場合は、別紙にて発注したことを証する書類の提出を求

めます。 

・入札後の申請で交付決定日前に請負者（工事施工会社）と契約を締結している場合、 

請負者（工事施工会社）が交付決定日後にＶ２Ｈ充放電設備メーカーへの発注を行っ

たことがわかる書類を上記の書類と併せて提出してください。 

 

６-２０-２．Ｖ２Ｈ充放電設備本体、工事費の支払証憑 

 

「６-６.Ｖ２Ｈ充放電設備本体の支払を証する領収書」および「６-１０.工事費の支

払を証する領収書」の提出ができない場合は、以下の書類を提出してください。 

 

・申請者が工事施工会社へ振込を完了したことを証する書類（支出命令書等）。 

振込金額（補助金対象経費）、振込先と振込元、支払完了日（振込日）、設置場所名称等

が確認できることが必要です。 

・会計課等の決済処理の場合、支出命令書等と併せて支払の手続きが完了していること

を証する書類「支払システムの画面」を画面キャプチャー等を行い、センターが認める

アップロードのファイル形式にして提出してください。 
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７．取下げ・計画変更等 

７-１. 申請取下げ 

 

（１）申請者は、交付申請の受付前に申請の取止または計画の中止をする場合、オン

ライン申請システムの「申請取止」から申請を取止めてください。 

（２）申請者は、交付申請の受付後または交付決定日以降に申請の取下げを行う場

合、オンライン申請システムの「補助金申請取下」にデータを入力し、セン

ターへ申告してください。 

交付決定日以降においては、当該通知にかかる補助金の交付決定の内容または

これに付された条件に不服がある場合にオンライン申請システムの「補助金申

請取下」を申告することができます。ただし、提出の期間は交付決定通知書を

受領した日から起算して７日以内になります。 

（３）交付決定日以降に、上記（２）以外で計画の中止または廃止による申請の取下

げを行う場合はオンライン申請システムの「計画変更承認申請」にデータを入

力し、センターへ申告してください。 

 

 

 

７-２.状況等の報告 

 

申請者は、センターが発行する「補助金の額の確定通知書」を受領前に、Ｖ２Ｈ充放

電設備設置の遂行状況や確認すべき事由についてセンターが報告を求めた場合は、オン

ライン申請システムの「状況等報告」をセンターが要求する期日までにデータを入力し、

報告する必要があります。 

なお、補助金を受領し、オンライン申請システムの利用終了後は、「状況等報告書（様

式Ｖ１７）」をセンターが要求する期日までに原本を郵送で提出する必要があります。 

 

  

申請の取下げを行った後、改めて申請する場合は、センターが当該取下げの処

理を完了し、申請者へ通知した日以降になります。 
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７-３. 計画変更 

 

７-３-１．公共施設・災害拠点への設置で計画変更をする場合 

 

交付決定日以降に、交付決定内容を変更する場合はセンターへ申告し、承認を得る必

要があります。下記に示す内容を確認の上、オンライン申請システムの計画変更画面に

表示される「工事変更書類」および「変更内容」を選択の上、データを入力し、センター

に申告する必要があります。 

その場合、センターの指示があるまで、計画変更にかかる設置工事は中断する必要が

あります。変更が生じた時点で速やかにセンターへ申告してください。実績報告の提出

までに計画変更が申告されていない場合は、交付決定が取消されることがありますので

注意してください。 

 

計画変更の内容と必要な書類 

 

  

書類（データ入力） 変更内容の例 

「変更届出」 

工事内容に関わらない変更 

・申請者の法人名称変更、代表者変更 

・申請者の住所変更 

・Ｖ２Ｈ充放電設備設置場所名称の変更 

・地番から住所への変更 

・申請者メールアドレスの変更 

「計画変更申告」 

軽微な工事内容の変更 

・ブレーカー容量の変更 

・電源ケーブルのサイズの変更 

・Ｖ２Ｈ充放電設備や付帯設備の基礎サイズの変更 

・付帯設備のメーカー、型式の変更 

・充放電スペースの変更 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を同一敷地内で１０ｍ未満移動 

「計画変更承認申請」 

重要な工事内容の変更および申請の取下げ 

・Ｖ２Ｈ充放電設備を同一敷地内で１０ｍ以上移動 

・受電元の変更（分電盤からキュービクルへの変更等） 

・Ｖ２Ｈ充放電設備の型式の変更 

ただし、出力が同程度の型式の変更に限る。 

・交付決定日以降の、計画の中止または廃止による申請の

取下げ 

提出が不要 
交付決定の内容（申請者・工事内容等）に関わらない変更 

・減額などによる工事費の変更 
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７-３-２．公共施設・災害拠点以外（個人宅、マンション等（共用分電盤）、その他施設）

への設置で計画変更をする場合 

 

交付決定日以降に、交付決定された内容を変更する場合センターへ申告する必要があ

ります。下記に示す内容を確認の上、オンライン申請システムの計画変更画面に表示さ

れる「工事変更書類」および「変更内容」を選択の上、データを入力し、センターに申

告する必要があります。 

変更が生じた時点で速やかにセンターへ申告してください。実績報告の提出までに計

画変更が申告されていない場合は、交付決定が取消されることがありますので注意して

ください。 

 

計画変更の内容と必要な書類 

 
  

書類（データ入力） 変更内容の例 

「変更届出」 

工事内容に関わらない変更 

・申請者の法人名称変更、代表者変更（法人） 

・申請者の住所変更 

・地番から住所への変更 

・Ｖ２Ｈ充放電設備設置場所名称の変更 

・申請者メールアドレスの変更 

「計画変更申告」 

軽微な工事内容の変更 

・申告した工事項目の「有」「無」の変更 

・充放電スペースの変更 

・Ｖ２Ｈ充放電設備の同一敷地内での移動 

「計画変更承認申請」 

重要な工事内容の変更および申請の取下げ 

・Ｖ２Ｈ充放電設備の型式の変更 

ただし、出力が同程度の型式の変更に限る 

・交付決定日以降の、計画の中止または廃止による申請の

取下げ 

提出が不要 

交付決定の内容（申請者・工事項目の「有」「無」等）に

関わらない変更 

・減額などによる工事費の変更 
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７-３-３．計画変更不可事項 

 

以下の内容は計画変更により変更することはできません。変更する場合は、申請の取

下げを行う必要があります。取下げの手続きが完了し、交付申請の提出期間内であれば

再度申請を行うことができます。 

 

（１）申請者の変更 

ただし、下記に示す場合は変更できる場合がありますので速やかにセンターへ連絡し

てください。 

・法人の合併による社名変更等 

・婚姻等による姓名変更 

・申請者の死亡による相続 

（２）リース契約の有無の変更 

（３）Ｖ２Ｈ充放電設備の設置場所住所の変更 

（４）工事施工会社の変更 

（５）Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社の変更 

（６）手続代行者の変更 

（７）Ｖ２Ｈ充放電設備の基数の変更 
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８．財産処分の手続 

８-１.財産処分 

 

補助金の交付を受けた方が、取得財産等を処分することは財産処分に該当します。 

 

（１）補助金の交付を受けた方が、「取得財産等の処分を制限する期間（５年間）」にやむを

得ず「処分を制限された取得財産等」を処分（補助金交付の目的に反して使用、譲

渡、交換、貸し付け、廃棄または担保に供することをいう。）しようとするときは、

あらかじめ「財産処分承認申請書（様式Ｖ１３）」をセンターへ提出し、センターの

承認を得ることが必要です。 

 

（２）センターが、処分を制限された取得財産等の処分を承認する場合においても、処分の

目的、事由によっては、期限を付して補助金の全部または一部の返納を求めることが

あります。 

 

（３）センターの承認を得ずに、取得財産等の処分を行なったことが判明した場合は、セン

ターは補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。 

 

（４）次のア～エの処分は、センターが提出された財産処分承認申請書や添付書類などを確

認し、補助金の返納を不要と認めることがあります。 

ア．処分を制限された取得財産等の処分が本人の責めに帰さないやむを得ない事由による

処分。（天災または過失のない事故等により処分を制限された取得財産等が使用不可能

となり廃棄処分をする場合。） 

イ．住宅および建築物等にＶ２Ｈ充放電設備が設置された場合における、当該住宅および

建築物等の譲渡と併せて行われる当該Ｖ２Ｈ充放電設備の譲渡。 

ウ．申請者が所有していない土地にＶ２Ｈ充放電設備が設置される場合において、当該土

地所有者の意向による土地の利用用途の変更に伴う当該Ｖ２Ｈ充放電設備の処分で

あって、処分後も引き続き当該Ｖ２Ｈ充放電設備が本補助目的の達成を図るために利

用されるものとしてセンターが認めるもの。 

エ．その他センターが特に必要と認める処分。 

 

（５）補助金の交付を受けた方が、「取得財産等の処分を制限する期間（５年間）」にやむを

得ず「処分を制限された取得財産等」を処分（補助金交付の目的に反して使用、譲

渡、交換、貸し付け、廃棄または担保に供することをいう。）に該当しない処分をす

る場合は、あらかじめ「取得財産等届出書（様式Ｖ１２）」をセンターへ提出する必

要があります。 
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８-２. 処分をする場合の手続と注意事項 

 

（１）手続について 

・補助金の交付を受けた方が、やむを得ず「処分を制限された取得財産等」を処分しよう

とする場合には、事前にセンターに「財産処分承認申請書（様式Ｖ１３）」を提出しな

くてはなりません。 

※必要に応じてセンターが「状況等報告書（様式Ｖ１７）」を求めることがあります。 

・センターは、「財産処分承認申請書（様式Ｖ１３）」を受けて処分内容を判断し承認する

場合には、「財産処分承認通知書（様式Ｖ１４）」をもって通知します。この場合、処分

の目的、事由によっては、期限を付して補助金の全部または一部の返納を求めること

があります。 

※センターからの財産処分承認通知書の受領前に「処分を制限された取得財産等」を処

分してはなりません。 

・処分完了後、「状況等報告書（様式Ｖ１７）」にてセンターに処分の内容を報告しなくて

はなりません。 

 

（２）注意事項 

ア．補助金の扱い 

・保有期間や処分の事由等によって、センターが指示する金額の補助金を指定する期

限までに納付しなければなりません。なお、期限までに全額の納付がない場合は、未

納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じ、年利３％で計算した延滞金が発

生します。 

・補助金の返納が完了するまで、同一申請者に対して新しい申請の補助金の交付は行

ないません。 

・取得財産等を処分することによって収入があるとセンターが判断する場合は、その

収入の全部または一部の納付を求めることがあります。 

・補助金の返納の有無や返納額は、処分の目的、事由、提出された財産処分承認申請書

等の内容に基づきセンターで決定します。 

 

イ．センターの承認を得ずに、処分を制限されている取得財産等を処分した場合 

・処分制限期間内に処分したことが判明した場合は、交付された補助金の全部または

一部の返還を求めることがあります。 

・上記の場合は、補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じて加算金（年利１

０．９５％で計算した加算金）の納付も併せて求めることがあります。 
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９．補助事業の経理の書類保管および処理等 
 

（１）申請者は本補助金を申請するにあたり、補助事業の経理と補助事業以外の経理を明確

に区分してください。その場合、収支に関する証拠書類（見積書、契約書、発注書、

請求書、領収書等の帳票類）も明確に区分することが必要です。 

 

（２）補助金の交付を受けて実施したＶ２Ｈ充放電設備等の設置事業に関する経理の帳簿を

備え、その収入額および支出額を記入し、補助金の使途を明らかにすることが必要で

す。 

 

（３）会計帳簿等および収支に関する証拠書類（見積書、契約書、発注書、請求書および領

収書等の帳票類）は設置工事が完了した日の翌年度（４月１日）から５年間いつでも

閲覧できるように申請者が保管しなくてはなりません。 

ただし、個人の申請において、上記の経理処理（会計帳簿の管理など）が困難な場合

でも、見積書、契約書、発注書、請求書および領収書等の帳票類を、設置工事が完了

した日の翌年度（４月１日）から５年間、申請者が保管しなくてはなりません。 

 

（４）本補助金の経理処理（圧縮記帳関連規定の適用）は、所得税法第４２条「国庫補助金

等の総収入金額不算入」または法人税法第４２条「国庫補助金等で取得した固定資産

等の圧縮額の損金算入」の規定を適用することが可能です。 

具体的な経理処理方法については税理事務所等にご相談ください。 
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１０．補助事業の調査 
 

１０-１.実地調査（立ち入り調査） 

 

センターは、補助金交付業務の適正な運営を図るために、補助金受給後の申請者に対

し、Ｖ２Ｈ充放電設備の設置場所、申請者の事務所などへ設置されたＶ２Ｈ充放電設備

の使用および管理状況ならびに会計帳簿等の収支に関する証拠書類の保管状況を立ち

入り調査します。  

申請者は、センターから調査実施の要請があった場合はこれに協力しなければなりま

せん。  

 

調査対象となる書類 

・センターへ補助金交付申請をした書類一式（補助金交付申請書類、実績報告書類） 

・センターが発行した公的書類一式 

 

 

１０-２.Ｖ２Ｈ充放電設備の利用状況調査（調査票） 
 

センターは、本事業の有効利用を評価するために、補助金受給後の申請者ならびに工

事に対し、Ｖ２Ｈ充放電設備の利用状況、利用頻度、運用等に関し、書面などで調査を

実施します。  

申請者は、センターが必要な範囲内においてデータ等の提供を要請した場合は、これ

に協力しなければなりません。  

なお、調査はセンターから申請者へメールにて展開し、申請者はメールに添付されて

いる調査票へ入力後、ご返信いただく場合もあります。 
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１１．参考資料 

参考１．クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等

導入促進補助金交付規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器） 

 

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 

交付規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器） 

 

制定 令和７年７月２４日 

 

（通則） 

第１条 クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器）（以下「補助金」という。）の交付等の事業については、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助金等に係る予

算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、クリーンエネルギー自動

車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金交付要綱（２０２４１２２３財

製第２号）（以下「交付要綱」という。）及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定め

るところによる。 

 

（目的） 

第２条 この規程は、経済産業大臣が定めた交付要綱第２４条第１項の規定に基づき、一般社団

法人次世代自動車振興センター（以下「センター」という。）が、Ｖ２Ｈ充放電設備及び外部給

電器の導入に要する経費の一部を助成する事業（以下「補助事業」という。）の手続等を定め、

もってその業務の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 「Ｖ２Ｈ充放電設備」とは、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車（以下「電気

自動車等」という）から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置で、電動車両用電

力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン Ｖ２Ｈ ＤＣ版」に

基づく検定（ＣＨＡｄｅＭＯ Ｖ２Ｈ ｐｒｏｔｏｃｏｌ認証）に合格しているものをいう。 

二 「外部給電器」とは、電気自動車等から電力を取り出す装置で、電動車両用電力供給シス

テム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン Ｖ２Ｌ ＤＣ版に基づく検定

（ＣＨＡｄｅＭＯ Ｖ２Ｌ ｐｒｏｔｏｃｏｌ認証）に合格しているもの、又はＣＨＡｄｅＭ

Ｏ規格対応車両から電力（ＡＣ１００Ｖ １５００Ｗ以上）の取り出しが可能であることにつ

いて車両製造事業者から２車種以上の認定を受けているものをいう。 

三 Ｖ２Ｈ充放電設備の申請における「設置場所区分」とは、次の２つの区分をいい、区分の

詳細はセンターが別に定める。 

（１）公共施設／災害拠点 

（２）その他施設 
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（交付の対象及び補助率） 

第４条 センターは、地方公共団体、その他の法人（独立行政法人を除く。）、個人及び法人格を

持たないマンション管理組合が行うＶ２Ｈ充放電設備及び外部給電器の導入に要する経費のう

ち、補助金の交付の対象としてセンターが認める経費（以下「補助対象経費」という。）につい

て、センターが別に定める予算額の範囲内において、交付するものとする。この場合において、

当該Ｖ２Ｈ充放電設備及び外部給電器導入に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経

費に含まないものとする。 

なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者並びに別紙  

暴力団排除に関する誓約事項の記に記載されている事項に該当する者は、本補助金の交付対象

としない。 

２ 前項の補助金の交付の対象となるＶ２Ｈ充放電設備及び外部給電器は、一定の仕様に基づき

量産されるものであって、その製造事業者（当該製造事業者が海外法人である場合にあっては、

当該製造事業者の委託を受けた輸入事業者とする。以下同じ。）からの申請により、あらかじめ

センターが承認したものに限る。 

３ 補助対象経費の区分及び補助率は、別表１のとおりとする。 

なお、補助対象経費及び補助率は、必要に応じて見直す。 

 

（補助金交付上限額及び補助金交付額） 

第５条 前条第１項の補助対象経費に係る一基又は一台当たりの補助金交付上限額は、別表２に

定める金額の範囲内で、Ｖ２Ｈ充放電設備及び外部給電器の型式ごと、Ｖ２Ｈ充放電設備の設

置場所区分及び工事の項目ごとにセンターが別に定める。 

２ センターは、前項のセンターが定める補助金交付上限額の範囲内で、Ｖ２Ｈ充放電設備及び

外部給電器の型式ごとに前条第２項承認を行い、これを公表する。 

３ 補助金交付額の算定については、センターが別に定める。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、センターが別に指定す

る申請期間内までに、センターが定める様式による補助金交付申請書をセンターに提出（以下

「交付申請」という。）しなければならない。 

２ 交付申請は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。 

一 Ｖ２Ｈ充放電設備については一つの工事ごとに、外部給電器については 1 台ごとに、行わ

れていること。 

二 国の他の補助金と重複して交付申請していないこと。 

三 申請者が、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に該当していないこと。 

四 申請者が法人にあっては、補助金の交付決定等に関する情報（申請者名（交付決定先）、法

人番号、交付決定日、交付決定額）がオープンデータとしてｇＢｉｚＩＮＦＯに公表される

ことを了承すること。 

五 Ｖ２Ｈ充放電設備（その設置工事も含む。）又は外部給電器をリースする目的で取得する場

合は、リース会社が申請者となり、リース料金の総額に補助金相当額を充当し、値下がりを

反映したリース料金を設定すること。 
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六 交付申請に係るＶ２Ｈ充放電設備又は外部給電器は、今後新規に購入される設備であり、

中古品又は新古品ではないこと。またその発注は交付決定日以降であること。 

七 補助対象経費の支払は交付決定日以降であること。ただし、Ｖ２Ｈ充放電設備に係る補助

対象経費の前払い金等の一部の支払については交付決定日前でも可とする。 

八 Ｖ２Ｈ充放電設備の設置又は外部給電器の購入及びその支払い又は支払い手続きが、第１

１条第１項に規定する実績の報告期限日までに完了すること。 

九 補助対象経費の中に自社製品の調達分がある場合、センターが別に定める方法により利益

等を排除して交付申請をすること。 

十 交付申請に係るＶ２Ｈ充放電設備の設置又は外部給電器の所有に関する情報について、国・

地方公共団体からセンターに情報提供の要請があった場合には、センターが情報提供するこ

とを了承すること。また、災害時等に、Ｖ２Ｈ充放電設備の利用又は外部給電器の貸与につ

いて、国・地方公共団体から協力要請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努める

こと。 

十一 センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ（利用頻度等）を提供し、

当該データについて国への提供を行うことを了承すること。 

十二 別表３の申請要件を満たしていること。 

十三 別表４に定める書類が添付されていること。 

 

（交付の決定等） 

第７条 センターは、前条第１項の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の

審査及び必要に応じて行う現地調査等（以下「交付審査等」という。）により、センターが別に

定める予算額の範囲内において、補助金を交付すべきものと認めたときは、センターが別に定

める期間内に交付の決定を行うものとする。ただし、センターが交付審査等を行うに当たり、

確認等に時間を要する又は申請内容が不適切として申請者に対してその旨の連絡を行ったもの

については、この限りではない。 

なお、交付審査等についてはセンターが別に定める。 

２ センターは、前項の交付の決定を行ったときは、センターが定める様式による補助金交付決

定通知書により速やかに申請者に通知するものとする。 

３ 前項の場合において、センターは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、交付

申請に係る事項につき修正を加えて通知を行うものとする。 

４ センターは、第２項の交付決定通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

５ 第２項に基づき通知した交付決定通知書に記載された日を交付決定日とする。 

６ 申請者は、前項に規定する交付決定日以降にＶ２Ｈ充放電設備又は外部給電器の発注及びＶ

２Ｈ充放電設備の施工の開始をしなければならない。 

７ センターは、第６条第２項第九号の申請があった場合には、別に定める方法により計算され

る利益等について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交

付の決定を行うものとする。 

８ 申請者は第１項の規定に基づく交付の決定によって生じる権利の全部又は一部をセンターの

承認を得ずに、第三者へ譲渡し、又は継承させてはならない。 
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（申請の取下げ） 

第８条 申請者は、前条第２項の規定による補助金交付決定通知を受ける前において、交付申請

を取り下げることができる。交付申請の取下げをしようとするときは、センターに申告又はセ

ンターが定める様式による補助金交付申請取下書をセンターに提出しなければならない。 

２ 申請者は、前条第２項の規定による補助金交付決定通知を受けた場合において、当該通知の

内容又はこれに付された条件に不服があることにより、当該通知のもととなった交付申請を取

り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して７日以内にセンターへ申告又は補

助金交付申請取下書をセンターに提出しなければならない。 

３ センターは、前二項の申告又は補助金交付申請取下書の提出があった場合は、第６条第１項

の交付申請又は前条第１項の交付の決定はなかったものとみなすことができる。 

 

（計画変更の承認等） 

第９条 申請者は、第７条第２項の補助金交付決定通知を受けた後に、当該通知のもととなった

交付申請の内容を変更（全部又は一部の承継、中止又は廃止を含む。）しようとするときは、あ

らかじめセンターが定める様式による計画変更承認申請書をセンターに提出し、センターが定

める様式による計画変更承認通知書により承認を受けなければならない。ただし、Ｖ２Ｈ充放

電設備設置の工事における軽微な変更については、変更内容をセンターに申告し、その指示を

受けることとする。 

なお、軽微な変更についてはセンターが別に定める。 

２ センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条

件を付すことができる。 

 

（状況等報告） 

第１０条 Ｖ２Ｈ充放電設備に係る申請者にあっては、センターが必要と認めて要求したときは、

Ｖ２Ｈ充放電設備の設置工事の遂行状況等について、センターが定める様式による状況等報告

書をセンターが要求する期日までに提出しなければならない。 

 

（実績報告）  

第１１条 第７条第２項の補助金交付決定通知を受けたＶ２Ｈ充放電設備に係る申請者は、Ｖ２

Ｈ充放電設備の設置工事が完了し、かつ、当該Ｖ２Ｈ充放電設備と設置工事に係る補助対象経

費全額の支払いが完了したとき（第９条第１項の規定に基づき中止又は廃止の承認を受けたと

きを含む。）は、センターが別に定める実績の報告期限日までに、実績報告をセンターにしなけ

ればならない。また、外部給電器に係る申請者は、当該外部給電器に係る補助対象経費全額の

支払い又は支払い手続きの完了の日から起算して３０日以内又はセンターが別に定める実績の

報告期限日のいずれか早い日までに、センターが定める様式による実績報告書をセンターに提

出しなければならない。 

２ 前項の場合において、やむを得ない理由によりその報告が遅延する場合には、あらかじめセ

ンターの指示を受けなければならない。 

３ 第１項の実績報告に必要な添付書類は別表４に定める。 
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（補助金の額の確定等） 

第１２条 センターは、前条第１項の実績報告の提出があった場合は、当該報告に係る書類の審

査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が補助金の交付の決定の内容（第９条第

１項の規定に基づく承認をしたときには、その承認された内容）及びこれに付された条件に適

合すると認めたときは、補助金の額を確定する。 

２ センターは前項において前条第１項の実績報告が交付の申請要件を満たしていないことが判

明したときは、必要に応じて、申請内容や工事内容について改善等を指示することができる。 

３ センターは、第１項の補助金の額を確定したときは、センターが定める様式による補助金の

額の確定通知書により、補助金の交付の決定を受けた申請者へ通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１３条 センターは、交付要綱第１７条に基づく経済産業大臣からの補助金の支払があったと

きは、前条の規定により確定した交付すべき補助金を遅延なく申請者に支払うものとする。 

２ 前項の申請者への補助金の支払いは、申請者が実績報告において申告する補助金の支払先に

対する振り込みにより行われるものとする。 

３ 前項に申告される補助金の支払先は申請者名義に限るものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１４条 センターは、第９条第１項の規定による計画変更等の申請があった場合又は第７条第

２項の交付決定通知を受けた申請者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、第７条第

１項の規定による交付の決定の全部又は一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに

付した条件を変更することができる。 

一 法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場

合。 

二 交付決定通知のもととなった交付申請（第９条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後

のもの）の内容と異なる使用等をした場合。 

三 交付の決定後に交付の申請要件を満たさないことが判明した場合。 

四 不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合。 

五 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、交付決定通知のも

ととなった交付申請（第９条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後のもの）の内容の全

部又は一部を継続する必要がなくなった場合。 

六 申請者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。 

２ 前項の規定は、第１２条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。 

３ センターは、第１項に基づき交付決定を取消したときには、センターが定める様式の補助金

交付決定取消通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。 

４ センターは、第１項に基づき交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式の補助金返還命令書により、

期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

５ センターは、前項の補助金の全部又は一部の返還を命じる場合は、第１項第五号に規定する

場合を除き、その命令に係る補助金を申請者が受領した日から返還の日までの日数に応じて、
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返還の額（その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額）

に年利１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を併せて命じることができる。 

６ 第４項の補助金の返還の命令を受けた者は、返還期限までに補助金の返還を行わなければな

らない。 

７ 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない場合

は、センターは未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５％の割

合で計算した延滞金を納付させることができる。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１５条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得したＶ２Ｈ充放電設備、外部

給電器及びＶ２Ｈ充放電設備付帯設備等（以下「取得財産等」という。）については、善良な管

理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って使用しなければならない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式の取得財産等管理

台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。センターは補助金の交付を受けた

者に対し必要に応じ取得財産等管理台帳・取得財産等明細表の開示を求めることができる。 

３ センターは、本規程に準じたクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんイ

ンフラ等導入促進補助金管理規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器）を別表５に定め、補助金

の交付を受けた者に通知し、取得財産等の適正な管理を促し、補助金の交付を受けた者はこれ

を遵守するものとする。 

４ センターは、補助金の交付を受けた者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は

収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができ

る。 

 

（財産処分の制限等） 

第１６条 処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の取得財産

等とする。 

２ 取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を勘案して、センターが別に定

める。 

３ 前項の規定により定められた期間内において、補助金の交付を受けた者が処分を制限された

取得財産等を処分（補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄又は

担保に供することをいう。）しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書を提出し、セ

ンターはこの申請を適正と認めるときは、当該申請に係る処分の内容について承認し、財産処

分承認通知書により通知するものとする。 

４ センターが取得財産等の処分を承認する場合においても、取得財産等の処分の目的、事由に

よっては、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、別表６に掲げるもの

にあっては、適用しない。また、センターの承認を得ずに、取得財産等の処分を行ったことが

判明した場合、センターは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。 

５ 前項による補助金の返還を求められた者は、返還期限までに補助金の返還を行わなければな

らない。 
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６ 前項の返還の期限は、当該命令の通知日から２０日以内とし、期限内に指示をした全額の返

還がない場合は、センターは、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利３％

の割合で計算した延滞金をセンターに納付させることができる。 

７ 前条第４項の規定は、第３項の承認をする場合において準用する。 

８ 第６項の規定は、前条第４項及び前項による収入を納付させる場合において準用する。 

９ センターは、第１４条第４項、前条第４項又は本条第４項において、補助金の返還等を求め

た者及びそれに準ずる者から新しい申請があった場合は、当該補助金の返納が完了したことを

確認するまで、新しい申請の補助金の交付を拒否することができる。 

 

（手続代行者） 

第１７条 Ｖ２Ｈ充放電設備の申請者にあっては、第６条に規定する交付申請及び第１１条に規

定する実績報告に係る業務等の手続きの一部の代行について、第三者（以下「手続代行者」と

いう。）に依頼することができるものとする。ただし、センターが認めた場合を除き、手続代行

者は工事施工会社に限る。 

２ 手続代行者は、申請者の指示に従い依頼された手続きを誠意をもって実施しなければならな

い。また、本手続の代行を通じて申請書に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）に従って取り扱うものとする。 

 

（Ｖ２Ｈ充放電設備設置事業の経理等） 

第１８条 Ｖ２Ｈ充放電設備の補助金の交付を受けた者は、原則として本補助金の交付を受けて

実施したＶ２Ｈ充放電設備の設置事業（以下「Ｖ２Ｈ充放電設備設置事業」という。）に関する

経理についての帳簿を備え、Ｖ２Ｈ充放電設備設置事業以外の経理と区分した上、Ｖ２Ｈ充放

電設備設置事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければなら

ない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、前項の支出額について、その内容を証する書類を整理して、前

項の帳簿とともにＶ２Ｈ充放電設備等設置事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、

センターの要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなけれ

ばならない。 

 

（センターによる調査） 

第１９条 センターは、補助金の交付業務の適正な運営を図るため、必要な範囲において、第４

条第２項の承認を受けたＶ２Ｈ充放電設備及び外部給電器の製造事業者、申請者（補助金の交

付を受けた後を含む。）及び手続代行者（以下「申請者等」という。）に対して所要の調査等を

行うことができる。 

２ 申請者等は、センターが必要な範囲内において調査等を行う場合は、これに協力しなければ

ならない。 

 

（センターによるデータ等の提供要請と協力要請） 

第２０条 センターは、国の施策に基づき、必要な範囲において申請者等に対して電気自動車等

及び充電インフラの普及に資するデータ等の提供を要請することができる。 
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２ 申請者等は、センターが必要な範囲内においてデータ等の提供を申し出た場合は、これに協

力しなければならない。 

 

（予算の執行に関する措置） 

第２１条 センターは、第６条第１項の規定に基づく交付申請の額の累計が、センターが別に定

める予算額を超える又は満たないおそれがあると認めるときは、予算の消化状況を経済産業省

へ報告し、政策的観点を考慮した指導のもと、交付の申請期間を見直すことができるものとす

る。 

なお、この場合には、あらかじめセンターのホームページ等で周知するものとする。 

２ 前項の交付の申請期間の見直しに関する必要事項は、センターが別に定める。 

 

（補助金の返還） 

第２２条 センターは、事業終了後において、補助金の交付を受けた者から補助金の返還があっ

た場合には、速やかに経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の指示に従うものとする。 

 

（個人情報保護等） 

第２３条 センター及びその職員は、本事業を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）に従って取り扱うものとする。 

２ センター及びその職員は、本事業の実施にあたって第４条第２項の承認を受けたＶ２Ｈ充放

電設備及び外部給電器の製造事業者から提供を受けた一切の秘密情報を、当該情報の提供者か

ら了解を得ることなく、国以外の第三者に漏洩し又は交付要綱第２条に規定する交付の目的以

外の目的に利用してはならない。 

３ センターは、本事業の実施にあたって提供された個人情報及び秘密情報については、交付要

綱第２２条第３項における保存期間が経過した際には経済産業大臣へ報告し、その指示に従わ

なければならない。 

 

（不正行為等の公表等） 

第２４条 センターは、申請者等及びＶ２Ｈ充放電設備の工事施工会社が虚偽及び不正行為等に

より補助金の申請手続き等を行った場合、次の各号の措置を講ずることができるものとする。 

一 センターが行う補助事業等の新しい申請の全部又は一部について、一定期間受付を拒否す

ること。 

二 申請者等及びＶ２Ｈ充放電設備の工事施工会社等の名称及び不正の内容を公表すること。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第２５条 申請者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について交付申請前に確認しなけ

ればならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 

なお、申請者が暴力団である又は暴力団との付き合いがあると疑われる場合には、センターは

本事業を通じ申請者に関して得た情報を国に提供することができる。 
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（その他必要な事項） 

第２６条 この交付規程に定めるもののほか、この交付規程の施行に関し必要な事項は、センター

が別に定める。 

２ センターは、交付要綱第２条に規定する交付の目的を達成するために、経済産業大臣から補

助事業の手続等について見直しを求められた場合には、この交付規程及び前項に規定する施行

に関し必要な事項について、所要の見直しを図るものとする。 

３ センターは、交付要綱第２条に規定する交付の目的を達成するために、Ｖ２Ｈ充放電設備及

び外部給電器等の新技術の動向調査、クリーンエネルギー自動車等の普及に向けた調査等を行

うことができる。 

 

 

（附 則） 

この交付規程は、令和７年７月２４日から施行する。 

 

 

  



 

 

－110－ 

別紙 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付申請をするに

当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当し

ないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、

当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）であるとき。 

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

き。 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される

べき関係を有しているとき。 
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（別表１）補助対象経費の区分及び補助率 

事業区分 
補助対象経費 

の区分 
補助率 

Ｖ２Ｈ充放電設備 設備の購入費 ・設置場所区分が公共施設／災害拠点： 

１／２ 以内 

・設置場所区分（がその他施設： 

１／３ 以内 

設置工事費 定額（１／１ 以内）（注１） 

外部給電器 機器の購入費 １／３ 以内 

注１. 定額については、設置工事の内容ごとにセンターが別に定める。 

 

（別表２）補助金交付上限額 

補助対象経費の区分 補助金交付上限額 

Ｖ２Ｈ充放電設備（1基当たり） 

・設置場所区分が公共施設／災害拠点： 

750千円 

・設置場所区分がその他施設： 

500千円 

Ｖ２Ｈ充放電設備の設置工事費 

（1 基当たり） 

・設置場所区分が公共施設／災害拠点： 

950千円 

・設置場所区分がその他施設： 

150千円 

外部給電器 500千円 

 

（別表３）補助金の交付申請要件 

次の要件をすべて満たすこと。 

 

【Ｖ２Ｈ充放電設備】 

①申請者は補助事業を遂行するための売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業

の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、以下の各列記事

項に従うこと。 

イ 補助事業を執行管理する業務における事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行

管理部分を第三者に請負わせ、又は委託してはならない。 

ロ 契約若しくは委託し、又は共同して実施しようとする相手方に対し、補助事業の適正な

遂行のために必要な調査に協力を求めるための措置をとること。 

ハ 契約（契約金額１００万円未満のものを除く。）に当たり、経済産業省から補助金交付

等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約若しくは委託又は共同して実

施する予定の相手方としないこと。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補

助事業の遂行が困難又は不適当である場合は、センターの承認を受けて当該事業者を契約

の相手方とすることができることとする。 

ニ センターは、申請者が前列記事項の規定に違反していると認められるときは、必要な措

置を求めることができるものとし、申請者はセンターから求めがあった場合は、その求め
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に応じること。 

ホ 前各列記事項の規定は、契約若しくは委託又は共同して実施する体制が何重であっても

同様に取り扱うものとし、センターは必要な措置を求めることができるものとする。 

②申請者は、Ｖ２Ｈ充放電設備の所有者であり、かつ当該設備の給電対象施設の使用権を有す

る者であること。ただし、リース会社が申請者の場合は、リース使用者が給電対象施設の使

用権を有する者であること。 

③申請者は、Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する土地の使用権を有する者であること。ただし、リー

ス会社が申請者の場合は、リース使用者が当該設備を設置する土地の使用権を有する者であ

ること。 

④設置可能なＶ２Ｈ充放電設備は、設置場所区分が公共施設／災害拠点の場合は複数基とし、

その他施設の場合は１基に限るものとする。 

⑤Ｖ２Ｈ充放電設備に係る工事の施工開始は交付決定日以降であること。 

⑥補助対象経費の支払方法は原則として金融機関振込とすることに同意していること。他の取

引との相殺払い、手形（電子手形を含む。）による支払及び裏書譲渡、ファクタリング（債権

譲渡）による支払、割賦販売、ローン契約、クレジット契約を利用した支払等によるものは

認めないものとする。 

⑦設置場所区分が公共施設／災害拠点のうち、災害拠点へのＶ２Ｈ充放電設備設置事業の申請

にあっては、地方公共団体等との間で災害時の人的・物的支援に関する協定（「災害協定」「防

災協定」など）が締結されていること。 

 

【外部給電器】 

①申請者は、外部給電器の購入者であること。ただし、リースの外部給電器の場合は、申請者

はリース会社であること。 

②購入費の支払いは、全額を一括で支払うか、又は全額支払いの手続きを完了させること。た

だし、手形を除く。 

 

（別表４）申請に必要な添付書類 

【Ｖ２Ｈ充放電設備】 

●交付申請時 

１．申請者を確認する書類 

①法人（地方公共団体を除く。）にあっては、商業登記簿の全部事項証明書（履歴事項証明

書（写し）又は現在事項証明書（写し））（発行から３か月以内のもの）及びセンターが別

に定める役員名簿（リースの使用者（契約者）も含む。） 

②法人にあっては、法人番号を証する書類 

法人番号指定通知書の写し又はｇＢｉｚＩＮＦＯ（ジービズインフォ）（以下「ｇＢｉｚ

ＩＮＦＯ」という。）等よりダウンロードした該当のＰＤＦファイルデータ等 

③個人にあっては、本人確認書類（免許証（写し）、住民票（写し）等） 

④認可地縁団体にあっては、地方公共団体が発行する認可地縁団体台帳（写し） 

⑤Ｖ２Ｈ充放電設備をリースする目的で取得するものについては、リース事業を生業とする

ことを証する書類の写し（上記①の履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書等で代替

することも可） 
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２．給電対象施設及び設備設置場所の使用権を確認する書類 

３．Ｖ２Ｈ充放電設備本体を確認する書類 

①申請者宛ての見積書（写し）  

メーカー名、型式、購入価格（予定価格）、購入費の支払条件が明記されていること 

４．Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事を確認する書類 

①Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事に係る見積書 

②Ｖ２Ｈ充放電設備の設置場所見取図等 

③設置工事内容が確認できる図面 

④工事着工前の要部写真 

５．その他センターが定めるもの 

 

●実績報告時 

１．Ｖ２Ｈ充放電設備購入・設置完了報告書 

２．Ｖ２Ｈ充放電設備及び設置工事代金の支払い等を確認する書類 

①Ｖ２Ｈ充放電設備代金及び設置工事の代金の支払い証憑（写し） 

②Ｖ２Ｈ充放電設備のメーカーが発行する保証書又はメーカーが認めた第三者の発行する保

証書（ただし、この場合、保証書のフォームはメーカーが定めたもので、第三者の発行を

メーカーが管理できる場合に限る。） 

③Ｖ２Ｈ充放電設備及びその設置工事をリースする目的で取得するものについては、リース

契約書（写し） 

④Ｖ２Ｈ充放電設備設置中及び完了後の要部写真 

⑤Ｖ２Ｈ充放電設備設置の完了を確認できる図面 

３．その他センターが定めるもの 

 

 

【外部給電器】 

●交付申請時 

１．申請者を確認する書類 

①法人（地方公共団体を除く。）にあっては、商業登記簿の全部事項証明書（履歴事項証明書

（写し）又は現在事項証明書（写し））（発行から３か月以内のもの）及びセンターが別に

定める役員名簿（リースの使用者（契約者）も含む。） 

②個人にあっては、本人確認書類（免許証（写し）、住民票（写し）等） 

③認可地縁団体にあっては、地方公共団体が発行する認可地縁団体台帳（写し） 

④マンション管理組合（管理組合法人を除く。）にあっては、マンション管理組合の現在の代

表者が選定されたことを証する書類の写し及び代表者の本人確認書類（免許証、住民票等）

（写し） 

２．申請する外部給電器を確認する書類 

①申請者宛ての見積書（写し）  

メーカー名、型式、購入価格（予定価格）が明記されていること 

３．その他センターが定めるもの 
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●実績報告時 

１．外部給電器購入完了報告書 

２．外部給電器の代金の支払いを確認する書類 

①交付決定日以降に新規に発注された外部給電器であることが確認できる書類 

・発注日が記された保証書又は納品日が記された納品書（写し） 

②外部給電器の代金の支払証憑（写し）又は全額支払いの手続きが完了していること（注２）

を証明する書類（写し）（注３） 

③リース会社がリース目的で購入した外部給電器の場合は、リース契約書（写し） 

３．その他センターが定めるもの 

 

注２. 「全額支払いの手続きの完了」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用す

ることにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。 

注３. 支払証憑（写し）又は全額支払いの手続きが完了していることを証明する書類（写し）

とは、以下の書類をいう。 

１）申請者自身が支払いを完了した代金については、申請者宛ての領収証（購入者が受領し

たものの写し）、又は銀行振込み等で領収証の無いものについては、銀行発行の振込み証

明書（写し）（振込金受取書等）等 

２）ローン、クレジット、保証、割賦等の支払方式を利用した場合は、当該支払方式を合意

したことが明記されている、申請者が契約者となっている契約書等 

 

（別表５）クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助

金管理規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器） 

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 

管理規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器） 

 

１．補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得した取得財産等について、善良な

管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に沿って使用しなければならない。 

 

２．補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式の取得財産等管

理台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。取得財産等管理台帳・取得財

産等明細表は、センターが開示を求めた場合は、開示しなければならない。 

 

３．補助金の交付を受けた者は、センターが別に定める期間（注）内において取得財産等を保

有し、処分を制限された取得財産等を処分（補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交

換、貸し付け（リース事業者を除く。）、廃棄又は担保に供すること等の補助金の交付目的に

反する行為）してはならない。 

 

４．補助金の交付を受けた者は、前項の規定によりに定められた期間内において、取得財産等

を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出し、その承認

を受けなければならない。センターが取得財産等の処分を承認する場合においても、取得財
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産等の処分の目的、事由によっては、期限を付して補助金の全部又は一部の返納を求める場

合がある。また、センターの承認を得ずに、取得財産等の処分を行ったことが判明した場合

は、補助金の全部又は一部の返還を求める場合がある。 

 

 

（注）センターが別に定める期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等を勘

案して、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促

進補助金交付規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器）第１６条第２項に基づく、クリー

ンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金業務実

施細則（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器）に定められた期間とする。 

 

 

（別表６）承認を受けて行われる処分のうち、センターが特に認めるもの 

次に掲げる処分（譲渡の場合にあっては、譲受人が取得財産等を処分制限期間中に新たな財産

処分を行う場合は、あらかじめ財産処分に係るセンターの承認を譲受人自身が得ることについ

て合意がある場合に限る。） 

 

【Ｖ２Ｈ充放電設備】 

１．住宅及び建築物等にＶ２Ｈ充放電設備が設置された場合における、当該住宅及び建築物等

の譲渡と併せて行われる当該Ｖ２Ｈ充放電設備の譲渡。 

２．申請者が所有していない土地にＶ２Ｈ充放電設備が設置される場合において、当該土地所

有者の意向による土地の利用用途の変更に伴う当該取得財産等の処分であって、処分後も

引き続き当該取得財産等が本補助目的の達成を図るために利用されるものとしてセンター

が認めるもの。 

３．その他センターがＶ２Ｈ充放電設備の普及促進に特に必要と認める処分。 

 

【外部給電器】 

１．その他センターが特に認める処分。 
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参考２．クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等

導入促進補助金業務実施細則（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器） 

 

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 

業務実施細則（Ｖ２Ｈ充放電設備・外部給電器） 

 

制定 令和７年７月２４日 

 

（趣旨） 

第１条 一般社団法人次世代自動車振興センター（以下「センター」という。）が行うクリーン

エネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金（Ｖ２Ｈ充放電

設備・外部給電器）（以下「補助金」という。）を交付する業務は、クリーンエネルギー自動車

の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金交付規程（Ｖ２Ｈ充放電設備・外

部給電器）（以下「交付規程」という。）に定めるもののほか、交付規程によりセンターが定め

るこの業務実施細則（以下「実施細則」という。）による。ただし、交付規程第４条第２項に定

める補助対象経費に係るＶ２Ｈ充放電設備及び外部給電器承認の手続についてもセンターが別

に定める。 

 

（用語） 

第２条 この実施細則で使用する用語は、特に定めのない限り交付規程の例による。 

 

（補助金交付上限額） 

第３条 交付規程第５条第１項に規定する型式ごとにセンターが定める補助金交付上限額は、別

表１のとおりとする。 

２ 交付規程第５条第１項に規定するＶ２Ｈ充放電設備工事の項目ごとにセンターが定める補助

金交付上限額は、別表２のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 交付規程第６条第１項に規定するセンターが別に指定する申請期間は別表３のとおりと

する。 

２ 交付規程別表４に規定する申請に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは別表４のと

おりとする。 

３ 申請者は、交付規程第６条第２項第五号に定めるリース契約を含む申請を行う場合にあって

は、交付規程第１６条第２項に定める処分制限期間以上使用することを前提とした契約とする

ことに同意すること。 

４ 交付規程第６条第２項第六号に規定する「中古品」とは、申請者が既に代金を支払い、設置

し、メーカー発行の保証書等を受領したＶ２Ｈ充放電設備及び外部給電器をいい、「新古品」と

は、申請者が代金を支払って既に所有する設置されていないＶ２Ｈ充放電設備及び既に所有す

る外部給電器をいい、いずれもその購入費用は補助対象経費とはならない。 

５ Ｖ２Ｈ充放電設備の申請にあっては、次の各号のとおりとする。 

一 交付規程第６条第２項第一号に定める一つの工事とは、原則、同一施設に属する駐車場に
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Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する工事をいい、 同一施設に属する駐車場が複数あり、別の駐車場

に設置する場合も一つの工事という。 

二 交付規程別表３ Ｖ２Ｈ充放電設備申請要件⑤に定める工事の施工開始とは、Ｖ２Ｈ充放電

設備に係る搬入やＶ２Ｈ充放電設備設置のための基礎工事などの設置に係る準備や工事の一

部又は全部の施工の開始のことをいう。 

三 申請者は、地方公共団体の支庁・支所・出張所等又は法人の支社・支店からの申請を行う

場合にあっては、交付申請と同時に、代表権者から当該支庁・支所・出張所等の長又は当該

支社・支店の長への申請に関する権限の委任がなされたことをセンターに届けなければなら

ない。 

四 申請者は、一つの申請に関し複数の申請者がいる場合に、手続きの代表者を定めた上で共

同して申請（以下「共同申請」という。）することができるものとし、次の各列記事項に定め

る項目に関し他の共同申請者と合意の上で、交付規程第６条第１項の規定による交付申請を

しなければならない。 

イ 交付規程及び実施細則に規定される一切の手続きを行う代表者を定めること。ただし、

原則としてＶ２Ｈ充放電設備を所有するものを代表者とすること。 

ロ 交付規程第６条第２項第四号の規定は、共同申請者に対しても適用する。 

ハ 交付規程別表３ Ｖ２Ｈ充放電設備申請要件①の規定は、共同申請者に対しても適用する。 

ニ 交付規程第１３条第２項の規定に従って補助金の交付を受けた場合は、他の共同申請者

に対して速やかに当該共同申請者が受領すべき補助金相当額を支払うこと。 

ホ 交付規程及び実施細則の規定により補助金の返還義務が発生した場合は、共同申請者は

その返還額の全額を連帯して返還すること。 

五 前号に規定する共同申請をする場合は、共同申請者についても、交付規程別表４ Ｖ２Ｈ充

放電設備 交付申請時 １．申請者を確認する書類を添付しなければならない。 

六 申請者は、交付規程第１７条第１項に規定される手続代行者による申請を行う場合は、次 

の各列記事項に定める項目に関し了承を得た上で手続代行を依頼し、センターへ手続代行者 

を届けなければならない。 

イ 手続代行者は、申請者が依頼する交付規程及び実施細則に規定される手続きの一部を代

行すること。 

ロ 手続代行に係る費用は、補助対象経費とは認められないこと。 

ハ 補助金交付に係るセンター発行の通知書等の書類の送付先に関しては、全て申請者とな

ること。 

ニ 手続代行者は、虚偽の申請等不正行為を行った場合は、交付規程第２４条に基づき、手

続代行業務の停止及び名称の公表等の措置が科せられること。 

七 前号の規定は、交付規程第１１条に規定される実績報告においても適用する。 

八 センターは、手続代行者による不正行為等を認めた場合は、交付規程第１４条に基づき交

付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式による補助金

返還命令書により、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命じるものとする。 

 

（補助金交付額の算定方法） 

第５条 交付規程第５条第３項に規定するセンターが別に定める補助金交付額の算定は、補助対
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象経費ごとに行う。ただし、交付規程第７条第２項の規定による補助金交付決定通知書により

交付した内容に対して、交付規程第１１条第１項の規定による実績報告にて報告された補助対

象経費が増減する場合、原則として減額のみを認め、増額は認めないものとする。 

２ Ｖ２Ｈ充放電設備又は外部給電器の購入費については、申請者が申告するＶ２Ｈ充放電設備

又は外部給電器に係る購入価格に交付規程別表１に示す補助率を乗じた額と、別表１に定める

当該Ｖ２Ｈ充放電設備又は外部給電器と同一の型式の補助金交付上限額のいずれか低い額を補

助金交付額（千円未満の額は切り捨て。）とする。 

３ Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事費については、交付規程別表２に定めた額を補助金交付上限額と

する。設置場所区分が公共施設／災害拠点の場合は、別表２に定める設置工事の項目ごと補助

上限額と申請者が申告する補助対象経費についてセンターが審査し認めた額のいずれか低い方

を合算した額と補助金交付上限額のいずれか低い方の額を補助金交付額（千円未満の額は切り

捨て。）とする。 

また、設置場所区分がその他施設の場合は、別表２に定める設置工事の項目において、申請者

が申告する項目ごとの補助上限額を合算した額、申請者が申告した補助対象経費をセンターが

審査し認めた額及び補助金交付上限額のいずれか低い額を補助金交付額（千円未満の額は切り

捨て。）とする。 

 

（利益等排除の方法） 

第６条 交付規程第６条第２項第九号に規定する調達分がある場合は、補助対象経費に申請者の

利益が含まれることなるため、センターは、交付規程第７条第１項の交付の決定及び同規程第

１２条第１項の補助金の額の確定において、補助対象経費から利益等を排除して補助金交付額

を決定する。利益等排除の方法は別表５に定める。 

２ Ｖ２Ｈ充放電設備の申請において、申請者は前項に規定する方法により利益等排除の交付申

請をしようとするときは、交付規程第６条第１項の規定による交付申請と同時に、利益等排除

の申告をセンターにしなければならない。 

３ Ｖ２Ｈ充放電設備の申請において、申請者は第１項に規定する方法による交付規程第７条第

２項の交付の決定の通知を受けた場合は、同規程第１１条第１項の規定による実績の報告をし

ようとするときに、利益等排除の申立をセンターにしなければならない。 

 

（交付の決定等） 

第７条 Ｖ２Ｈ充放電設備の申請において、交付規程第６条第１項の交付申請があった場合は、

当該申請書類等の確認を行い、次の各号により受付の可否を判断するものとする。 

一 所定の申請及び添付書類並びにその記載内容が適正であるものについては受付を行い、申

請の相違等、センターが適正でないと認めたものは、受付を不可とするとともにその旨を申

請者に通知するものとする。 

二 前号において、交付申請書類等にセンターが不備があると認めた場合は、センターが申請

者に一定期間内に書類等の不備を是正するように指示し、受付を保留することができるもの

とする。 

三 前号にあっては、センターが指示する一定期間内を超えても不備の是正がされない場合は、

第一号同様に受付を不可とし、その旨を申請者に通知するものとする。 
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四 前各号の規定は、実績報告においても適用する。 

五 交付規程第６条第１項に規定するセンターが別に指定する申請期間内において、Ｖ２Ｈ充

放電設備の設置場所が同一施設に属する駐車場に複数の申請が行われている場合は、セン

ターへ先に到着した交付申請を有効とし、その他の申請は受付不可とするとともにその旨を

申請者に通知するものとする。 

２ センターは、Ｖ２Ｈ充放電設備の交付審査等をするにあたり、Ｖ２Ｈ充放電設備等の導入を

図る地方公共団体に対して、設備設置が円滑に実施できるよう十分に配慮するものとする。 

３ 交付規程第７条第１項に規定するセンターが別に定める交付の決定を行う期間は別表３のと

おりとする。 

 

（計画変更の承認等） 

第８条 センターは、交付規程第７条第３項に規定する交付申請に係る事項の修正、同条第４項

に規定する条件の付加、同第９条に規定する計画変更の承認及びその他の理由により、当初の

交付申請に係る補助金額が増減する場合、原則として減額のみを認め、増額は認めないものと

する。 

２ Ｖ２Ｈ充放電設備の申請者は、交付規程第９条第１項の計画変更をしようとするときに、別

表６にセンターが定める軽微な変更を行う場合は、センターに計画変更の申告をするものとす

る。 

３ 前項において変更の内容が工事の内容に関わらない軽微な変更とセンターが認める場合は、

センターに変更内容の報告をもって届けることとする。 

４ センターは、第２項において申告された変更の内容が、軽微であると認められる場合は、第

２項に定める計画変更の申告をもって承認する。 

５ 外部給電器の申請にあっては、交付規程第９条に規定するところの計画変更の内容が、軽微

な変更であると認められる場合は、計画変更の承認申請によらず、届出とすることができる。 

 

（実績報告等） 

第９条 交付規程第１１条第１項に規定するセンターが別に定める実績報告の提出期限日は、別

表３のとおりとする。 

２ 交付規程第６条第２項第八号に定めるＶ２Ｈ充放電設備の設置完了とは、補助対象経費に係

るＶ２Ｈ充放電設備を稼働せしめる設置工事が全て完了した日のことをいう。 

３ 交付規程別表４に規定する実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは、別表

４のとおりとする。 

 

（財産処分の制限等） 

第１０条 交付規程第１６条第２項に規定する取得財産等の処分を制限する期間を別表７のとお

り定める。 

２ 交付規程第１６条第３項の承認を受けて行われる処分のうち、別表８に掲げるものにあって

は、同項の規定は適用しない。 

３ Ｖ２Ｈ充放電設備及び付帯設備については、補助金の交付を受けた者は、前項においてセン

ターが認める処分を行うときは、センターが定める様式による取得財産等届出書をもって届け
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ることとする。 

４ センターは、交付規程第１６条第３項に基づき提出された財産処分承認申請書の処分の内容

が、補助事業の目的を達成できないとしてセンターが認めたときは、交付をした補助金の全部

又は一部の返還を求め、財産処分承認通知書により通知するものとする。ただし、その取得財

産等の処分が本人の責めに帰さないやむを得ない事由によるものとして次の各号に該当すると

きは、センターは補助金の返還を求めないものとする。 

一 天災又は過失のない事故等により補助対象Ｖ２Ｈ充放電設備又は外部給電器が使用不能と

なり廃棄処分した場合。 

二 その他センターが特に認める場合。 

５ 前項において、センターが補助金の返還を求めるときは、減価償却資産における償却方法の

考え方に基づき、当該返還額は、補助金交付額等を勘案して算出される額とする。 

６ Ｖ２Ｈ充放電設備及び付帯設備については、補助金の交付を受けた者が、交付規程第１６条

第１項において処分を制限されていない取得財産等の処分をするとき又は処分を制限された取

得財産等を同規程第１６条第３項に規定された処分に該当しない処分をするときは、あらかじ

め取得財産等届出書をもって届けることとする。 

 

（予算の執行に関する措置） 

第１１条 交付規程第２１条第２項に規定する交付の申請期間の見直しに関する必要な事項を次

の各項に定める。 

２ センターは、交付規程第６条第１項に基づき提出された交付申請の額の累計がセンターが別

に定める予算額を超えると予想される場合又はその他不測の事態が想定される若しくは発生し

た場合は、交付の申請期間を短縮し、交付申請の受付を中止することができるものとする。 

なお、この場合には、センターのホームページ上であらかじめ周知するものとする。ただし、

申請受付残日数を考慮し、予告の是非判断は経済産業省の指導のもとセンターが行う。 

３ 交付の申請期間内に交付申請の額の累計がセンターが別に定める予算額を超えた場合は、到

着日により先着順位を設定し、予算額を越えた時点で交付申請の受付を終了する。 

なお、交付申請の到着日の日付が予算額を超えた当日及びそれ以降の申請については、これを

無効とする。  

４ センターは、交付規程第６条第１項に基づき提出された交付申請の額の累計がセンターが別

に定める予算額に満たないと予想される場合は、第４条第１項に定める申請期間を超えて、交

付申請を受付することができるものとする。 

なお、この場合には、センターのホームページ上で交付の申請期間を延長することを告知する。 

５ 第３項の規定は、前項の延長を行った場合において準用する。 

６ センターは、第２項の交付の申請期間の短縮及び受付の中止並びに第４項の交付の申請期間

の延長を行う場合は、センターが別に定める予算額の範囲により、事業ごとに交付申請の受付

期間を見直すことができるものとする。 

 

（審査委員会） 

第１２条 センターは、有識者等による審査委員会を組織し、経済産業省に提出する交付規程の

審議、実施細則の制定及び変更（軽微なものを除く。）、第１条に基づく補助対象経費に係るＶ

２Ｈ充放電設備及び外部給電器承認の手続きの制定及び変更、交付規程第４条第２項に基づく
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補助金対象経費に係るＶ２Ｈ充放電設備及び外部給電器の承認等、同規程第５条に基づく補助

金交付上限額の決定等、その他補助金の交付業務に係る重要な事項等について、当該審査委員

会の審議を経なければならない。 

 

（様式） 

第１３条 交付規程によりセンターが定める様式は、様式Ｖ０１から様式Ｖ１９、様式１から様

式１９のとおりとする。 

 

（附 則） 

１．この実施細則の制定は、第１２条の審査委員会の審議を経て決定する。 

２．この実施細則は、交付規程の適用日（令和７年７月２４日）から適用する。 
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（別表１）型式ごとの補助金交付上限額 

 

対象となるＶ２Ｈ充放電設備及び外部給電器はセンターホームページにおいてご案内いたし

ますので、参照してください。センターが承認したＶ２Ｈ充放電設備及び外部給電器が追加さ

れた場合は、順次センターホームページも更新します。 

（次世代自動車振興センターホームページ http://www.cev-pc.or.jp/） 

 

 

【Ｖ２Ｈ充放電設備】 

センターホームページの掲載フォーム 

Ｖ２Ｈ充放電設備の補助上限額：750 千円 

メーカー名 型式 
充電出力 

（kW） 

放電出力 

（kW） 

公共施設  

災害拠点 

補助率１/２ 

（千円） 

その他 

補助率１/３ 

（千円） 

      

      

      

      

      

 

 

【外部給電器】 

センターホームページの掲載フォーム 

外部給電器の補助上限額：500 千円 

メーカー名 型式 

当該機種の 

補助金交付上限額 

（千円） 
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（別表２）Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事の項目と補助金交付上限額 

【設置場所区分が公共施設／災害拠点の場合】 

No 補助対象となる工事の項目 項目ごと補助上限額 

(1) 設備設置工事費  

① 
設備設置基礎工事費 

基数単位 

 150千円 

設備本体搬入費   15千円 

② 電気配線工事費  850千円 

(2) 付帯設備設置工事費  

① 充電スペースのライン引き 

基数単位 

 50 千円 

② 路面表示  150千円 

③ 屋根  一つの申請で屋根と小屋

を重複して選択はできな

い。 

 450千円 

④ 小屋  450千円 

⑤ 設備防護用部材  80千円 

⑥ 電灯  50千円 

(3) その他設置に係る費用  

① 雑材・消耗品費、養生費 

申請単位 

 50千円 

② 図面作成費  100千円 

③ レイアウト検討  100千円 

④ 電力会社協議費  20千円 

⑤ 安全誘導費  30千円 

⑥ 監督等の労務費  50千円 

1 基設置の場合の補助金交付上限額  950千円 

「一つの工事」で複数のＶ２Ｈ充放電設備を設置の場合は、基数単位となっている工事項目ご

との補助金交付上限額については、当該項目ごとに定められた別表２の補助上限額に設置基数

を乗じた額とする。また、「一つの工事」で複数のＶ２Ｈ充放電設備を設置する場合の設置工

事費の補助金交付上限額については、別にセンターが定める。 

 

【設置場所区分がその他施設の場合】 

No 補助対象となる工事の項目 項目ごと補助上限額 

1 基礎工事  7千円 

2 据付工事  20千円 

3 本体搬入費  10千円 

4 電気関連工事  70千円 

5 諸費用  30千円 

6 離島への運搬費  30千円 

補助金交付上限額  150千円 
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（別表３）センターが定める期間等 

事業 交付申請期間（注１） 交付決定期間（注１） 実績報告期限日（注１） 

Ｖ２Ｈ充放電設備 
令和７年 

７月２５日（金） 

～ 

９月３０日（火） 

令和７年 

９月～１１月下旬 

令和８年 

１月３０日（金） 
外部給電器 

注１．詳細な日時や時間はセンターが別に定める。 

 

（別表４）交付申請・実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるもの 

【Ｖ２Ｈ充放電設備】 

●交付申請時 

①Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する土地を所有していない場合は、土地の利用及びＶ２Ｈ充放電設

備設置の許諾を証する書類 

②Ｖ２Ｈ充放電設備の給電対象施設を所有していない場合は、当該施設の利用及びＶ２Ｈ充放

電設備設置の許諾を証する書類 

③設置場所区分が公共施設／災害拠点のうち、災害拠点へのＶ２Ｈ充放電設備設置事業の申請

にあっては、地方公共団体等との間で災害時の人的・物的支援に関する協定（「災害協定」

「防災協定」など）が締結されていることを証する書類 

④その他必要に応じてセンターが定めるもの 

 

●実績報告時 

①Ｖ２Ｈ充放電設備代金及び設置工事代金の支払証憑の内訳明細 

（Ｖ２Ｈ充放電設備の本体価格等の内訳が記載されているもの） 

②Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事の完了を証する書類 

③Ｖ２Ｈ充放電設備及びその設置工事がリースの場合にあっては、貸与料金の算定根拠明細書 

④その他必要に応じてセンターが定めるもの 

 

【外部給電器】 

●交付申請時 

①外部給電器がリースの場合にあっては、貸与料金の算定根拠明細書又は補助金相当額がリー

ス料金に反映されたことを証する書面 

②その他必要に応じてセンターが定めるもの 

 

●実績報告時 

①その他必要に応じてセンターが定めるもの 

  



 

 

－125－ 

（別表５）利益等排除の方法 

【Ｖ２Ｈ充放電設備及び設備設置工事の場合】 

１．利益等排除の対象となる調達先 

申請者（個人を除く。リースの場合はそのリース契約の使用者を含む。以下、この表で同

じ。）が次の（１）から（３）の関係にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経由し

た場合、いわゆる下請会社の場合も含む。）は、利益等排除の対象とする。 

利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関連

会社及び関係会社に基づく。（注２） 

（１）申請者自身 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除く。） 

２．Ｖ２Ｈ充放電設備の利益等排除の方法 

２－１．Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーとの関係性の確認 

（１）申請者の自社調達の場合 当該調達品の製造原価（注３）をもって補助対象

経費とする。 

（２）１００％同一の資本に属するグループ

企業からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上高に対する売上総利益の

割合（以下「売上総利益率」といい、売上総

利益率がマイナスの場合は０とする。）を

もって補助対象経費から利益相当額の排除

を行う。 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除く。）

からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上高に対する営業利益の割

合（以下「営業利益率」といい、営業利益率

がマイナスの場合は０とする。）をもって補

助対象経費から利益相当額の排除を行う。 

２－２．Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社との関係性の確認 

（１）申請者の自社調達の場合 申請不可とする。 

（２）１００％同一の資本に属するグループ

企業からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上総利益率をもって補助対

象経費から利益相当額の排除を行う。売上総

利益率がマイナスの場合は０とする。 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除く。）

からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における営業利益率をもって補助対象

経費から利益相当額の排除を行う。営業利益

率がマイナスの場合は０とする。 
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３．設置工事の利益等排除の方法 

（１）申請者の自社調達の場合 申請不可とする。 

（２）１００％同一の資本に属するグループ

企業からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上総利益率をもって補助対

象経費から利益相当額の排除を行う。売上総

利益率がマイナスの場合は０とする。 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除く。）

からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における営業利益率をもって補助対象

経費から利益相当額の排除を行う。営業利益

率がマイナスの場合は０とする。 

 

【外部給電器の場合】 

１．利益等排除の対象となる調達先 

申請者（リースの場合はそのリース契約の使用者を含む。以下、この表で同じ。）が、交

付申請する外部給電器の製造事業者である場合、利益等排除の対象とする。 

２．外部給電器の利益等排除の方法 

通常の補助金交付額に対して、購入価格に対する製造原価（注３）の比率をもって利益相当

額の排除を行う。 

注２．親会社とは、他の会社（子会社）の議決権のある株式の５０％超を保有している会 

社のこと。 

子会社とは、他の会社（親会社）に議決権のある株式の５０％超を保有されている 

会社のこと。 

関連会社とは、他の会社に議決権のある株式を２０％以上５０％未満保有されてい 

る会社のこと。 

関係会社とは、親会社、子会社及び関連会社のこと。 

注３．当該調達品の製造原価については、製造原価を証明する資料の提出をするものとする。 

 

（別表６）Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事における軽微な変更 

変更項目 変更内容 

１．工事内容の変更 ①ブレーカー容量の変更 

②電源ケーブルのサイズの変更 

③Ｖ２Ｈ充放電設備や付帯設備の基礎サイズの変更 

④付帯設備のメーカー、型式の変更 

⑤充電スペースの変更 

⑥Ｖ２Ｈ充放電設備を同一敷地内で１０ｍ未満移動 

⑦その他センターが認める変更 
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２．工事内容に関わらない 

変更 

①申請者（共同申請者含む。）の法人名称変更、代表者変更 

②申請者（共同申請者含む。）の住所変更 

③Ｖ２Ｈ充放電設備設置場所名称の変更 

 

（別表７）取得財産等の処分を制限する期間 

対象となる取得財産等 処分を制限する期間※ 

Ｖ２Ｈ充放電設備及びその付帯設備 設置完了日から５年 

外部給電器 納品日から３年 

（※処分を制限する取得財産等は取得価格が単価５０万円以上のものを対象とする。） 

 

（別表８）取得財産等の処分のうち、センターが認めるもの 

【Ｖ２Ｈ充放電設備】 

次に掲げる処分（貸し付けの場合にあっては、補助金の交付を受けた者が、Ｖ２Ｈ充放電設

備等の所有権を留保するものに限る。） 

 

１．天災又は過失のない事故等により補助対象Ｖ２Ｈ充放電設備が使用不能となり廃棄処分し

た場合 

２．Ｖ２Ｈ充放電設備設置後に本補助金の目的の達成を図るために、充電インフラネットワー

ク会社等へ行われる利用権の許諾 

３．Ｖ２Ｈ充放電設備の塗装等による広告目的使用。ただし、充放電機能を低下させたり、外

見を著しく阻害させたりしてはならない 

４．その他センターがＶ２Ｈ充放電設備の普及促進に特に必要と認める場合 

 

【外部給電器】 

１．取得財産等が天災等により使用不能になり廃棄処分した場合 

２．その他センターが特に認める場合 
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参考３．クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程（Ｖ２Ｈ充放電設備） 

 

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程（Ｖ２Ｈ充放電設備） 

 

制定 令和７年７月２４日 

 

（通則） 

第１条 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（Ｖ２Ｈ充放電設備）（以下「補助金」という。）

の交付等の事業については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法

律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２

５５号）、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付要綱（２０２４１２２３財製第１号）

（以下「交付要綱」という。）及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところに

よる。 

 

（目的） 

第２条 この規程は、経済産業大臣が定めた交付要綱第２４条第１項の規定に基づき、一般社団

法人次世代自動車振興センター（以下「センター」という。）が、Ｖ２Ｈ充放電設備の導入に要

する経費の一部を助成する事業（以下「補助事業」という。）の手続等を定め、もってその業務

の適正かつ確実な処理を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 「Ｖ２Ｈ充放電設備」とは、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車（以下「電気

自動車等」という）から電力の取り出し及び電気自動車等に充電する装置で、電動車両用電

力供給システム協議会規格「電動自動車用充放電システムガイドライン Ｖ２Ｈ ＤＣ版」に

基づく検定（ＣＨＡｄｅＭＯ Ｖ２Ｈ ｐｒｏｔｏｃｏｌ認証）に合格しているものをいう。 

二 「設置場所区分」とは、次の２つの区分をいい、区分の詳細はセンターが別に定める。 

（１）個人宅 

（２）マンション等（共用分電盤） 

 

（交付の対象及び補助率） 

第４条 センターは、地方公共団体、その他の法人（独立行政法人を除く。）、個人及び法人格を

持たないマンション管理組合が行うＶ２Ｈ充放電設備の導入に要する経費のうち、補助金の交

付の対象としてセンターが認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、センターが

別に定める予算額の範囲内において、交付するものとする。この場合において、当該Ｖ２Ｈ充

放電設備導入に要する経費の消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まないものとする。 

なお、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者並びに別紙 

暴力団排除に関する誓約事項の記に記載されている事項に該当する者は、本補助金の交付対象

としない。 

２ 前項の補助金の交付の対象となるＶ２Ｈ充放電設備は、一定の仕様に基づき量産されるもの

であって、その製造事業者（当該製造事業者が海外法人である場合にあっては、当該製造事業
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者の委託を受けた輸入事業者とする。以下同じ。）からの申請により、あらかじめセンターが

承認したものに限る。 

３ 補助対象経費の区分及び補助率は、別表１のとおりとする。 

なお、補助対象経費及び補助率は、必要に応じて見直す。 

 

（補助金交付上限額及び補助金交付額） 

第５条 前条第1項の補助対象経費に係る一基当たりの補助金交付上限額は、別表２に定める金額

の範囲内で、Ｖ２Ｈ充放電設備の型式ごと、設置場所区分及び工事の項目ごとにセンターが別

に定める。 

２ センターは、前項のセンターが定める補助金交付上限額の範囲内で、Ｖ２Ｈ充放電設備の型

式ごとに前条第２項の承認を行い、これを公表する。 

３ 補助金交付額の算定については、センターが別に定める。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、センターが別に指定す

る申請期間内までに、交付申請をしなければならない。 

２ 交付申請は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。 

一 一つの工事ごとに、行われていること。 

二 国の他の補助金と重複して交付申請していないこと。 

三 申請者が、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に該当していないこと。 

四 申請者は補助事業を遂行するための売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事

業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、以下の各列記

事項に従うこと。 

イ 補助事業を執行管理する業務における事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行

管理部分を第三者に請負わせ、又は委託してはならない。 

ロ 契約若しくは委託し、又は共同して実施しようとする相手方に対し、補助事業の適正な遂

行のために必要な調査に協力を求めるための措置をとること。 

ハ 契約（契約金額１００万円未満のものを除く。）に当たり、経済産業省から補助金交付等

停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約若しくは委託又は共同して実施

する予定の相手方としないこと。ただし、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助

事業の遂行が困難又は不適当である場合は、センターの承認を受けて当該事業者を契約の

相手方とすることができることとする。 

ニ センターは、申請者が前列記事項の規定に違反していると認められるときは、必要な措

置を求めることができるものとし、申請者はセンターから求めがあった場合は、その求め

に応じること。 

ホ 前各列記事項の規定は、契約若しくは委託又は共同して実施する体制が何重であっても

同様に取り扱うものとし、センターは必要な措置を求めることができるものとする。 

五 Ｖ２Ｈ充放電設備（その設置工事も含む。）をリースする目的で取得する場合は、リース会

社が申請者となり、リース料金の総額に補助金相当額を充当し、値下がりを反映したリース

料金を設定すること。 
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六 申請者は、Ｖ２Ｈ充放電設備の所有者であり、かつ、当該設備の給電対象施設の使用権を

有する者であること。ただし、リース会社が申請者の場合は、リースの使用者が給電対象施

設の使用権を有する者であること。 

七 申請者は、Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する土地の使用権を有する者であること。ただし、リー

ス会社が申請者の場合は、リース使用者が当該設備を設置する土地の使用権を有する者であ

ること。 

八 設置するＶ２Ｈ充放電設備は１基であること。 

九 交付申請に係るＶ２Ｈ充放電設備は、今後新規に購入される設備であり、中古品又は新古

品ではないこと。またその発注は交付決定日以降であること。 

十 Ｖ２Ｈ充放電設備に係る工事の施工開始は交付決定日以降であること。 

十一 補助対象経費の支払は交付決定日以降であること。ただし、前払い金等の一部の支払に

ついては交付決定日前でも可とする。 

十二 前号の補助対象経費の支払方法は原則として金融機関振込とすることに同意しているこ

と。他の取引との相殺払い、手形（電子手形を含む。）による支払及び裏書譲渡、ファクタリ

ング（債権譲渡）による支払、割賦販売、ローン契約、クレジット契約を利用した支払等に

よるものは認めないものとする。ただし、申請者が個人かつ設置場所区分が個人宅の場合は、

割賦販売、ローン契約、クレジット契約を利用した支払いを可とする。 

十三 Ｖ２Ｈ充放電設備の設置及びその支払い又は支払い手続きが、第１１条第１項に規定す

る実績の報告期限日までに完了すること。 

十四 補助対象経費の中に自社製品の調達又は関係会社からの調達分（工事等を含む。）がある

場合、センターに申告をすること。 

十五 Ｖ２Ｈ充放電設備の設置に関する情報について、国・地方公共団体からセンターに情報

提供の要請があった場合には、センターが情報提供することを了承すること。 

また、災害時等に、申請するＶ２Ｈ充放電設備の利用について国・地方公共団体から協力要

請があった場合には、可能な範囲で協力するよう努めること。 

十六 センターから求められた場合には、利用状況に関するデータ（利用頻度等）を提供し、

当該データについて国への提供を行うことを了承すること。 

十七 別表３の申請要件を満たしていること。 

十八 別表４に定める書類が添付されていること。 

 

（交付の決定等） 

第７条 センターは、前条第１項の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の

審査及び必要に応じて行う現地調査等（以下「交付審査等」という。）により、センターが別に

定める予算額の範囲内において、補助金を交付すべきものと認めたときは、センターが別に定

める期間内に交付の決定を行うものとする。ただし、センターが交付審査等を行うに当たり、

確認等に時間を要する又は申請内容が不適切として申請者に対してその旨の連絡を行ったもの

については、この限りではない。 

なお、交付審査等についてはセンターが別に定める。 

２ センターは、前項の交付の決定を行ったときは、センターが定める様式による補助金交付決

定通知書により速やかに申請者に通知するものとする。 
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３ 前項の場合において、センターは、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、交付

申請に係る事項につき修正を加えて通知を行うものとする。 

４ センターは、第２項の交付決定通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

５ 第２項に基づき通知した交付決定通知書に記載された日を交付決定日とする。 

６ 申請者は、前項に規定する交付決定日以降にＶ２Ｈ充放電設備の発注及び施工の開始をしな

ければならない。 

７ センターは、第６条第２項第十四号の申告があった場合には、別に定める方法により計算さ

れる利益等について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して

交付の決定を行うものとする。 

８ 申請者は第１項の規定に基づく交付の決定によって生じる権利の全部又は一部をセンターの

承認を得ずに、第三者へ譲渡し、又は継承させてはならない。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 申請者は、前条第２項の規定による補助金交付決定通知を受ける前において、交付申請

を取り下げることができる。交付申請の取下げをしようとするときは、センターに申告しなけ

ればならない。 

２ 申請者は、前条第２項の規定による補助金交付決定通知を受けた場合において、当該通知の

内容又はこれに付された条件に不服があることにより、当該通知のもととなった交付申請を取

り下げようとするときは、当該通知を受けた日から起算して７日以内にセンターへ申告しなけ

ればならない。 

３ センターは、前二項の申告があった場合は、第６条第１項の交付申請又は前条第１項の交付

の決定はなかったものとみなすことができる。 

 

（計画変更の承認等） 

第９条 申請者は、第７条第２項の補助金交付決定通知を受けた後に、当該通知のもととなった

交付申請の内容を変更（全部又は一部の承継、中止又は廃止を含む。）しようとするときは、セ

ンターにあらかじめ計画変更の承認申請をし、計画変更承認通知書により承認を受けなければ

ならない。ただし、軽微な変更については、変更内容をセンターに申告し、その指示を受ける

こととする。 

なお、軽微な変更についてはセンターが別に定める。 

２ センターは、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条

件を付すことができる。 

 

（状況等報告） 

第１０条 申請者は、センターが必要と認めて要求したときは、Ｖ２Ｈ充放電設備の設置工事の

遂行状況等について、センターが定める様式による状況等報告書をセンターが要求する期日ま

でに提出しなければならない。 

 

（実績報告）  

第１１条 第７条第２項の補助金交付決定通知を受けた申請者は、Ｖ２Ｈ充放電設備の設置工事
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が完了し、かつ、当該Ｖ２Ｈ充放電設備と設置工事に係る補助対象経費全額の支払い又は支払

い手続きが完了したとき（第９条第１項の規定に基づき中止又は廃止の承認を受けたときを含

む。）は、センターが別に定める実績の報告期限日までに、実績報告をセンターにしなければな

らない。 

２ 前項の場合において、やむを得ない理由によりその報告が遅延する場合には、あらかじめセ

ンターの指示を受けなければならない。 

３ 第１項の実績報告に必要な添付書類は別表４に定める。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１２条 センターは、Ｖ２Ｈ充放電設備の設置に係る前条第１項の実績報告の提出があった場

合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が補助金

の交付の決定の内容（第９条第１項の規定に基づく承認をしたときには、その承認された内容）

及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定する。 

２ センターは前項において前条第１項の実績報告が交付の申請要件を満たしていないことが判

明したときは、必要に応じて、申請内容や工事内容について改善等を指示することができる。 

３ センターは、第１項の補助金の額を確定したときは、センターが定める様式による補助金の

額の確定通知書により、補助金の交付の決定を受けた申請者へ通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第１３条 センターは、交付要綱第１７条に基づく経済産業大臣からの補助金の支払があったと

きは、前条の規定により確定した交付すべき補助金を遅延なく申請者に支払うものとする。 

２ 前項の申請者への補助金の支払いは、申請者が実績報告において申告する補助金の支払先に

対する振り込みにより行われるものとする。 

３ 前項に申告される補助金の支払先は申請者名義に限るものとする。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１４条 センターは、第９条第１項の規定による計画変更等の申請があった場合又は第７条第

２項の交付決定通知を受けた申請者が次の各号の一に該当すると認められる場合は、第７条第

１項の規定による交付の決定の全部又は一部を取消し、又は交付の決定の内容若しくはこれに

付した条件を変更することができる。 

一 法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づくセンターの処分若しくは指示に違反した場

合。 

二 交付決定通知のもととなった交付申請（第９条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後

のもの）の内容と異なる使用等をした場合。 

三 交付の決定後に交付の申請要件を満たさないことが判明した場合。 

四 不正、怠慢その他の不適当な行為をした場合。 

五 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更により、交付決定通知のも

ととなった交付申請（第９条の計画変更の承認等を受けた場合は承認後のもの）の内容の全

部又は一部を継続する必要がなくなった場合。 

六 申請者が、別紙暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合。 



 

 

－133－ 

２ 前項の規定は、第１２条に規定する補助金の額の確定があった後においても適用する。 

３ センターは、第１項に基づき交付決定を取消したときには、センターが定める様式の補助金

交付決定取消通知書により、速やかに申請者に通知するものとする。 

４ センターは、第１項に基づき交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式の補助金返還命令書により、

期限を付して補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

５ センターは、前項の補助金の全部又は一部の返還を命じる場合は、第１項第五号に規定する

場合を除き、その命令に係る補助金を申請者が受領した日から返還の日までの日数に応じて、

返還の額（その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額）

に年利１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を併せて命じることができる。 

６ 第４項の補助金の返還の命令を受けた者は、返還期限までに補助金の返還を行わなければな

らない。 

７ 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない場合

は、センターは未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５％の割

合で計算した延滞金を納付させることができる。 

 

（取得財産等の管理等） 

第１５条 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得したＶ２Ｈ充放電設備及び付

帯設備等（以下「取得財産等」という。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、補

助金交付の目的に従って使用しなければならない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式の取得財産等管理

台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。センターは補助金の交付を受けた

者に対し必要に応じ取得財産等管理台帳・取得財産等明細表の開示を求めることができる。 

３ センターは、本規程に準じたクリーンエネルギー自動車導入促進補助金管理規程（Ｖ２Ｈ充

放電設備）を別表５に定め、補助金の交付を受けた者に通知し、取得財産等の適正な管理を促

し、また、補助金の交付を受けた者はこれを遵守するものとする。 

４ センターは、補助金の交付を受けた者が取得財産等を処分することにより収入があり、又は

収入があると認められるときは、その収入の全部又は一部をセンターに納付させることができ

る。 

 

（財産処分の制限等） 

第１６条 処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の取得財産

等とする。 

２ 取得財産等の処分を制限する期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に

関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を勘案して、センターが別に定

める。 

３ 前項の規定により定められた期間内において、補助金の交付を受けた者が処分を制限された

取得財産等を処分（補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、廃棄又は

担保に供することをいう。）しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書を提出し、セ

ンターはこの申請を適正と認めるときは、当該申請に係る処分の内容について承認し、財産処
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分承認通知書により通知するものとする。 

４ センターが取得財産等の処分を承認する場合においても、取得財産等の処分の目的、事由に

よっては、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、別表６に掲げるもの

にあっては、適用しない。また、センターの承認を得ずに、取得財産等の処分を行ったことが

判明した場合、センターは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。 

５ 前項による補助金の返還を求められた者は、返還期限までに補助金の返還を行わなければな

らない。 

６ 前項の返還の期限は、当該命令の通知日から２０日以内とし、期限内に指示をした全額の返

還がない場合は、センターは、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利３％

の割合で計算した延滞金をセンターに納付させることができる。 

７ 前条第４項の規定は、第３項の承認をする場合において準用する。 

８ 第６項の規定は、前条第４項及び前項による収入を納付させる場合において準用する。 

９ センターは、第１４条第４項、前条第４項又は本条第４項において、補助金の返還等を求め

た者及びそれに準ずる者から新しい申請があった場合は、当該補助金の返納が完了したことを

確認するまで、新しい申請の補助金の交付を拒否することができる。 

 

（手続代行者） 

第１７条 申請者は、第６条に規定する交付申請及び第１１条に規定する実績報告に係る業務等

の手続きの一部の代行について、第三者（以下「手続代行者」という。）に依頼することができ

るものとする。ただし、センターが認めた場合を除き、手続代行者は工事施工会社に限る。 

２ 手続代行者は、申請者の指示に従い依頼された手続きを誠意をもって実施しなければならな

い。また、本手続の代行を通じて申請書に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）に従って取り扱うものとする。 

 

（Ｖ２Ｈ充放電設備設置事業の経理等） 

第１８条 補助金の交付を受けた者は、原則として本補助金の交付を受けて実施したＶ２Ｈ充放

電設備の設置事業（以下「Ｖ２Ｈ充放電設備設置事業」という。）に関する経理についての帳簿

を備え、Ｖ２Ｈ充放電設備設置事業以外の経理と区分した上、Ｖ２Ｈ充放電設備設置事業の収

入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、前項の支出額について、その内容を証する書類を整理して、前

項の帳簿とともにＶ２Ｈ充放電設備等設置事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、

センターの要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなけれ

ばならない。 

 

（センターによる調査） 

第１９条 センターは、補助金の交付業務の適正な運営を図るため、必要な範囲において、第４

条第２項の承認を受けたＶ２Ｈ充放電設備の製造事業者、申請者（補助金の交付を受けた後を

含む。）及び手続代行者（以下「申請者等」という。）に対して所要の調査等を行うことができ

る。 

２ 申請者等は、センターが必要な範囲内において調査等を行う場合は、これに協力しなければ

ならない。 
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（センターによるデータ等の提供要請と協力要請） 

第２０条 センターは、国の施策に基づき、必要な範囲において申請者等に対して電気自動車等

及び充電インフラの普及に資するデータ等の提供を要請することができる。 

２ 申請者等は、センターが必要な範囲内においてデータ等の提供を申し出た場合は、これに協

力しなければならない。 

 

（予算の執行に関する措置） 

第２１条 センターは、第６条第１項の規定に基づく交付申請の額の累計が、センターが別に定

める予算額を超える又は満たないおそれがあると認めるときは、予算の消化状況を経済産業省

へ報告し、政策的観点を考慮した指導のもと、交付の申請期間を見直すことができるものとす

る。 

なお、この場合には、あらかじめセンターのホームページ等で周知するものとする。 

２ 前項の交付の申請期間の見直しに関する必要事項は、センターが別に定める。 

 

（補助金の返還） 

第２２条 センターは、事業終了後において、補助金の交付を受けた者から補助金の返還があっ

た場合には、速やかに経済産業大臣に報告し、経済産業大臣の指示に従うものとする。 

 

（個人情報保護等） 

第２３条 センター及びその職員は、本事業を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）に従って取り扱うものとする。 

２ センター及びその職員は、本事業の実施にあたって第４条第２項の承認を受けたＶ２Ｈ充放

電設備の製造事業者から提供を受けた一切の秘密情報を、当該情報の提供者から了解を得るこ

となく、国以外の第三者に漏洩し又は交付要綱第２条に規定する交付の目的以外の目的に利用

してはならない。 

３ センターは、本事業の実施にあたって提供された個人情報及び秘密情報については、交付要

綱第２２条第３項における保存期間が経過した際には経済産業大臣へ報告し、その指示に従わ

なければならない。 

 

（不正行為等の公表等） 

第２４条 センターは、申請者等及び工事施工会社が虚偽及び不正行為等により補助金の申請手

続き等を行った場合、次の各号の措置を講ずることができるものとする。 

一 センターが行う補助事業等の新しい申請の全部又は一部について、一定期間受付を拒否す

ること。 

二 申請者等及び工事施工会社等の名称及び不正の内容を公表すること。 

 

（暴力団排除に関する誓約） 

第２５条 申請者は、別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について交付申請前に確認しなけ

ればならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。 

なお、申請者が暴力団である又は暴力団との付き合いがあると疑われる場合には、センターは

本事業を通じ申請者に関して得た情報を国に提供することができる。 
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（その他必要な事項） 

第２６条 この交付規程に定めるもののほか、この交付規程の施行に関し必要な事項は、センター

が別に定める。 

２ センターは、交付要綱第２条に規定する交付の目的を達成するために、経済産業大臣から補

助事業の手続等について見直しを求められた場合には、この交付規程及び前項に規定する施行

に関し必要な事項について、所要の見直しを図るものとする。 

３ センターは、交付要綱第２条に規定する交付の目的を達成するために、Ｖ２Ｈ充放電設備の

新技術の動向調査、クリーンエネルギー自動車等の普及に向けた調査等を行うことができる。 

 

（附 則） 

この交付規程は、令和７年７月２４日から施行する。 
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別紙 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、補助金の交付申請をするに

当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当し

ないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、

当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

 

記 

 

(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をい

う。以下同じ。）であるとき。 

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると

き。 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難される

べき関係を有しているとき。 
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（別表１）補助対象経費の区分及び補助率 

補助対象経費 

の区分 
補助率 

設備の購入費 １／２ 以内 

設置工事費 定額（１／１ 以内）（注１） 

注１. 定額については、設置工事の内容ごとにセンターが別に定める。 

 

（別表２）補助金交付上限額 

補助対象経費 

の区分 
補助金交付上限額 

設備の購入費 500千円 

設置工事費 150千円 

 

（別表３）補助金の交付申請要件 

次の要件をすべて満たすこと。 

 

①申請者が、法人にあっては、補助金の交付決定等に関する情報（申請者名（交付決定先）、法

人番号、交付決定日、交付決定額）がオープンデータとしてｇＢｉｚＩＮＦＯにおいて公表

されることを了承すること。 

②設置場所区分が個人宅へのＶ２Ｈ充放電設備設置事業の申請にあっては、設置場所を使用の

本拠の位置とする電気自動車等があること。ただし、購入のための発注が完了している場合

は、第１１条第１項に規定する実績報告において、電気自動車等があることを報告すること

で可とする。 

③設置場所区分がマンション等（共用分電盤）の場合は、マンション等であることを証する書

類の提出が可能なこと。 

④設置場所施設が分譲済のマンション等の場合は、Ｖ２Ｈ充放電設備の設置が「住民総会」等

で決議されている又は理事会での合意がされていること。 

 

 

（別表４）申請に必要な添付書類 

●交付申請時 

１．申請者を確認する書類 

①法人（地方公共団体を除く。）にあっては、商業登記簿の全部事項証明書（履歴事項証明書

（写し）又は現在事項証明書（写し））（発行から３か月以内のもの）及びセンターが別に

定める役員名簿（リースの使用者（契約者）も含む。） 

②法人にあっては、法人番号を証する書類 

法人番号指定通知書の写し又はｇＢｉｚＩＮＦＯ（ジービズインフォ）（以下「ｇＢｉｚ

ＩＮＦＯ」という。）等よりダウンロードした該当のＰＤＦファイルデータ等 
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③個人にあっては、本人確認書類（免許証（写し）、住民票（写し）等） 

④マンション管理組合（管理組合法人を除く。）にあっては、マンション管理組合の現在の代

表者が選定されたことを証する書類の写し及び代表者の本人確認書類（免許証、住民票等）

（写し） 

⑤Ｖ２Ｈ充放電設備をリースする目的で取得するものについては、リース事業を生業とする

ことを証する書類の写し（上記①の履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書等で代替

することも可） 

２．給電対象施設及び設備設置場所の使用権を確認する書類 

３．Ｖ２Ｈ充放電設備本体を確認する書類 

①申請者宛ての見積書（写し） 

メーカー名、型式、購入価格（予定価格）、購入費の支払条件が明記されているもの 

４．Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事を確認する書類 

①Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事に係る見積書 

②工事着工前の要部写真 

５．その他センターが定めるもの 

 

●実績報告時 

１．Ｖ２Ｈ充放電設備購入・設置完了報告書 

２．Ｖ２Ｈ充放電設備及び設置工事代金の支払い等を確認する書類 

①Ｖ２Ｈ充放電設備代金及び設置工事の代金の支払い証憑（写し）又は全額支払いの手続き

が完了していること（注２）を証明する書類（写し）（注３） 

②Ｖ２Ｈ充放電設備のメーカーが発行する保証書又はメーカーが認めた第三者の発行する保

証書（ただし、この場合、保証書のフォームはメーカーが定めたもので、第三者の発行を

メーカーが管理できる場合に限る。） 

③Ｖ２Ｈ充放電設備及びその設置工事をリースする目的で取得するものについては、リース

契約書（写し） 

④Ｖ２Ｈ充放電設備設置中及び完了後の要部写真 

３．その他センターが定めるもの 

 

注２. 「全額支払いの手続きの完了」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払方式を利用す

ることにより、代金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう 

注３. 支払証憑（写し）又は全額支払いの手続きが完了していることを証明する書類（写し）

とは、次の書類をいう 

１）申請者自身が支払いを完了した代金については、申請者宛ての領収証（購入者が受領し

たものの写し）、又は銀行振込み等で領収証の無いものについては、銀行発行の振込み証

明書（写し）（振込金受取書等）等 

２）ローン、クレジット、保証、割賦等の支払方式を利用した場合は、当該支払方式を合意

したことが明記されている、申請者が契約者となっている契約書等 
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（別表５）クリーンエネルギー自動車導入促進補助金管理規程（Ｖ２Ｈ充放電設備） 

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金管理規程 

（Ｖ２Ｈ充放電設備） 

 

１．補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けて取得した取得財産等について、善良な

管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に沿って使用しなければならない。 

 

２.補助金の交付を受けた者は、取得財産等について、センターの定める様式の取得財産等管理

台帳・取得財産等明細表を備え、管理しなければならない。取得財産等管理台帳・取得財産

等明細表は、センターが開示を求めた場合は、開示しなければならない。 

 

３．補助金の交付を受けた者は、センターが別に定める期間（注）内において取得財産等を保

有し、処分を制限された取得財産等を処分（補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、

貸し付け（リース事業者を除く。）、廃棄又は担保に供すること等の補助金の交付目的に反す

る行為）してはならない。 

 

４．補助金の交付を受けた者は、前項の規定によりに定められた期間内において、取得財産等

を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書をセンターに提出し、その承認

を受けなければならない。 

センターが取得財産等の処分を承認する場合においても、取得財産等の処分の目的、事由に

よっては、期限を付して補助金の全部又は一部の返納を求める場合がある。また、センター

の承認を得ずに、取得財産等の処分を行ったことが判明した場合は、補助金の全部又は一部

の返還を求める場合がある。 

 

（注）センターが別に定める期間は、補助金の交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等を勘

案して、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程（Ｖ２Ｈ充放電設備）１６

条第２項に基づく、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則（Ｖ２Ｈ充

放電設備）に定められた期間とする。 

 

 

（別表６）承認を受けて行われる処分のうち、センターが特に認めるもの 

次に掲げる処分（譲渡の場合にあっては、譲受人が取得財産等を処分制限期間中に新たな財産

処分を行う場合は、あらかじめ財産処分に係るセンターの承認を譲受人自身が得ることについ

て合意がある場合に限る。） 

 

１．住宅及び建築物等にＶ２Ｈ充放電設備が設置された場合における、当該住宅及び建築物等

の譲渡と併せて行われる当該Ｖ２Ｈ充放電設備の譲渡。 

２．申請者が所有していない土地にＶ２Ｈ充放電設備が設置される場合において、当該土地所

有者の意向による土地の利用用途の変更に伴う当該取得財産等の処分であって、処分後も

引き続き当該取得財産等が本補助目的の達成を図るために利用されるものとしてセンター

が認めるもの。 

３．その他センターがＶ２Ｈ充放電設備の普及促進に特に必要と認める処分。 
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参考４．クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則（Ｖ２Ｈ充放電
設備） 

 

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則（Ｖ２Ｈ充放電設備） 

 

制定 令和７年７月２４日 

 

（趣旨） 

第１条 一般社団法人次世代自動車振興センター（以下「センター」という。）が行うクリーン

エネルギー自動車導入促進補助金（Ｖ２Ｈ充放電設備）（以下「補助金」という。）を交付する

業務は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程（Ｖ２Ｈ充放電設備）（以下「交

付規程」という。）に定めるもののほか、交付規程によりセンターが定めるこの業務実施細則

（以下「実施細則」という。）による。ただし、交付規程第４条第２項に定める補助対象経費に

係るＶ２Ｈ充放電設備承認の手続についてもセンターが別に定める。 

 

（用語） 

第２条 この実施細則で使用する用語は、特に定めのない限り交付規程の例による。 

 

（補助金交付上限額） 

第３条 交付規程第５条第１項に規定する型式ごとにセンターが定める補助金交付上限額は、別

表１のとおりとする。 

２ 交付規程第５条第１項に規定するＶ２Ｈ充放電設備工事の項目ごとにセンターが定める補助

金交付上限額は、別表２のとおりとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第４条 交付規程第６条第１項に規定するセンターが別に指定する申請期間は別表３のとおりと

する。 

２ 交付規程別表４に規定する申請に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは別表４のと

おりとする。 

３ 交付規程第６条第２項第一号に定める一つの工事とは、原則、同一施設に属する駐車場にＶ

２Ｈ充放電設備を設置する工事をいい、 同一施設に属する駐車場が複数あり、別の駐車場に設

置する場合も一つの工事という。ただし、設置場所区分がマンション等（共用分電盤）へのＶ

２Ｈ充放電設備設置事業において、各棟の居住者用ごとに分かれている駐車場に充電設備を設

置する場合は、各々の駐車場ごとに一つの工事として扱うものとする。 

４ 申請者は、交付規程第６条第２項第五号に定めるリース契約を含む申請を行う場合にあって

は、交付規程第１６条第２項に定める処分制限期間以上使用することを前提とした契約とする

ことに同意すること。 

５ 交付規程第６条第２項第九号に規定する「中古品」とは、申請者が既に代金を支払い、設置

し、メーカー発行の保証書等を受領したＶ２Ｈ充放電設備をいい、「新古品」とは、申請者が

代金を支払って既に所有する設置されていないＶ２Ｈ充放電設備をいい、いずれもその購入費

用は補助対象経費とはならない。 
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６ 交付規程第６条第２項第十号に定める工事の施工開始とは、Ｖ２Ｈ充放電設備に係る搬入や

Ｖ２Ｈ充放電設備設置のための基礎工事などの設置に係る準備や工事の一部又は全部の施工の

開始のことをいう。 

７ 申請者は、地方公共団体の支庁・支所・出張所等又は法人の支社・支店からの申請を行う場

合にあっては、交付申請と同時に、代表権者から当該支庁・支所・出張所等の長又は当該支社・

支店の長への申請に関する権限の委任がなされたことをセンターに届けなければならない。 

８ 申請者は、一つの申請に関し複数の申請者がいる場合に、手続きの代表者を定めた上で共同

して申請（以下「共同申請」という。）することができるものとし、次の各列記事項に定める項

目に関し他の共同申請者と合意の上で、交付規程第６条第１項の規定による交付申請をしなけ

ればならない。 

一 交付規程及び実施細則に規定される一切の手続きを行う代表者を定めること。ただし、原

則としてＶ２Ｈ充放電設備を所有するものを代表者とすること。 

二 交付規程別表３Ｖ２Ｈ充放電設備申請要件①の規定は、共同申請者に対しても適用する。 

三 交付規程第６条第２項第四号の規定は、共同申請者に対しても適用する。 

四 交付規程第１３条第２項の規定に従って補助金の交付を受けた場合は、他の共同申請者に

対して速やかに当該共同申請者が受領すべき補助金相当額を支払うこと。 

五 交付規程及び実施細則の規定により補助金の返還義務が発生した場合は、共同申請者はそ

の返還額の全額を連帯して返還すること。 

９ 前項に規定する共同申請をする場合は、共同申請者についても交付規程別表４交付申請時 １．

申請者を確認する書類を添付しなければならない。 

１０ 申請者は、交付規程第１７条第１項に規定される手続代行者による申請を行う場合は、次

の各列記事項に定める項目に関し了承を得た上で手続代行を依頼し、センターへ手続代行者を

届けなければならない。 

一 手続代行者は、申請者が依頼する交付規程及び実施細則に規定される手続きの一部を代行

すること。 

二 手続代行に係る費用は、補助対象経費とは認められないこと。 

三 補助金交付に係るセンター発行の通知書等の書類の送付先に関しては、全て申請者となる

こと。 

四 手続代行者は、虚偽の申請等不正行為を行った場合は、交付規程第２４条に基づき、手続

代行業務の停止及び名称の公表等の措置が科せられること。 

１１ 前項の規定は、交付規程第１１条に規定される実績報告においても適用する。 

１２ センターは、手続代行者による不正行為等を認めた場合は、交付規程第１４条に基づき交

付決定を取消し、既に補助金が交付されているときは、センターが定める様式による補助金返

還命令書により、期限を付して申請者へ当該補助金の返還を命じるものとする。 

 

（補助金交付額の算定方法） 

第５条 交付規程第５条第３項に規定するセンターが別に定める補助金交付額の算定は、補助対

象経費ごとに行う。ただし、交付規程第７条第２項の規定による補助金交付決定通知書により

交付した内容に対して、交付規程第１１条第１項の規定による実績報告にて報告された補助対

象経費が増減する場合、原則として減額のみを認め、増額は認めないものとする。 
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２ Ｖ２Ｈ充放電設備の購入費については、申請者が申告するＶ２Ｈ充放電設備に係る購入価格

に交付規程別表１に示す補助率を乗じた額と、別表１に定める当該Ｖ２Ｈ充放電設備と同一の

型式の補助金交付上限額のいずれか低い額を補助金交付額（千円未満の額は切り捨て。）とす

る。 

３ Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事費については、交付規程別表２に定めた額を補助金交付上限額と

する。別表２に定める設置工事の項目において、申請者が申告する項目ごとの補助上限額を合

算した額、申請者が申告した補助対象経費をセンターが審査し認めた額及び補助金交付上限額

のいずれか低い額を補助金交付額（千円未満の額は切り捨て。）とする。 

 

（利益等排除の方法） 

第６条 交付規程第６条第２項第十四号に規定する調達分がある場合は、補助対象経費に申請者

の利益が含まれることなるため、センターは、交付規程第７条第１項の交付の決定及び同規程

第１２条第１項の補助金の額の確定において、補助対象経費から利益等を排除して補助金交付

額を決定する。利益等排除の方法は別表５に定める。 

２ 申請者は、前項に規定する方法により利益等排除の交付申請をしようとするときは、交付規

程第６条第１項の規定による交付申請と同時に、利益等排除の申告をセンターにしなければな

らない。 

３ 申請者は、第１項に規定する方法による交付規程第７条第２項の交付の決定の通知を受けた

場合は、同規程第１１条第１項の規定による実績の報告をしようとするときに、利益等排除の

申立をセンターにしなければならない。 

 

（交付の決定等） 

第７条 交付規程第６条第１項の交付申請があった場合は、当該申請書類等の確認を行い、次の

各号により受付の可否を判断するものとする。 

一 所定の申請及び添付書類並びにその記載内容が適正であるものについては受付を行い、申

請の相違等、センターが適正でないと認めたものは、受付を不可とするとともにその旨を申

請者に通知するものとする。 

二 前号において、交付申請書類等にセンターが不備があると認めた場合は、センターが申請

者に一定期間内に書類等の不備を是正するように指示し、受付を保留することができるもの

とする。 

三 前号にあっては、センターが指示する一定期間内を超えても不備の是正がされない場合は、

第一号同様に受付を不可とし、その旨を申請者に通知するものとする。 

四 前各号の規定は、実績報告においても適用する。 

五 交付規程第６条第１項に規定するセンターが別に指定する申請期間内において、Ｖ２Ｈ充

放電設備の設置場所が同一施設に属する駐車場に複数の申請が行われている場合は、セン

ターへ先に到着した交付申請を有効とし、その他の申請は受付不可とするとともにその旨を

申請者に通知するものとする。 

２ センターは、Ｖ２Ｈ充放電設備の交付審査等をするにあたり、Ｖ２Ｈ充放電設備等の導入を

図る地方公共団体に対して、設備設置が円滑に実施できるよう十分に配慮するものとする。 

３ 交付規程第７条第１項に規定するセンターが別に定める交付の決定を行う期間は別表３のと

おりとする。 
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（計画変更の承認等） 

第８条 センターは、交付規程第７条第３項に規定する交付申請に係る事項の修正、同条第４項

に規定する条件の付加、同第９条に規定する計画変更の承認及びその他の理由により、当初の

交付申請に係る補助金額が増減する場合、原則として減額のみを認め、増額は認めないものと

する。 

２ 申請者は、交付規程第９条第１項の計画変更をしようとするときに、別表６にセンターが定

める軽微な変更を行う場合は、センターに計画変更の申告をするものとする。 

３ 前項において変更の内容が工事の内容に関わらない軽微な変更とセンターが認める場合は、

センターに変更内容の報告をもって届けることとする。 

４ センターは、第２項において申告された変更の内容が、軽微であると認められる場合は、第

２項に定める計画変更の申告をもって承認する。 

 

（実績報告等） 

第９条 交付規程第１１条第１項に規定するセンターが別に定める実績報告の提出期限日は、別

表３のとおりとする。 

２ 交付規程第６条第２項第十三号に定めるＶ２Ｈ充放電設備の設置完了とは、補助対象経費に

係るＶ２Ｈ充放電設備を稼働せしめる設置工事が全て完了した日のことをいう。 

３ 交付規程別表４に規定する実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるものは、別表

４のとおりとする。 

 

（財産処分の制限等） 

第１０条 交付規程第１６条第２項に規定する取得財産等の処分を制限する期間を別表７のとお

り定める。 

２ 交付規程第１６条第３項の承認を受けて行われる処分のうち、別表８に掲げるものにあって

は、同項の規定は適用しない。 

３ 補助金の交付を受けた者は、前項においてセンターが認める処分を行うときは、センターが

定める様式による取得財産等届出書をもって届けることとする。 

４ センターは、交付規程第１６条第３項に基づき提出された財産処分承認申請書の処分の内容

が、補助事業の目的を達成できないとしてセンターが認めたときは、交付をした補助金の全部

又は一部の返還を求め、財産処分承認通知書により通知するものとする。ただし、その取得財

産等の処分が本人の責めに帰さないやむを得ない事由によるものとして次の各号に該当すると

きは、センターは補助金の返還を求めないものとする。 

一 天災又は過失のない事故等により補助対象充電設備が使用不能となり廃棄処分した場合。 

二 その他センターが特に認める場合。 

５ 前項において、センターが補助金の返還を求めるときは、減価償却資産における償却方法の

考え方に基づき、当該返還額は、補助金交付額等を勘案して算出される額とする。 

６ 補助金の交付を受けた者が、交付規程第１６条第１項において処分を制限されていない取得

財産等の処分をするとき又は処分を制限された取得財産等を同規程第１６条第３項に規定され

た処分に該当しない処分をするときは、あらかじめ取得財産等届出書をもって届けることとす

る。 
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（予算の執行に関する措置） 

第１１条 交付規程第２１条第２項に規定する交付の申請期間の見直しに関する必要な事項を次

の各項に定める。 

２ センターは、交付規程第６条第１項に基づき提出された交付申請の額の累計がセンターが別

に定める予算額を超えると予想される場合又はその他不測の事態が想定される若しくは発生し

た場合は、交付の申請期間を短縮し、交付申請の受付を中止することができるものとする。 

なお、この場合には、センターのホームページ上であらかじめ周知するものとする。ただし、

申請受付残日数を考慮し、予告の是非判断は経済産業省の指導のもとセンターが行う。 

３ 交付の申請期間内に交付申請の額の累計がセンターが別に定める予算額を超えた場合は、到

着日により先着順位を設定し、予算額を越えた時点で交付申請の受付を終了する。 

なお、交付申請の到着日の日付が予算額を超えた当日及びそれ以降の申請については、これを

無効とする。  

４ センターは、交付規程第６条第１項に基づき提出された交付申請の額の累計がセンターが別

に定める予算額に満たないと予想される場合は、第４条第１項に定める申請期間を超えて、交

付申請を受付することができるものとする。 

なお、この場合には、センターのホームページ上で交付の申請期間を延長することを告知する。 

５ 第３項の規定は、前項の延長を行った場合において準用する。 

６ センターは、第２項の交付の申請期間の短縮及び受付の中止並びに第４項の交付の申請期間

の延長を行う場合は、センターが別に定める予算額の範囲により、事業ごとに交付申請の受付

期間を見直すことができるものとする。 

 

（審査委員会） 

第１２条 センターは、有識者等による審査委員会を組織し、経済産業省に提出する交付規程の

審議、実施細則の制定及び変更（軽微なものを除く。）、第１条に基づく補助対象経費に係るＶ

２Ｈ充放電設備承認の手続きの制定及び変更、交付規程第４条第２項に基づく補助金対象経費

に係るＶ２Ｈ充放電設備の承認等、同規程第５条に基づく補助金交付上限額の決定等、その他

補助金の交付業務に係る重要な事項等について、当該審査委員会の審議を経なければならない。 

 

（様式） 

第１３条 交付規程によりセンターが定める様式は、様式Ｖ０１から様式Ｖ１９のとおりとする。 

 

（附 則） 

１．この実施細則の制定は、第１２条の審査委員会の審議を経て決定する。 

２．この実施細則は、交付規程の適用日（令和７年７月２４日）から適用する。 
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（別表１）型式ごとの補助金交付上限額 

 

対象となるＶ２Ｈ充放電設備はセンターホームページにおいてご案内いたしますので、参照

してください。センターが承認したＶ２Ｈ充放電設備が追加された場合は、順次センター

ホームページも更新します。 

（次世代自動車振興センターホームページ http://www.cev-pc.or.jp/） 
 

センターホームページの掲載フォーム 

Ｖ２H 充放電設備の補助上限額：500 千円 

メーカー名 型式 
充電出力 

（kW） 

放電出力 

（kW） 

個人宅  

マンション等 

補助率１/２ 

（千円） 

     

     

     

     

     

（別表２）設置工事の項目と補助金交付上限額 

No 補助対象となる工事の項目 項目ごと補助上限額 

1 基礎工事  7千円 

2 据付工事  20千円 

3 本体搬入費  10千円 

4 電気関連工事  70千円 

5 諸費用  30千円 

6 離島への運搬費  30千円 

補助金交付上限額  150千円 

 

（別表３）センターが定める期間等 

交付申請期間（注１） 交付決定期間（注１） 実績報告期限日（注１） 

令和７年 

７月２５日（金） 

～ 

９月３０日（火） 

令和７年 

９月～１１月中旬 

令和８年 

１月３０日（金） 

注１．詳細な日時や時間はセンターが別に定める。 

 

（別表４）交付申請・実績報告に必要な添付書類のうちセンターが定めるもの 

●交付申請時 

①Ｖ２Ｈ充放電設備を設置する土地を所有していない場合は、土地の利用及びＶ２Ｈ充放電

設備設置の許諾を証する書類 

②Ｖ２Ｈ充放電設備の給電対象施設を所有していない場合は、当該施設の利用及びＶ２Ｈ充

放電設備設置の許諾を証する書類 
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③設置場所区分が個人宅へのＶ２Ｈ充放電設備設置事業の申請にあっては、設置場所を使用

の本拠の位置とする電気自動車等の自動車検査証（車検証）又は購入のための発注が完了

していることを証する書類 

④設置場所区分がマンション等（共用分電盤）へのＶ２Ｈ充放電設備設置事業の申請にあっ

ては、Ｖ２Ｈ充放電設備の設置場所がマンション等であることを証する書類 

⑤設置場所施設が分譲済みのマンション等におけるＶ２Ｈ充放電設備設置事業の申請にあっ

ては、Ｖ２Ｈ充放電設備の設置が「住民総会」等で決議されている又は理事会での合意が

されていることを証する書類 

⑥その他必要に応じてセンターが定めるもの 

 

●実績報告時 

①Ｖ２Ｈ充放電設備代金及び設置工事代金の支払証憑の内訳明細（Ｖ２Ｈ充放電設備の本体

価格等の内訳が記載されているもの） 

②Ｖ２Ｈ充放電設備設置工事の完了を証する書類 

③Ｖ２Ｈ充放電設備及びその設置工事がリースの場合にあっては、貸与料金の算定根拠明細

書 

④（交付申請時③）において、電気自動車等の購入のための発注が完了していることを証す

る書類を提出している場合は、設置場所を使用の本拠の位置とする電気自動車等の自動車

検査証（車検証） 

⑤その他必要に応じてセンターが定めるもの 

 

（別表５）利益等排除の方法 

１．利益等排除の対象となる調達先 

申請者（個人を除く。リースの場合はそのリース契約の使用者を含む。以下、この表で同

じ。）が次の（１）から（３）の関係にある会社から調達を受ける場合（他の会社を経由し

た場合、いわゆる下請会社の場合も含む。）は、利益等排除の対象とする。 

利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第８条で定義されている親会社、子会社、関連

会社及び関係会社に基づく。（注２） 

（１）申請者自身 

（２）１００％同一の資本に属するグループ企業 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除く。） 

２．Ｖ２Ｈ充放電設備の利益等排除の方法 

２－１．Ｖ２Ｈ充放電設備メーカーとの関係性の確認 

（１）申請者の自社調達の場合 当該調達品の製造原価（注３）をもって補助対象

経費とする。 

（２）１００％同一の資本に属するグルー

プ企業からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上高に対する売上総利益の

割合（以下「売上総利益率」といい、売上総
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利益率がマイナスの場合は０とする。）を

もって補助対象経費から利益相当額の排除を

行う。 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除

く。）からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上高に対する営業利益の割

合（以下「営業利益率」といい、営業利益率

がマイナスの場合は０とする。）をもって補

助対象経費から利益相当額の排除を行う。 

２－２．Ｖ２Ｈ充放電設備販売会社との関係性の確認 

（１）申請者の自社調達の場合 申請不可とする。 

（２）１００％同一の資本に属するグルー

プ企業からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上総利益率をもって補助対

象経費から利益相当額の排除を行う。売上総

利益率がマイナスの場合は０とする。 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除

く。）からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における営業利益率をもって補助対象

経費から利益相当額の排除を行う。営業利益

率がマイナスの場合は０とする。 

３．設置工事の利益等排除の方法  

（１）申請者の自社調達の場合 申請不可とする。 

（２）１００％同一の資本に属するグルー

プ企業からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における売上総利益率をもって補助対

象経費から利益相当額の排除を行う。売上総

利益率がマイナスの場合は０とする。 

（３）申請者の関係会社（上記（２）を除

く。）からの調達の場合 

調達先の直近年度の決算報告（単独の損益計

算書）における営業利益率をもって補助対象

経費から利益相当額の排除を行う。営業利益

率がマイナスの場合は０とする。 

注２．親会社とは、他の会社（子会社）の議決権のある株式の５０％超を保有している会

社のこと。 

子会社とは、他の会社（親会社）に議決権のある株式の５０％超を保有されている

会社のこと。 

関連会社とは、他の会社に議決権のある株式を２０％以上５０％未満保有されてい

る会社のこと。 

関係会社とは、親会社、子会社及び関連会社のこと。 

注３．当該調達品の製造原価については、製造原価を証明する資料の提出をするものとす

る。 
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（別表６）軽微な変更 

変更項目 変更内容 

１．工事内容の変更 ①ブレーカー容量の変更 

②電源ケーブルのサイズの変更 

③Ｖ２Ｈ充放電設備や付帯設備の基礎サイズの変更 

④付帯設備のメーカー、型式の変更 

⑤充電スペースの変更 

⑥Ｖ２Ｈ充放電設備を同一敷地内で１０ｍ未満移動 

⑦その他センターが認める変更 

２．工事内容に 

関わらない変更 

①申請者（共同申請者含む。）の法人名称変更、代表者変更 

②申請者（共同申請者含む。）の住所変更 

③Ｖ２Ｈ充放電設備設置場所名称の変更 

 

（別表７）取得財産等の処分を制限する期間 

対象となる取得財産等 処分を制限する期間※ 

Ｖ２Ｈ充放電設備 

及びその付帯設備 
設置完了日から５年 

（※処分を制限する取得財産等は取得価格が単価５０万円以上のものを対象とする。） 

 

（別表８）取得財産等の処分のうち、センターが認めるもの 

次に掲げる処分（貸し付けの場合にあっては、補助金の交付を受けた者が、Ｖ２Ｈ充放電設

備等の所有権を留保するものに限る。） 

 

１．Ｖ２Ｈ充放電設備設置後に本補助金の目的の達成を図るために、充電インフラネット

ワーク会社等へ行われる利用権の許諾。 

２．Ｖ２Ｈ充放電設備の塗装等による広告目的使用。ただし、充放電機能を低下させたり、

外見を著しく阻害させたりしてはならない 

３．その他センターがＶ２Ｈ充放電設備の普及促進に特に必要と認める場合 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

参考５．クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんイン

フラ等導入促進補助金様式一覧 

 

様式名 名  称 補助金交付後に使用 

様式Ｖ０１ 交付申請書   

様式Ｖ０２ 申請に係る代表者から申請者への委任状  

様式Ｖ０３ 手続代行者届出書  

様式Ｖ１１ 要部写真 ○ 

様式Ｖ０７ Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事完了報告書  

様式Ｖ０８ 取得財産等管理台帳・取得財産等明細表  

様式Ｖ０９ 貸与料金の算定根拠明細書  

様式Ｖ０５ 変更届出書 ○ 

様式Ｖ１２ 取得財産等届出書 ○ 

様式Ｖ１３ 財産処分承認申請書 ○ 

様式Ｖ１７ 状況等報告書 ○ 

様式Ｖ１８ 役員名簿 ○ 

様式Ｖ１９ 共同申請書  

 

※様式は、オンライン申請システムもしくはセンターＨＰ（補助金交付後）からダウンロー

ドしてください。 

※様式Ｖ０１：ダウンロードした際に右上の空欄部分には、選択した設置場所が表示されま

す。 

※○印のある様式は、補助金交付後に使用する様式です。 

 



（様式V01） V2H充放電設備設置

（２） 氏名又は名称
　  （法人等の場合は、名称）

フリガナ

（１） 住　　　所

法人番号（13桁）

〒

１．申請者に関する事項 申請日

私（申請者）は、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金交付規程（V2H充
放電設備・外部給電器）第６条第１項の規定に基づき、以下の通り交付申請いたします。

」用）（「

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 交付申請書

（３） 代表者名 代表者名

（４） 申請者の区分
該当するものに✓してください。

／

gBizINFO（ジービズインフォ）とは、マイナンバー制度の開始を踏まえ、法人番号と補助金や表彰情報などの法人情報を 紐づけ、どなたでも一括検索、閲覧ができるシステ
ムです。（https://info.gbiz.go.jp）に掲載しています。

センター
確認

／

国・地方公共団体から求められた場合は、V2H充放電設備の設置に関する情報をセンターから情報提供されることを了承します。⑨

以上の内容を確認の上同意し、交付申請内容に間違いがないことを誓約します。

センターの個人情報保護方針については、センターＨＰ（http://www.cev-pc.or.jp/privacy.html）に記載しています。

所属（個人の場合は記入不要）

／

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金交付規程（V2H充放電設備・外部給電器）別紙を参照してください。

審査管理No.

最終データ
更新時刻

※1

※日中連絡できる
番号を記入

④

FAX MAIL

⑪

※2

※3

⑩

災害時等に、申請するV2H充放電設備の利用について国・地方公共団体から協力要請があった場合、可能な範囲で協力します。

センターから求められた場合は、V2H充放電設備の利用状況等に関するデータをセンターへ提供します。

本申請等によりセンターが入手する個人情報は、申請者への問合せ、補助金の交付などの通知及び振込、財産処分制限にかかる調査、その他セン
ターが行う調査などを目的とし、センターが定める個人情報保護方針（※3）に従って使用されることを了承します。

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿

電子申請を行うに当たり、取得したＩＤ、パスワード（以下「ＰＷ」という）を第三者に漏えいしないよう厳格に管理します。当該ＩＤ及びＰＷを使って電子申
請された場合は、申請者の手続きとみなすことを承諾します。この手続きにより申請者が不利益または損害を被ったとしても、センターに対して何ら賠償
を求めません。

「暴力団排除に関する誓約事項」（※１）を確認し、これに同意します。

設置したV2H充放電設備等の処分制限期間を厳守します。

申請するV2H充放電設備および設置工事に関して、国の他の補助金を申請または受領していません。

電子申請でそれぞれ行う交付申請、実績報告及び変更届等並びに同時に添付した書類等は、申請者の責任の下に確認した真正な申請、報告または
届出等並びに書類等であり、虚偽の内容は含まれていないことを表明し、保証します。

補助金の交付決定等に関する情報（申請者名（交付決定先）、法人番号、交付決定日、交付決定額等）がオープンデータとしてgBizINFO（ジービズイン
フォ）に公表されることを了承します（申請者が個人の場合を除く）。（※2）

役職：　　

フリガナ

＊ 一般社団法人次世代自動車振興センター
（以下「センター」という）のクリーンエネル
ギー自動車の普及促進に向けた充電・充て
んインフラ等導入促進補助金は、経済産業
省が定めたクリーンエネルギー自動車の普
及促進に向けた充電・充てんインフラ等導
入促進補助金交付要綱第３条に基づく国庫
補助金を民間団体等に交付するものです。

①

TEL

⑥

⑦

⑧

②

③

⑤

２．申請に関する誓約

フリガナ

担当者名（個人の場合は記入不要）

（５） 連絡先等

補助事業を遂行するための売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする
場合は、交付規程（V2H充放電設備・外部給電器）別表３【V2H充放電設備】①の規定を遵守します。



（様式V02） V2H充放電設備設置

「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」
の補助金申請に係る代表権者のいない地方公共団体の支庁・支所・出張所等

又は法人の支店・営業所の申請について

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

申請に係る代表者から申請者への委任状

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿

代理人

（２） 所在地
〒

氏名

申請対象

設置場所住所

最終データ
更新時刻

本庁・本店等所在地

審査管理No.

氏名
代表者の役職・氏名

役職

法人名

　私は、上記の者を代理人と定め、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進
補助金業務実施細則（V2H充放電設備・外部給電器）第４条第５項第三号に基づき、上記申請対象の「クリーンエネル
ギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」申請に関する権限を委任します。

設置場所名称

作成日

（１）法人名 及び
　　支庁・支社名等

（３） 代理人役職・氏名
役職



（様式V03） V2H充放電設備設置

手続代行者

担当者名

（１） 住所

TEL FAX MAIL

フリガナ

所属

手続代行者届出書

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿

〒

（２）法人名等

フリガナ

（３） 連絡先等

※日中連絡できる
番号を記入

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

審査管理No.

最終データ
更新時刻

私（申請者）は、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金業務実
施細則（V2H充放電設備・外部給電器）第４条第５項第六号の規定に基づき、上記の者に申請の手続き代行を委
託いたします。

申請対象

設置場所名称

届出日

申請者：氏名又は名称



（様式V05） V2H充放電設備設置

届出日 令和 年 月 日

一般社団法人次世代自動車振興センター
代表理事　殿

第 番

（申請者）
住所〒

氏名又は名称

及び代表者名

（設置場所）

名称

（手続代行者）
住所〒

氏名又は名称

及び担当者名

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

　上記補助金交付決定番号をもって交付決定を受けたクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充
てんインフラ等導入促進補助金の申請内容について、下記の変更がありましたので、クリーンエネルギー自動
車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金実施細則（V2H充放電設備・外部給電器）第８
条第３項の規定に基づき、届け出ます。

変更届出書

以上

変更事項 変更前 変更後

変更年月日 令和 年 日月

補助金交付決定番号

記



（様式V07） V2H充放電設備設置

令和 年 月 日

（工事施工会社）

〒

　業者名称

下記のとおり、V2H充放電設備等設置工事が完了したことを証明します。

以上

審査管理No.

最終データ
更新時刻

設置場所

住所

コメント コメント

V2H充放電設備等設置工事の完了状況

設置工事完了日

名称

工事前 完了

申請者名

　業者住所

記

　責任者役職

　責任者氏名

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

V2H充放電設備等設置工事完了報告書



（様式V08） V2H充放電設備設置

１．対象となる取得財産等は、交付規程（V2H充放電設備・外部給電器）第１６条に規定する処分を制限する取得財産等とする。

ただし、V2H充放電設備については処分制限額に関わらず全てを対象とする。

単価
（円）

（税抜き）

設置工事
完了日
（年月日）

（注）

V2H
充放電設備等
本体補助金額

（円）

備考

処分
制限
期間
（年）

メーカー名
製造番号
または

シリアル番号

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

取得財産等管理台帳・取得財産等明細表

設置場所住所
及び

設置場所名称

２．複数基設置の場合は、一基ごとに全ての項目を記入すること。

V2H充放電設備等
型式

区分

財産名



（様式V09） V2H充放電設備設置

年 月 日

補助金交付決定番号 第 号

＜リース会社＞
住所

名称

担当者の所属 ：

　　氏名 ：

　　TEL ：

　　FAX ：

貸与先 住所

名称

設置場所名称

リース期間（月数） ヶ月

円

リース料金総額（税抜）

補助金有り 円

補助金無し 円

月額リース料金（税抜）

補助金有り 円

補助金無し 円

以上

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

補助金相当額（税抜）

令和

貸与料金の算定根拠明細書

V2H充放電設備

ﾒｰｶｰ名/型式

次の算定根拠明細書の内容に同意します。



（様式V11） V2H充放電設備設置

作成日 令和　　年　　月　　日

申請者名
設置場所
名称

報
告
者

所属

会社

V2H充放電設備等設置工事 機　器　名 氏名

施工後 項目番号 （1）①施工前 項目番号 （1）①

コメント コメント

コメントコメント

項目番号施工後施工前 項目番号



（様式V12） V2H充放電設備設置

届出日 令和 年 月 日

一般社団法人次世代自動車振興センター
代表理事　殿

第 番

（申請者）
住所〒

氏名又は名称

及び代表者名

（設置場所）

名称

（手続代行者）
住所〒

氏名又は名称

及び担当者名

１． 処分しようとする財産及びその理由

２． 備考

以上

処分の内容 処分の理由

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

　上記の補助金交付決定番号をもって補助金の額の確定通知を受けた補助事業に関する財産処分について、
クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金業務実施細則（V2H充
放電設備・外部給電器）第１０条第３項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

取得財産等届出書

補助金交付決定番号

記

財産の名称
V2H充放電設備等の内容

（メーカー名／型式／製造番号またはシリアル番号）



（様式Ｖ13） V2H充放電設備設置

申請日 令和 年 月 日

一般社団法人次世代自動車振興センター
代表理事　殿

第 番

（申請者）
住所〒

氏名又は名称

及び代表者名

（設置場所）

名称

（手続代行者）
住所〒

氏名又は名称

及び担当者名

１． 処分しようとする財産及びその理由

２． 処分の条件（該当項目を選択してください。その他の場合には条件を記入）

（１）補助金を返納します。

（２）その他

３．備考

　上記の補助金交付決定番号をもって補助金の額の確定通知を受けた補助事業に関する財産処分について、ク
リーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金交付規程（V2H充放電設
備・外部給電器）第１６条第３項の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。

A.譲渡　　B.廃棄
C.移設　　D.その他

財産の名称

処分の理由

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

以上

選択▼

記

選択▼

V2H充放電設備等の内容
（メーカー名／型式／製造番号またはシリアル番号）

財産処分承認申請書

補助金交付決定番号

処分の内容



（様式V17） V2H充放電設備設置

報告日 令和 年 月 日

一般社団法人次世代自動車振興センター
代表理事　殿

第　 番

（申請者）
住所〒

氏名又は名称

及び代表者名

（設置場所）

名称

（手続代行者）
住所〒

氏名又は名称

及び担当者名

V2H充放電設備等設置の遂行状況

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

補助金交付決定番号

状況等報告書

以上

記

上記の審査管理番号をもって申請したV2H充放電設備等設置の遂行状況等について、クリーンエネルギー自動
車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金交付規程（V2H充放電設備・外部給電器）第１
０条の規定に基づき、下記のとおり報告します。



（様式V18） V2H充放電設備設置

和暦 年 月 日

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

（注）

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

役員名簿

以上

氏名ｶﾅ 氏名漢字 会社名 役職名性別
生年月日

役員名簿については、氏名ｶﾅ（半角、姓と名の間も半角で１マス空け）、氏名漢字（全角、姓と名の間
も全角で１マス空け）、生年月日（半角で大正はT、昭和はS、平成はH、数字は２桁半角）、性別（半角
で男性はM、女性はF）、会社名及び役職名を記載する。
外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ読みを記載
すること。



（様式V19） V2H充放電設備設置

甲と乙は、クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金実施細則（V2H充
放電設備・外部給電器）第４条第５項第四号の規定に基づき下記のとおり合意の上、共同で申請します。

申請日

（２） 氏名又は名称
　  （法人等の場合は、名称）

フリガナ 法人番号（13桁）

申請者（乙）

（３） 代表者名

フリガナ

役職：　　 代表者名

申請対象

設置場所名称

審査管理No.

最終データ
更新時刻

1. 甲は、甲乙両者を代表して、交付規程及び実施細則に基づき本共同申請手続きを行うものとします。

3. 甲及び乙は、補助金の交付決定等に関する情報（申請者名（交付決定先）、法人番号、交付決定日、交付決定額等）が
オープンデータとしてgBizINFO（ジービズインフォ)に公表されることを了承します（申請者が個人の場合を除く）。

申請者（甲） 〒

（１） 住所

（２） 氏名又は名称
　  （法人等の場合は、名称）

フリガナ

クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

共同申請書

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿

記

（３） 代表者名

フリガナ

（１） 住所

役職：　　 代表者名

〒

2.

4. 甲は、甲乙両者を代表して、本共同申請により甲及び乙に対し交付決定がなされた補助金全額を受け取るとともに、乙
に対して速やかに乙が受領すべき補助金相当額を支払います。

5. 甲及び乙は、補助金受領後、保有義務に違反し財産を処分した場合など、交付規程及び実施細則に基づきセンターから
補助金の返還を命じられた場合、本共同申請により受領した補助金に対してセンターから指示された返還額を連帯して
センターに対し返還します。

甲及び乙は、補助事業を遂行するための売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者へ委託
し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、交付規程（V2H充放電設備・外部給電器）別表３【V2H充放電設
備】①の規定を遵守します。



 

 

参考６．クリーンエネルギー自動車導入促進補助金様式一覧 

 

様式名 名  称 補助金交付後に使用 

様式Ｖ０１ 交付申請書   

様式Ｖ０２ 申請に係る代表者から申請者への委任状  

様式Ｖ０３ 手続代行者届出書  

様式Ｖ１１ 要部写真 ○ 

様式Ｖ０７ Ｖ２Ｈ充放電設備等設置工事完了報告書  

様式Ｖ０８ 取得財産等管理台帳・取得財産等明細表  

様式Ｖ０９ 貸与料金の算定根拠明細書  

様式Ｖ０５ 変更届出書 ○ 

様式Ｖ１２ 取得財産等届出書 ○ 

様式Ｖ１３ 財産処分承認申請書 ○ 

様式Ｖ１７ 状況等報告書 ○ 

様式Ｖ１８ 役員名簿 ○ 

様式Ｖ１９ 共同申請書  

 

※様式は、オンライン申請システムもしくはセンターＨＰ（補助金交付後）からダウンロー

ドしてください。 

※様式Ｖ０１：ダウンロードした際に右上の空欄部分には、選択した設置場所が表示されま

す。 

※○印のある様式は、補助金交付後に使用する様式です。 

 



（様式V01） V2H充放電設備設置

（２） 氏名又は名称
　  （法人等の場合は、名称）

フリガナ

（１） 住　　　所

法人番号（13桁）

〒

１．申請者に関する事項 申請日

私（申請者）は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程（V2H充放電設備）第６条第１項の規定に基づき、以
下の通り交付申請いたします。

」用）（「

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金　交付申請書

（３） 代表者名 代表者名

（４） 申請者の区分
該当するものに✓してください。

／

gBizINFO（ジービズインフォ）とは、マイナンバー制度の開始を踏まえ、法人番号と補助金や表彰情報などの法人情報を 紐づけ、どなたでも一括検索、閲覧ができるシステ
ムです。（https://info.gbiz.go.jp）に掲載しています。

センター
確認

／

国・地方公共団体から求められた場合は、V2H充放電設備の設置に関する情報をセンターから情報提供されることを了承します。⑨

以上の内容を確認の上同意し、交付申請内容に間違いがないことを誓約します。

センターの個人情報保護方針については、センターＨＰ（http://www.cev-pc.or.jp/privacy.html）に記載しています。

所属（個人の場合は記入不要）

／

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程（V2H充放電設備）別紙を参照してください。

審査管理No.

最終データ
更新時刻

※1

※日中連絡できる
番号を記入

④

FAX MAIL

⑪

※2

※3

⑩

災害時等に、申請するV2H充放電設備の利用について国・地方公共団体から協力要請があった場合、可能な範囲で協力します。

センターから求められた場合は、V2H充放電設備の利用状況等に関するデータをセンターへ提供します。

本申請等によりセンターが入手する個人情報は、申請者への問合せ、補助金の交付などの通知及び振込、財産処分制限にかかる調査、その他セン
ターが行う調査などを目的とし、センターが定める個人情報保護方針（※3）に従って使用されることを了承します。

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿

電子申請を行うに当たり、取得したＩＤ、パスワード（以下「ＰＷ」という）を第三者に漏えいしないよう厳格に管理します。当該ＩＤ及びＰＷを使って電子申
請された場合は、申請者の手続きとみなすことを承諾します。この手続きにより申請者が不利益または損害を被ったとしても、センターに対して何ら賠償
を求めません。

「暴力団排除に関する誓約事項」（※１）を確認し、これに同意します。

設置したV2H充放電設備等の処分制限期間を厳守します。

申請するV2H充放電設備および設置工事に関して、国の他の補助金を申請または受領していません。

電子申請でそれぞれ行う交付申請、実績報告及び変更届等並びに同時に添付した書類等は、申請者の責任の下に確認した真正な申請、報告または
届出等並びに書類等であり、虚偽の内容は含まれていないことを表明し、保証します。

補助金の交付決定等に関する情報（申請者名（交付決定先）、法人番号、交付決定日、交付決定額等）がオープンデータとしてgBizINFO（ジービズイン
フォ）に公表されることを了承します（申請者が個人の場合を除く）。（※2）

役職：　　

フリガナ

＊ 一般社団法人次世代自動車振興センター
（以下「センター」という）のクリーンエネル
ギー自動車導入促進補助金は、経済産業
省が定めたクリーンエネルギー自動車導入
促進補助金交付要綱第３条に基づく国庫補
助金を民間団体等に交付するものです。

①

TEL

⑥

⑦

⑧

②

③

⑤

２．申請に関する誓約

フリガナ

担当者名（個人の場合は記入不要）

（５） 連絡先等

補助事業を遂行するための売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする
場合は、交付規程（V2H充放電設備）第６条第２項第四号の規定を遵守します。



（様式V02） V2H充放電設備設置

「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」
の補助金申請に係る代表権者のいない地方公共団体の支庁・支所・出張所等

又は法人の支店・営業所の申請について

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

申請に係る代表者から申請者への委任状

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿

代理人

（２） 所在地
〒

氏名

申請対象

設置場所住所

最終データ
更新時刻

本庁・本店等所在地

審査管理No.

氏名
代表者の役職・氏名

役職

法人名

　私は、上記の者を代理人と定め、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則（V2H充放電設備）第４条
第７項に基づき、上記申請対象の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」申請に関する権限を委任します。

設置場所名称

作成日

（１）法人名 及び
　　支庁・支社名等

（３） 代理人役職・氏名
役職



（様式V03） V2H充放電設備設置

手続代行者

担当者名

（１） 住所

TEL FAX MAIL

フリガナ

所属

手続代行者届出書

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿

〒

（２）法人名等

フリガナ

（３） 連絡先等

※日中連絡できる
番号を記入

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

審査管理No.

最終データ
更新時刻

私（申請者）は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則（V2H充放電設備）第４条第１０項の
規定に基づき、上記の者に申請の手続き代行を委託いたします。

申請対象

設置場所名称

届出日

申請者：氏名又は名称



（様式V05） V2H充放電設備設置

届出日 令和 年 月 日

一般社団法人次世代自動車振興センター
代表理事　殿

第 番

（申請者）
住所〒

氏名又は名称

及び代表者名

（設置場所）

名称

（手続代行者）
住所〒

氏名又は名称

及び担当者名

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

　上記補助金交付決定番号をもって交付決定を受けたクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の申請内容に
ついて、下記の変更がありましたので、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金実施細則（V2H充放電設
備）第８条第３項の規定に基づき、届け出ます。

変更届出書

以上

変更事項 変更前 変更後

変更年月日 令和 年 日月

補助金交付決定番号

記



（様式V07） V2H充放電設備設置

令和 年 月 日

（工事施工会社）

〒

　業者名称

下記のとおり、V2H充放電設備等設置工事が完了したことを証明します。

以上

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

V2H充放電設備等設置工事完了報告書

申請者名

　業者住所

記

　責任者役職

　責任者氏名

設置場所

住所

コメント コメント

V2H充放電設備等設置工事の完了状況

設置工事完了日

名称

工事前 完了

審査管理No.

最終データ
更新時刻



（様式V08） V2H充放電設備設置

１．対象となる取得財産等は、交付規程（V2H充放電設備）第１６条に規定する処分を制限する取得財産等とする。

ただし、V2H充放電設備については処分制限額に関わらず全てを対象とする。

単価
（円）

（税抜き）

設置工事
完了日
（年月日）

（注）

V2H
充放電設備等
本体補助金額

（円）

備考

処分
制限
期間
（年）

メーカー名
製造番号
または

シリアル番号

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

取得財産等管理台帳・取得財産等明細表

設置場所住所
及び

設置場所名称

２．複数基設置の場合は、一基ごとに全ての項目を記入すること。

V2H充放電設備等
型式

区分

財産名



（様式V09） V2H充放電設備設置

年 月 日

補助金交付決定番号 第 号

＜リース会社＞
住所

名称

担当者の所属 ：

　　氏名 ：

　　TEL ：

　　FAX ：

貸与先 住所

名称

設置場所名称

リース期間（月数） ヶ月

円

リース料金総額（税抜）

補助金有り 円

補助金無し 円

月額リース料金（税抜）

補助金有り 円

補助金無し 円

以上

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

補助金相当額（税抜）

令和

貸与料金の算定根拠明細書

V2H充放電設備

ﾒｰｶｰ名/型式

次の算定根拠明細書の内容に同意します。



（様式V11） V2H充放電設備設置

作成日

コメント コメント

コメントコメント

項目番号施工後施工前 項目番号

施工後 項目番号 （1）①施工前 項目番号 （1）①

令和　　年　　月　　日

申請者名
設置場所
名称

報
告
者

所属

会社

V2H充放電設備等設置工事 機　器　名 氏名



（様式V12） V2H充放電設備設置

届出日 令和 年 月 日

一般社団法人次世代自動車振興センター
代表理事　殿

第 番

（申請者）
住所〒

氏名又は名称

及び代表者名

（設置場所）

名称

（手続代行者）
住所〒

氏名又は名称

及び担当者名

１． 処分しようとする財産及びその理由

２． 備考

以上

処分の内容 処分の理由

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

　上記の補助金交付決定番号をもって補助金の額の確定通知を受けた補助事業に関する財産処分について、
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則（V2H充放電設備）第１０条第３項の規定に基づき、
下記のとおり届け出ます。

取得財産等届出書

補助金交付決定番号

記

財産の名称
V2H充放電設備等の内容

（メーカー名／型式／製造番号またはシリアル番号）



（様式Ｖ13） V2H充放電設備設置

申請日 令和 年 月 日

一般社団法人次世代自動車振興センター
代表理事　殿

第 番

（申請者）
住所〒

氏名又は名称

及び代表者名

（設置場所）

名称

（手続代行者）
住所〒

氏名又は名称

及び担当者名

１． 処分しようとする財産及びその理由

２． 処分の条件（該当項目を選択してください。その他の場合には条件を記入）

（１）補助金を返納します。

（２）その他

３．備考

　上記の補助金交付決定番号をもって補助金の額の確定通知を受けた補助事業に関する財産処分について、ク
リーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程（V2H充放電設備）第１６条第３項の規定に基づき、下記の
とおり承認を申請します。

A.譲渡　　B.廃棄
C.移設　　D.その他

財産の名称

処分の理由

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

以上

選択▼

記

選択▼

V2H充放電設備等の内容
（メーカー名／型式／製造番号またはシリアル番号）

財産処分承認申請書

補助金交付決定番号

処分の内容



（様式V17） V2H充放電設備設置

報告日 令和 年 月 日

一般社団法人次世代自動車振興センター
代表理事　殿

第　 番

（申請者）
住所〒

氏名又は名称

及び代表者名

（設置場所）

名称

（手続代行者）
住所〒

氏名又は名称

及び担当者名

V2H充放電設備等設置の遂行状況

以上

記

上記の審査管理番号をもって申請したV2H充放電設備等設置の遂行状況等について、クリーンエネルギー自動
車導入促進補助金交付規程（V2H充放電設備）第１０条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

補助金交付決定番号

状況等報告書



（様式V18） V2H充放電設備設置

和暦 年 月 日

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

（注） 役員名簿については、氏名ｶﾅ（半角、姓と名の間も半角で１マス空け）、氏名漢字（全角、姓と名の間
も全角で１マス空け）、生年月日（半角で大正はT、昭和はS、平成はH、数字は２桁半角）、性別（半角
で男性はM、女性はF）、会社名及び役職名を記載する。
外国人については、氏名欄にはアルファベットを、氏名カナ欄は当該アルファベットのカナ読みを記載
すること。

氏名ｶﾅ 氏名漢字 会社名 役職名性別
生年月日

以上

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

役員名簿



（様式V19） V2H充放電設備設置

甲と乙は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金実施細則（V2H充放電設備）第４条第８項の規定に基づき下記
のとおり合意の上、共同で申請します。

申請日

（２） 氏名又は名称
　  （法人等の場合は、名称）

フリガナ 法人番号（13桁）

申請者（乙）

（３） 代表者名

フリガナ

役職：　　 代表者名

申請対象

設置場所名称

審査管理No.

最終データ
更新時刻

1. 甲は、甲乙両者を代表して、交付規程及び実施細則に基づき本共同申請手続きを行うものとします。

3. 甲及び乙は、補助金の交付決定等に関する情報（申請者名（交付決定先）、法人番号、交付決定日、交付決定額等）が
オープンデータとしてgBizINFO（ジービズインフォ)に公表されることを了承します（申請者が個人の場合を除く）。

申請者（甲） 〒

（１） 住所

（２） 氏名又は名称
　  （法人等の場合は、名称）

フリガナ

クリーンエネルギー自動車導入促進補助金

共同申請書

一般社団法人次世代自動車振興センター　代表理事 殿

記

（３） 代表者名

フリガナ

（１） 住所

役職：　　 代表者名

〒

2.

4. 甲は、甲乙両者を代表して、本共同申請により甲及び乙に対し交付決定がなされた補助金全額を受け取るとともに、乙
に対して速やかに乙が受領すべき補助金相当額を支払います。

5. 甲及び乙は、補助金受領後、保有義務に違反し財産を処分した場合など、交付規程及び実施細則に基づきセンターから
補助金の返還を命じられた場合、本共同申請により受領した補助金に対してセンターから指示された返還額を連帯して
センターに対し返還します。

甲及び乙は、補助事業を遂行するための売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三者へ委託
し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、交付規程（V2H充放電設備）第６条第２項第四号の規定を遵守しま
す。



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025.07 

 

 

 

一般社団法人 次世代自動車振興センター 
 
 
 
 

〒103－0027 東京都中央区日本橋一丁目１６番３号 

日本橋木村ビル５F 

 

 

TEL ：０５７０－０００－２９９ 

URL ： http://www.cev-pc.or.jp 

 

 

受付時間（平日のみ） 

  ９：１５～１２：００ 

１３：００～１７：００ 
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